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１．雇用・労働・ＷＬＢ（ワーク・ライフ・バランス）施策 

 （1）就労支援施策の強化について 

①地域就労支援事業の強化について ＜継続＞ 

大阪府内の関係機関と連携する「地域労働ネットワーク」の活動を活性化し、就職困難層の就労への支

援ニーズに則した事業が展開されるよう、大阪府との連携を強化すること。また、コロナ禍で職を失った

女性や子育て・介護責任を担う女性をサポートする職業能力訓練などを含む施策を講じること。特に、ひ

とり親家庭への支援事業の拡充など、総合的な施策を強化させること。加えて、それらの施策が支援の必

要な人に届くよう周知の取り組みも強化すること。 

（回答） 

貝塚市（福祉総務課 商工観光課） ※下線部追加 

「地域労働ネットワーク」の活動が活性化され、コロナ禍の状況に沿った事業展開ができるよう、

引き続き大阪府と連携してまいります。 

また、新型コロナウイルスにおいて悪化する労働環境の中であっても、生活困窮者自立支援制度と

一体的な就労支援を行うことや女性をサポートする職業能力訓練など、相談者への適切かつ効果的な

助言・援助を行ってまいります。 

泉佐野市（まちの活性課） ※下線部追加 

「地域労働ネットワーク」を活用し、ネットワーク間で様々な事例や取組を共有することで就職困

難層の就労への支援ニーズに基づいた事業展開を大阪府と連携しつつ行ってまいります。加えて、女

性のサポートやひとり親家庭については、大阪府や大阪府公共職業安定所等の関係機関の専門相談窓

口や、職業能力訓練等の制度についての周知を図ってまいります。 

泉南市（産業観光課） ※従前と変わらず 

地域労働ネットワーク推進会議を通じて情報共有を図るとともに、地域の就労困難者を効果的に支

援するため、他の就労支援機関と連携して事業を進めます。また、市福祉部局と連携し、ひとり親家

庭への支援に努めます。 

阪南市（生活環境課） ※下線部追加 

市町村就職困難者就労支援担当職員（就労支援コーディネーター）等研修会において、当該事業の

取り組み状況の意見・情報交換等を行い、好事例など情報共有するとともに、大阪府労働環境課や高

石市以南の市町及び関係機関で構成する「阪南地域労働ネットワーク」では、労働相談実務に関する

研修会や意見・情報交換の実施など、関係機関相互の連携と担当者の対応能力の向上を図っています。 

就労困難層等への支援については、他市町の好事例を参考に、職業能力開発講座の実施など、効果

的な支援制度となるよう努めるとともに、関係機関等と連携を強化し周知に取り組んでまいります。 

田尻町 ※下線部追加 

本町では、「大阪府・市町村就労支援事業推進協議会」で紹介される好事例等を参考に、就労支援事

業の強化を図るとともに、就労に繋がる資格取得講座等を開催しています。また、ひとり親家庭等の

就職困難者については、「地域労働ネットワーク」を積極的に活用し近隣市町及び商工会等で開催され

る合同就職説明会等へ誘導するなどして、地域就労支援コーディネーターが就労に至るまで支援を行

ってまいります。また、ハローワークやサポステと連携して就労支援を行うとともに各種福祉サービ

スと連携するなど、今後も相談者のニーズに応じた相談支援に努めてまいります。 

熊取町（産業振興課） ※従前と変わらず 

現在、就職困難層に対する支援については、本町就労支援センターを設置し、就労支援コーディネ

ーターによる相談を行うと同時に就職困難者等支援策として、資格取得に取り組む方への補助を実施

しております。また、コロナ禍の影響を受け中止していた、ハローワークと連携した出張就労支援セ

ミナーの再開を予定しております。 

なお、「大阪府・市町村就労支援事業推進協議会」に設置された部会にも参画し、情報収集等にも努

めております。また、「地域労働ネットワーク」を活用し、他市町の事例等を情報収集するとともに、

これまでの相談事例やオンライン提供によるハローワークの求人情報を基に、総合的な視点できめ細

やかな支援とその活用に向けた周知啓発を引き続き行ってまいります。 
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岬町（都市整備部） ※従前と変わらず 

就労支援体制の充実・強化を図るため、地域就労支援センターや担当窓口において就労・労働相談

の受付や就労環境整備など未就労者の支援を行っております。引き続き、関係機関との連携を図ると

ともに、コロナ禍における状況の変化に柔軟に対応できるよう、地域の雇用労働対策の充実に努めて

まいります。 

 

②障がい者雇用の支援強化について ＜継続＞ 

大阪府内民間企業等の障がい者雇用率は、全国と比較しても低位で推移する状況が続いている。大阪府

内企業の法定雇用率達成に向けた施策として、「雇用ゼロ企業」が障がい者雇用に踏み出せない個々の要

因を把握したうえで、障がい者雇用にかかるノウハウの共有化を図り、準備段階から採用後の定着支援ま

での一貫した総合的な支援を強化すること。 

また、障がい当事者の意思を尊重した合理的配慮や相談体制の充実、職場での理解促進、さらに、障が

い者就労に関する社会の理解を広げるための啓発の取り組みも含めた施策を推進すること。 

（回答） 

貝塚市（障害福祉課 商工観光課） ※従前と変わらず 

障害のある方の就労に関する相談については、職業準備訓練から就職・職場定着に至るまでの相談・

支援及び事業主への支援を実施する泉州中障害者就業・生活支援センターやハローワーク岸和田等の

専門的な相談窓口を紹介するなど、関係機関と連携を図りながら取り組んでいるところです。 

障害のある方の雇用促進には、事業者の障害への理解、障害のある方が社会で就労することの意義

及び障害のある方を雇用する企業の社会的責任への理解を促すよう、大阪府や大阪障害者職業センタ

ー等が実施する事業者向けの研修を今後も周知してまいります。また、特定求職者雇用開発助成金、

トライアル雇用助成金、障害者雇用安定助成金などの制度の周知についても、ハローワーク岸和田な

ど関係機関と連携し努めてまいります。 

泉佐野市（まちの活性課、地域共生推進課） ※従前と変わらず 

泉佐野市就労支援フェア・高年齢者雇用促進フェアにおいて、「合同就職面接会」を開催し、引き続

き、出展企業より「障がい者求人」の提供を求めていくことにより、求職者の雇用や出展企業側の障

がい者雇用につなげてまいります。職場での理解促進や各種法令の遵守につきましては、泉佐野・熊

取・田尻事業所人権連絡会を通じて事業所等への周知を図ってまいります。 

障害者の就労支援については、障害者総合支援法に基づく各種就労支援サービスと本市の相談支援

体制を活用し、一人ひとりの適性や個性を活かして働き続けることができるよう、就労支援機関と連

携し、就労するにあたっての基礎的訓練から職場定着、又は離職後の再就職に至るまで、切れ目のな

い支援体制の整備に努めてまいります。 

また、昨年度に引き続き、今年度も自立支援協議会就労支援部会において作成した「就労支援事業

所パンフレット」及び「授産製品リスト」を活用し、本市が契約によって調達する物品及び役務の障

害者就労支援施設等からの優先的な調達や、障害者雇用を検討している企業と障害者就労支援施設と

のマッチングを推進していきます。 

泉南市（産業観光課、障害福祉課） ※下線部追加 

就労困難者支援を効果的に推進する観点から、地域就労支援センター等と連携を図ります。障害者

に対して相談できる体制が整っている支援団体等の情報交換を、地域労働ネットワーク推進会議や研

修会を通じて行い、きめ細やかな支援を図ります。 

障害のある人が安心・安定して働き続けることができるように、ハローワークや障害者就業・生活

支援センター等の関係機関との連携を図り、啓発の取組も含めて、職場環境の整備を働きかけます。 

阪南市（秘書人事課、生活環境課） ※下線部追加 

障がい者雇用については、法定雇用率を維持するとともに、障がい者活躍推進計画に基づき、研修

を実施し障がい者への理解の促進に取り組んでいます。 

泉州南障がい者就業・生活支援センターやＣ-ＳＴＥＰ等の関係機関と連携した支援体制づくり、地

域就労支援相談による継続支援に努めるとともに、市内事業者に対し、雇用の開拓、定着に向けた啓

発に取り組んでまいります。 
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田尻町 ※下線部追加 

企業の障害者雇用については、国や大阪府、関係団体と連携しながら、事業者の障がい者雇用に関

する企業向けセミナーを活用するなどし、事業所における課題解決の支援及び助成金の支援制度の活

用方法等の情報啓発に努めております。また、本町の相談支援事業では、地域就労支援コーディネー

ターが就労支援を行うとともに福祉関係の部所とも連携し、相談者に寄り添った支援体制により実施

しています。 

熊取町（障がい福祉課） ※従前と変わらず 

障がい者の雇用支援につきましては、「障害者総合支援法」に基づく障がい福祉サービスとして、就

労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う「就労移行支援」や、新たに雇用された障

がい者の方が継続して就労できるように相談や助言を行う「就労定着支援」について、必要な方に支

給しているところです。 

また、障がい者の就労支援と職場定着のため、障がい者の方からの就業に関する相談や、障がいの

特性を踏まえた雇用環境の整備についてを事業所へ助言を行っている泉州南就業・生活支援センター

やハローワークと引き続き連携を行ってまいります。 

岬町（しあわせ創造部） ※従前と変わらず 

障がい者の就労支援と職場定着については、関係機関と連絡を密にしてその取り組みを進めている

ところです。今後も岬町障害者基本計画及び障害福祉計画に基づき支援を継続してまいります。 

 

 （2）男女共同参画社会の推進に向けて 

 ①「おおさか男女共同参画プラン」の周知・広報について ＜継続＞ 

「おおさか男女共同参画プラン」（2021-2025）に盛り込まれた各種施策が着実に実施されるよう、市庁

内の関係部門が連携した取り組みを行うこと。 

  また、大阪市（町村）民にもＳＤＧｓの目標の一つである「ジェンダー平等」をめざす取り組みとして、

本プランの趣旨が広く理解されるよう、大阪府と連携し情報発信を行うこと。 

（回答） 

貝塚市（人権政策課） ※下線部追加 

本市においては、貝塚市男女共同参画計画〈第 3 期〉コスモスプランが令和 4 年度末で目標年次を

迎えるため、新たに令和 5 年度から令和 14 年度までの 10 年間を計画期間とする貝塚市男女共同参画

計画（第 4 期）コスモスプランを策定いたします。計画策定に際しては「おおさか男女共同参画プラ

ン」（2021-2025）の内容も勘案したものといたします。また、この計画において新たに設定した目標

を達成するべく、女性活躍の推進に向けて庁内関係部署と連携した取り組みを行ってまいります。ま

た、男女共同参画社会の実現に向けて、市民向けセミナーの開催や、市広報やホームページ・庁舎内

掲示板等を媒体とした市民への啓発活動に努めてまいります。 

泉佐野市（人権推進課） ※下線部追加 

「第 2 次いずみさの男女共同参画行動計画」は、令和 4 年 3 月末に、その計画期間が終了しました。

次期計画策定のため、「泉佐野市男女共同参画に関する市民・事業所アンケート調査」を実施、泉佐野

市男女共同参画審議会等で審議、パブリックコメントを実施の上、令和 4 年 3 月に「第 3 次泉佐野市

男女共同参画推進計画」を策定しました。計画期間は、令和 4 年 4 月 1 日から令和 13 年 3 月 31 日の

10 年間とし、必要に応じて見直しを行います。 

この第 3 次計画は、男女共同参画社会基本法に基づき、国・大阪府の計画を踏まえたうえで、本市

の「第 5 次泉佐野市総合計画」の分野別計画として、他の関連計画との整合性を図りながら策定した

ものです。また、本計画の一部を「女性活躍推進計画」と「ＤＶ防止基本計画」として位置づけてい

ます。「誰もが人権を尊重されるジェンダー平等社会の実現」を目指して、「方針決定過程への女性の

参画拡大」「ワーク・ライフ・バランスの推進」「ジェンダーに基づく暴力の根絶」「性別に基づく無意

識の思い込みの気づき」「性の多様性の尊重」を重点課題として取り組んでいく予定としています。計

画推進の指標項目と目標値を設定し、毎年度実施計画及び進捗状況を把握・評価しております。 

また、今年度も引き続き、女性活躍推進に関する講座を実施しました。行動計画に掲げている「仕

事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）という考え方の周知」や「子育て、介護支援の拡充」、 
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「男性にとっての男女共同参画の推進」に向けて親子を対象とした講座や女性の健康保持促進の講座

を実施し、男女親子とも多数参加されました。 

さらに、市役所及び女性センターにおいて女性のための相談事業についても、コロナ感染症対策を

行いながら継続して実施し、少しでも女性が安心して生活し、働けるよう支援しているところです。 

今後も、引き続き「女性活躍推進法」や「第 5 次男女共同参画基本計画」に基づき、女性の活躍促

進に努め、大阪府とも協力し男女共同参画審議会社会の実現に向け理解促進の啓発事業を実施してい

きます。 

泉南市（人権推進課） ※従前と変わらず 

2021 年 3 月に策定された「おおさか男女共同参画プラン（2021-2025）」については、既に大阪府に

より広報等が行われています。本市においては、「第 4 次せんなん男女平等参画プラン」を策定し、各

種施策の実施に向けては、市庁内の各課で目標数値を設定して、その進捗状況を評価・課題分析を行

うなど、引続き、取組の徹底と連携の強化に努めます。 

阪南市（人権推進課） ※従前と変わらず 

「おおさか男女共同参画プラン(2021-2025)」の推進に向け、本市でも「阪南市男女共同参画プラン」

に基づく庁内推進本部会議・推進委員会議等推進体制を整備するとともに、毎年進捗状況の調査を行

っています。また、市ウェブサイトにＳＤＧｓの目標の一つである「ジェンダー平等」をめざす取り

組みとして、「阪南市男女共同参画社会の推進に向けて」を掲載するとともに、同ページ内に「大阪府

男女共同参画課リンク」を設け、本プランの趣旨が広く理解されるよう、大阪府と連携し情報発信に

努めています。 

田尻町 ※下線部追加 

2015（平成 27）年 3 月に策定された「第 2 次田尻町男女共同参画プラン」は、2022（令和）年 3 月

には女性活躍推進法に基づく推進計画を含むよう改定しました。現在、全庁的な取り組みを進めてい

るところです。次期プランは、「おおさか男女共同参画プラン（2021-2025）」との整合性を十分に図っ

たうえで、策定を進めてまいります。 

「おおさか男女共同参画プラン（2021-2025）」で示されている性別役割分担意識の解消に向けた意

識改革、ＳＤＧｓの推進によるジェンダー視点の主流化という二つの計画策定の横断的視点のもと、

定められた重点目標や施策を視野に入れ、本町における男女共同参画施策の推進、さらなる積極的な

啓発と情報提供の充実を図ることが必要であると考えております。 

熊取町（人権・女性活躍推進課） ※従前と変わらず 

本町では、男女共同参画条例に基づき策定した「熊取町第 2 次男女共同参画プラン」に沿って、各

種施策を実施しております。また、現プランにつきましては、令和 4 年度末までの計画となっている

ため、現在、次期プラン策定に向け準備を進めているところです。 

次期計画策定にあたっては、国の第 5 次男女共同参画プラン及び「おおさか男女共同参画プラン（2021-

2025）」等に盛り込まれた各種施策と、本町の実態を照らし合わせながら、より効果的な施策が実施で

きるよう検討を進めてまいります。 

また、「おおさか男女共同参画プラン」（2021-2025）の理解啓発につきましては、引き続き、町ホー

ムページ等を活用し実施してまいります。 

岬町（総務部） ※下線部追加 

本町の男女共同参画社会推進に向け、「おおさか男女共同参画プラン(2021-2025)」に盛り込まれた

各種施策が効率的に実施されるよう、関係機関等と連携した取り組み実施するほか、ホームページや

ＳＮＳ等を活用し、住民の皆様に本プランを周知するため、情報発信に努めてまいります。また、Ｓ

ＤＧｓの目標の一つである「ジェンダー平等」をめざす取り組みとして、「おおさか男女共同参画プラ

ン(2021-2025)」の趣旨を広く住民の皆様に理解されるよう、大阪府と連携し情報発信に努めてまいり

ます。 

 

②女性活躍・両立支援関連法の推進について ＜新規＞ 

女性活躍をさらに推進するため、女性活躍推進法の省令改正により、把握・公表が求められるようにな

った「男女の賃金の差異」なども含め、女性活躍推進法の周知を積極的に行うこと。 
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また、市（町村）の特定事業主行動計画に則った女性参画を進めること。2022 年 4 月から段階的に改

正される育児・介護休業法についても、その趣旨・内容を広く周知すること。 

また、職場での男性の育児休業取得が促進されるよう、具体的な取り組み事例の情報発信などの啓発活

動を行い、誰もが育児休業を取得できる職場環境の整備に取り組むこと。 

（回答） 

貝塚市（人権政策課）  

男女共同参画社会の実現において、女性の活躍は必要不可欠なものであります。就業を希望する女

性が、その希望に応じた働き方を実現できるようにすることが最も重要であり、少子高齢社会による

労働力不足が懸念されるなか、女性の活躍推進を図ることにより、生産性が高く持続可能な社会の実

現にもつながると考えております。事業所内の人権啓発活動を幅広く進展させ、より良い人権尊重社

会の実現に寄与することを目的として設立された貝塚市企業人権協議会におきまして、会員事業所に

対し研修会や講座等の案内により、育児・介護休業取得が促進されるよう、法の周知を含め啓発活動

に取り組んでまいります。 

また、庁内においても妊娠・出産届のあった職員に対し、育児・介護休業法の趣旨・内容について

個別に説明をしております。 

令和 5 年度に策定予定であります、貝塚市男女共同参画計画（第 4 期）コスモスプランにおきまし

ても「あらゆる分野への女性参画の推進」および「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

の推進」を基本目標に掲げ、女性の管理職割合の増加、男性の育児休業取得率の向上など、目標達成

に向けた取り組みを積極的に推進してまいります。 

泉佐野市（人権推進課）  

毎年 9 月は「女性活躍推進」月間であり、今年度も引き続きそれに関する講座を実施しました。ま

た、行動計画に掲げている「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の周知」や「子育て、

介護支援の拡充」、「男性にとっての男女共同参画の推進」に向けて親子を対象とした講座や女性の健

康保持促進の講座も実施し、男女親子とも多数参加されました。 

令和 4 年 7 月発行のいずみさの男女共同参画つうしん「Ｆｉｎｅ56 号」にて、「2022 年 4 月から育

児・介護休業法改正」の記事を掲載し、全職員等に周知を図りました。 

また、令和 3 年度中に、育児休業を取得した泉佐野市の男性職員の数は 1 名で、令和 4 年度は若干

の増加となっております（人事課調べ） 

泉南市（人事課）  

本市においては「泉南市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」に基づき、

女性職員の能力・経験を幅広い職域での活用に努めます。 

また、休暇制度改正の周知を徹底し、育児休暇等を取得できる職場環境の整備促進に努めます。 

阪南市（人権推進課、秘書人事課）  

市の特定事業主行動計画に則った女性参画については、「阪南市男女共同参画プラン」の重点施策並

びに活動指標に位置付け、毎年進捗管理を行うとともに庁内推進本部会議を経て、外部委員で組織す

る男女共同参画推進審議会に報告し、その評価を受け、市民に公表しています。 

 育児・介護休業法の改正については、令和 3 年度阪南市男女共同参画推進審議会での『男性の育休

に対しての意識が変わる政策目標であり、国の「第 5 次男女共同参画基本計画」成果目標にもある地

方公務員の男性の育休の取得率と、本市職員の取得率を提示すること』との意見を、庁内推進委員会

議で共有し誰もが育児休業を取得できる職場環境の整備に取り組んでいます。 

また、本市においても職員の育児休業等に関する条例に一部改正を行い、働きながら育児や介護し

やすい環境整備に取り組んでいます。 

田尻町  

2021年 3月に策定した女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画に掲げる各種目標数値を

達成できるよう引き続き女性参画を進めてまいります。 

また、男性職員の育児休業取得の促進についても、該当職員への制度説明の機会を設けるとともに、

会計年度任用職員の代替配置等、取得しやすい職場環境の整備に努めます。 
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熊取町（人権・女性活躍推進課、人事課、産業振興課）  

女性活躍推進法に関する周知につきましては、町ホームページをはじめ、男女共同参画情報誌等に

おいて周知を行っております。引き続き、あらゆる機会を捉え、周知啓発に努めてまいります。 

 また、職場での男性の育児休業取得の促進されるよう、泉佐野・熊取・田尻事業所人権連絡会発行

の連絡会ニュース等を活用し、周知に努めてまいります。 

 町の特定事業主行動計画に則った女性参画については、「女性職員の活躍の推進に関する特定事業

主行動計画」において女性職員の活躍の推進に向けた体制整備及び具体的な数値目標を掲げており、

今後も引き続き、計画の数値目標達成のために取組みを進めてまいります。 

また、今後は地方公共団体における職員の給与の男女の差異の算出及び公表についても適切に対応

すると共に、計画改定時には熊取町第 3 次男女共同参画プランの目標・取組の方向性と合致させなが

ら、職員の給与の男女の差異に関する状況把握・分析を行い、女性職員の活躍の推進のために取組ん

でまいります。 

加えて、女性活躍・両立支援関連法の推進をめざし、「男女の賃金の差異」の解消や、育児・介護休

業を取得できる職場環境づくりに向け、庁内関係部署と連携を図りながら、広報誌、ホームページ等

により啓発に努めてまいります。 

岬町（総務部）  

男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍を推進し、急速な少

子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活気ある社会

の実現に努めてまいります。 

 

 （3）労働法制の周知・徹底と労働相談体制の強化について ＜継続＞ 

労働施策総合推進法が改正され、2022 年 4 月より中小企業においても職場でのパワーハラスメント対

策が義務化された。特に中小企業での防止対策について周知・支援するとともに、労働者からのハラスメ

ントに関する相談対応体制を充実・強化すること。 

また、ハラスメント被害者が相談窓口にアクセスしやすくなるよう、行政機関や企業内だけでなく、業

界団体や地域組織など多様な場に相談窓口が設置されるよう、働きかけを行うこと。 

（回答） 

貝塚市 ※従前と変わらず 

働き方改革関連法及び改正労働施策総合推進法については、大阪府や貝塚商工会議所とも連携し関

係団体に周知しております。また、本市も所属している泉南地域労働行政機関運営委員会において各

種雇用労働問題に関する講座を開催し労働法制の周知に努めており、労働相談を受けた場合には、大

阪府や大阪労働局など専門機関への紹介を引き続き行ってまいります。 

泉佐野市（まちの活性課） ※下線部追加 

岸和田市、貝塚市及びハローワーク等で構成する泉南地域労働行政機関運営委員会にて、事業主等

へ向けたセミナー等を実施することに加え、ハラスメント防止等について、泉佐野・熊取・田尻事業

所人権連絡会を通じて事業所等への周知を図ってまいります。 

相談対応体制につきまして、大阪府や関係団体との連携を強化し相談の迅速な解決に努めてまいり

ます。 

泉南市（産業観光課） ※従前と変わらず 

大阪労働局と情報共有を図り、労務管理やワークルールについての周知啓発を行います。また増加

しつつある労働問題については、労働相談、法律相談等の専門相談事業を通じてその解決に取組むと

ともに、大阪労働局と情報共有を図り、啓発に努めます。 

阪南市（生活環境課） ※従前と変わらず 

各種労働法制の改正よる混乱等が生じないよう、国や大阪府、関係機関等と連携を図り、窓口・広

報誌・市ウェブサイト等の様々な媒体を活用し、啓発活動や相談機能の強化に取り組むとともに、労

働基準監督署や大阪府等の労働相談窓口への円滑な誘導に取り組んでまいります。 

田尻町 ※下線部追加 

職場におけるパワーハラスメント対策については、町広報等により周知するとともに、今後も労働 
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基準監督署や大阪府と連携し周知に努めてまいります。また、住民から相談があった場合も適切なア

ドバイスができるよう努めてまいります。 

熊取町（産業振興課） ※従前と変わらず 

各種労働法制の周知については、国、大阪府労働局等関係機関と連携と図りながら、広報紙、ホー

ムページ等により啓発に努めてまいります。 

岬町（都市整備部） ※従前と変わらず 

本町においては、今後も引き続き、関係機関と連携を図りながら「パワハラ防止法」の支援体制の

充実と強化を図ってまいります。 

 

（4）治療と職業生活の両立に向けて ＜補強＞ 

厚生労働省がガイドラインを示しているように「治療と仕事の両立支援」は働き方改革の実践において

も重要な課題である。企業での「治療と仕事の両立支援」の取り組みがさらに浸透するよう、関係団体と

連携し、周知・啓発を行うとともに、支援事例や情報、ノウハウの提供を行うこと。また、労働者自身が

健康や医療に関する知識や関連施策を学ぶことができるセミナーなどの機会を提供すること。 

（回答） 

貝塚市（商工観光課） ※下線部追加 

産業保健総合支援センターが専門の相談員を配置して実施している治療と仕事の両立支援につい

て、市民への周知に努めてまいります。また、ハローワークと連携し、治療等のためにやむを得ず離

職・転職を余儀なくされたかたに対しても、ハローワークの長期療養者就職支援事業を紹介するなど、

状況に合った相談窓口を案内いたします。また、大阪府や貝塚市商工会議所と連携して、労働者が健

康や医療などを学べるセミナーなどの周知に努めてまいります。 

泉佐野市（まちの活性課） ※下線部追加 

企業での「治療と仕事の両立支援」の取組の浸透に向けて、大阪府を始め各関係機関と連携しながら、

事業者・労働者共に理解が深まるよう周知啓発に努めてまいります。 

泉南市（産業観光課） ※従前と変わらず 

病気の治療を行いながら働く労働者に対し、事業主が適切な配慮が行えるよう、大阪労働局をはじ

めとする関係機関との情報共有、啓発に努めます。 

阪南市（健康増進課、生活環境課） ※従前と変わらず 

病気の早期発見・早期治療を行い治療と仕事の両立につなげられるよう、健康教育・健康相談等を

行い、病気を抱える労働者の減少、病気の重症化の防止に取り組んでまいります。 

また、病気の治療と仕事の両立を図り、病を患った人が生きがいを感じながら働けるよう、国や大

阪府など関係機関と連携を図るとともに、ニーズを踏まえた両立支援体制について検討してまいりま

す。 

田尻町 ※従前と変わらず 

事業主に対し、労働基準監督署・大阪府・商工会議所や医療機関などと連携し、病気の治療と職業

生活を両立する労働者のニーズやその対策等について周知を図ります。また、適切な支援策を紹介す

るため必要な情報を収集等することで、その支援に繋げてまいります。 

熊取町（産業振興課） ※従前と変わらず 

関係機関と連携し、相談窓口や治療と仕事の両立支援に関する施策について、周知に務めます。新

たな働き方にも対応した両立支援についても、先行団体の事例や国の動向など情報収集に努めてまい

ります。 

岬町（しあわせ創造部） ※下線部追加 

労働者が「がん」などの病気になっても、治療に対する配慮や適切な措置により働きつづけられる

よう大阪府及び関係団体と連携し、相談窓口の周知・啓発を行ってまいります。 

あわせて、健康講座などにおいて治療と仕事の両立に関する視点を取り入れ、健康や医療に関する

知識啓発を行ってまいります。 
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２．経済・産業・中小企業施策 

（1）中小企業・地場産業の支援について 

①「中小企業振興基本条例」の制定促進について ＜新規＞ 

中小企業振興基本条例が未制定の府内市町村は、条例制定に向けた審議会や振興会議などの設置など、

条例制定に向けた環境整備を行うこと。 

また、市（町村）の中小企業振興策において、中小企業などへのデジタルデバイスの導入支援など具体

的な振興策の検討や、行政の各種支援策の周知と利用拡大により、取り組みの実効性を高めること。 

条例制定済み市（制定順 14 市）：2022 年 6 月 24 日現在） 

八尾市、吹田市、枚方市、大東市、大阪市、岸和田市、貝塚市、泉南市、寝屋川市、 

東大阪市、交野市、泉佐野市、和泉市、四條畷市 

（回答） 

阪南市（まちの活力創造課）  

本市の中小企業振興基本条例の制定については、地域経済への影響などを考慮し、労働団体の役割

や責任等を含めて調査・研究してまいります。 

また、中小企業のデジタル化等に対する振興策等においても、大阪府や近隣自治体等の動向を注視

しながら、調査・研究してまいります。 

田尻町  

国や大阪府、近隣市町村の先進事例を参考にしながら、商工会議所とも連携し、地域にあった支援

に努めてまいります。 

熊取町（産業振興課）  

条例の制定にあたっては、商工会等関係機関との意思の統一を図るとともに、本町産業振興ビジョ

ンとも照らし合わせながら、条例化の必要性も含めて、他市町村の動向を引き続き注視しつつ、研究

してまいります。 

岬町（都市整備部）  

中小企業者の健全な発展や、それに伴う町の活性化を目指し、町や関係団体、住民などがそれぞれ

の役割を明確にしたうえで地域が一体となり中小企業振興に係る取り組みを推進することが可能とな

る条例の策定に向けて、本町が定めるべき基本理念や必要な役割等の検討に努めてまいります。 

 

②ものづくり産業の生産拠点の維持・強化について ＜継続＞ 

ものづくり企業の従業員やＯＢなどをカイゼン活動のインストラクターとして、あるいはものづくり企

業の従業員を現場のカイゼンリーダーとして養成し、中小企業に派遣する「カイゼンインストラクター養

成スクール」の開設を大阪府の関係部局と連携して図ること。また、2019 年度をもってカイゼンインス

トラクター養成スクールに対する国の補助金が終了したことから、大阪府と連携し、支援を創設・拡充す

ること。 

（回答） 

貝塚市（商工観光課） ※従前と変わらず 

本市においては、中小企業積極的事業展開促進補助金制度や中小企業産業財産権取得促進補助金制

度により販路開拓や知的財産の活用を促進し、ものづくり産業の維持・強化を図っております。 

泉佐野市（まちの活性課） ※従前と変わらず 

本市の地場産業であるタオル産業について、他の支援機関と連携しながらタオルのブランディング

に努めることで、同産業の振興に努めてまいります。また、製造分野における生産性向上のため先端

設備導入促進支援に努めてまいります。 

泉南市（産業観光課） ※従前と変わらず 

商工会と連携して、ものづくり産業の育成を進めるツールの 1 つとして、ＭＯＢＩＯや大阪府よろ

ず支援拠点を活用し、企業に対して必要な情報を周知していきます。また、女性のものづくり企業を

はじめとする市内の企業、事業所が保有する貴重な技術を広く周知するため、ウェブサイトやＳＮＳ、

情報誌を活用したＰＲ活動を実施します。 
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阪南市（まちの活力創造課） ※従前と変わらず 

本市では、ものづくり企業を「阪南ブランド十四匠」として認証を行う阪南市商工会と連携し、種々

の事業においてプロモーション活動を行い、販路開拓を図るなど、ものづくり産業の維持及び強化に

努めています。 

田尻町 ※従前と変わらず 

ものづくり支援については、国や大阪府等からの情報収集に努めることにより、多くの情報を発信

できるよう努めてまいります。また、ものづくりビジネスセンター大阪（ＭＯＢＩＯ）と連携し、引

き続き、支援施策の充実を検討してまいります。 

熊取町（産業振興課） ※従前と変わらず 

本町では、零細企業が圧倒的多数であり、技術力や商品企画力、新製品開発力の強化など多くの課

題を抱えていますが、このような中で、技術を有効に活用できる人材の育成など、大阪府、商工会を

含む各種関係機関との連携を図って参りたいと考えます。また、産業活性化基金を活用し、中小企業

者に対して継続した支援を行うことで、ものづくり産業の維持・強化に努めます。 

岬町（都市整備部） ※従前と変わらず 

ものづくりに取り組む中小企業支援に向け積極的に支援するとともに、関係機関の積極的な活用や

生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の優遇制度の継続実施等、ものづくり産業の育成強化に努

めてまいります。 

 

③中小企業で働く若者の技能五輪への挑戦支援について ＜継続＞ 

中小企業で働く若者が技能五輪全国大会や技能五輪国際大会に挑戦できるよう、当事者に対する支援を

さらに拡充するとともに、市の支援策を広く周知広報すること。加えて、技能五輪地方予選大会・全国大

会・国際大会に選手を出場させる中小企業に対して、直接的な資金面での助成を行うこと。 

（回答） 

貝塚市（商工観光課） ※従前と変わらず 

技能五輪大会出場選手を輩出させる企業への助成について研究するとともに、中小企業で働く若者

が技能五輪大会に参加しやすいよう周知に努めてまいります。 

泉佐野市（まちの活性課） ※従前と変わらず 

中高生への周知とともに、ものづくり産業を中心とする企業で働く若者が、技能五輪の全国大会・

国際大会に積極的に挑戦できるよう周知の強化に努めてまいります。 

泉南市（産業観光課） ※従前と変わらず 

現在、直接該当するような事業は行っていませんが、商工会等と連携し、広く情報発信を行います。 

阪南市（まちの活力創造課） ※従前と変わらず 

本市では、阪南市商工会等の関係機関と連携し、ものづくり産業に従事する若者世代に対して、技

能五輪地方予選大会・全国大会・国際大会へ挑戦する機運醸成のための情報発信を行うとともに、事

業者に対する情報発信及び周知を行ってまいります。 

田尻町 ※従前と変わらず 

若者の技能五輪等への挑戦や各種大会参加等への支援については、国や大阪府、関係機関などから

情報収集を行うとともに、広報や町ホームページを活用して情報発信に努めてまいります。 

熊取町（産業振興課） ※従前と変わらず 

技術を有効に活用できる若手人材の育成など、大阪府、商工会を含む各種関係機関との連携を図っ

て参りたいと考えます。また、産業活性化基金を活用した支援メニューにより、中小企業者への支援

を行うと同時に、若者に対する支援施策や各種セミナーなどの情報についてホームページを充実し、

広報、啓発チラシ等によりＰＲしてまいります。 

岬町（都市整備部） ※下線部追加 

中小事業所に対し、技能五輪の充分な周知が図れるよう、町広報紙やホームページ等を活用するほ

か、商工会などの関係機関とも連携し、周知に努めるとともに、町の支援についても検討を進めてま

いります。 
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④事業継続計画（ＢＣＰ）策定率の向上に向けて ＜継続＞ 

帝国データバンク大阪支社の 2021 年 5 月調査によると、大阪府のＢＣＰ策定割合は、16.1％と全国水

準（17.6％）よりも低く、企業規模別で見ると、近畿では大企業と中小企業の差が 2 倍以上となっている。

各地で起こる自然災害や感染症の拡大により、大阪府内企業での早急なＢＣＰ策定が望まれる。引き続き、

近畿経済産業局と大阪府が連携する「ＢＣＰ策定大阪府スタイル」の取り組みと連動し、特に中小企業に

対し、策定のスキルやノウハウ、メリットを広く周知し、策定率を向上させること。 

（回答） 

貝塚市 ※従前と変わらず 

貝塚商工会議所と連携しながら中小企業の事業継続計画(ＢＣＰ策定大阪府スタイル)の策定支援に

引き続き努めてまいります。また、小規模事業者支援法に基づく「事業継続力強化支援計画」に沿い

ながら、小規模事業者の防災・減災対策を引き続き推進してまいります。 

また、中小企業強靭化法に基づく国による優遇措置について貝塚商工会議所と連携しながら周知に

努めてまいります。 

泉佐野市（まちの活性課） ※従前と変わらず 

商工会議所と連携して作成した、本市域における事業継続強化支援計画の認定を通じて、事業者の

事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を支援・促進してまいります。 

また、ＢＣＰの策定によるメリットをより事業者に周知することで、策定率の向上に努めてまいりま

す。 

泉南市（産業観光課） ※従前と変わらず 

商工会と連携し、事業継続に関する基本計画の策定を行い、また市内中小企業に対しては、商工会

を通じてＢＣＰ・ＢＣＭに必要な考え方、策定手順、見直し方法、実効性の確保等、普及に向けて必

要な知識を得る機会の提供と周知啓発に努めます。 

阪南市（まちの活力創造課） ※従前と変わらず 

本市では、阪南市商工会等の関係機関と連携し、ＢＣＰセミナーの開催周知や大阪府の「超簡易版

ＢＣＰ『これだけは！』シート」の活用等啓発活動に取り組むなど、策定率向上に向けた対策を行っ

ています。 

田尻町 ※下線部追加 

昨年度より商工会議所と連携し、中小企業等による事業継続力強化計画の策定支援や防災・減災対

策等のセミナーを開催するなど、今後もＢＣＰ策定の支援に努めてまいります。 

熊取町（産業振興課） ※従前と変わらず 

本町と商工会が共同で策定した事業継続力強化支援計画に基づき、商工会主催のＢＣＰ策定セミナ

ーを支援するなど、中小企業者への支援を行っているところです。 

なお、上記計画には感染症に係る項目の記載はないものの、ＢＣＰ策定セミナーは感染症に係る内

容を盛り込んだものとしております。また、同セミナーや「商工会だより」において、大阪府が発行

している「超簡易版ＢＣＰ『これだけは！』シート」を紹介するなど、「ＢＣＰ策定大阪府スタイル」

の啓発活動にも取り組んでおります。 

岬町（都市整備部） ※従前と変わらず 

本町では、商工会が実施するＢＣＰセミナーをより広く知ってもらうため町内業者への周知に向け

広報活動を行っています。また、町内事業者から業務継続計画（ＢＣＰ）策定についての相談等があ

った場合、関係機関と連携し、円滑に支援が行えるよう努めてまいります。 

 

（2）取引の適正化の実現に向けて ＜継続＞ ★重点項目 

サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正な分配の実現に向けて、「働き方」も含めた取引の

適正化を実現するため、「パートナーシップ構築宣言」の取り組みを推進・拡大すること。特に、大手企

業の宣言拡大に向けた啓発や働きかけを行うこと。また、中小企業の「働き方改革」を阻害するような取

引慣行の是正を強化するため、関係機関と連携し、関係法令の周知徹底や「しわ寄せ」を防止、適正な価

格転嫁を実現させるための総合対策、中小企業への各種支援策の周知と利用拡大を図ること。 
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（回答） 

貝塚市（商工観光課） ※下線部追加 

下請取引適正化の推進のため、国、大阪府、貝塚商工会議所と連携してパートナーシップ構築宣言

の取り組み等、関係法令を周知しております。 

また、「大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への『しわ寄せ』防止のための総合

対策」に基づき、労働局、労働基準監督署及び働き方改革推進支援センターと連携しながら、下請法

違反等の行為による「しわ寄せ」防止に向けた周知・啓発と相談窓口の案内に努めてまいります。 

泉佐野市（まちの活性課） ※従前と変わらず 

中小企業の公正取引の確立につきましては、大阪府を始め各関係機関と連携しながら、理解が深ま

るよう周知徹底に努めてまいります。また、関係機関への円滑な誘導に努めてまいります。 

泉南市（産業観光課） ※従前と変わらず 

中小事業者の下請けの現状を踏まえ、近畿経済産業局との連携を図り、労働者の労働条件改善、適

正な価格転嫁ができるように、必要な情報の周知と啓発に努めます。 

阪南市（まちの活力創造課） ※下線部追加 

本市では、国や大阪府、関係機関と連携を図り、市内企業に対して取引の適正化を実現するため、

「パートナーシップ構築宣言」の取り組みの周知啓発に努めています。 

また、取引の適正化、下請法等関係法令の強化とその遵守の徹底、中小事業者への「しわ寄せ」防

止のため、関係機関と連携を図り、市内企業への周知啓発に努めてまいります。 

田尻町 ※従前と変わらず 

引き続き、国や大阪府、近隣市町村の先進事例を参考にしながら、地域に応じた相談体制の構築や

実施方法を検討してまいります。 

熊取町（産業振興課） ※従前と変わらず 

下請法等関係法令の強化とその遵守の徹底や、下請法違反等の行為については、広報紙をはじめ、

各種媒体を通じた啓発活動を検討してまいります。 

岬町（都市整備部） ※従前と変わらず 

しわ寄せ防止総合対策は、厚生労働省・公正取引委員会・中小企業庁が、「働き方改革の推進」と「取

引適正化」を一体的に推進するため策定されたもので、本町においても、下請等中小事業者から、大

企業・親事業者の働き方改革による「しわ寄せ」に関する相談が寄せられた場合等には、関係機関へ

の情報提供など緊密な連携を図りながら、コロナ禍による事業者への影響等を鑑み、適切な対応に努

めてまいります。 

 

（3）公契約条例の制定について ＜継続＞ 

公共サービスの質の確保、地域経済の活性化、公契約のもとで働く労働者の適正な賃金水準・労働諸

条件の確保により、住民福祉の増進に寄与する公契約条例の制定を推進すること。 

併せて、総合評価入札制度の導入に向けて取り組むこと。 

（回答） 

貝塚市（契約検査課） ※従前と変わらず 

公契約条例の制定については、近隣自治体の動向を注視してまいります。 

また、総合評価入札制度については、平成 28 年度から建設工事において試行導入しています。 

泉佐野市（契約検査課） ※従前と変わらず 

公契約条例の制定につきましては、国においてＩＬＯ94 号条約の批准がなされていないこと、関係

法令等が制定されていないこと、また、労働実態の把握が困難であることやその実効性が担保できな

いということ、元請から下請の契約、下請から孫請けの契約といった民民どうしの契約にどこまで介

入できるのかといった課題もあることから、現時点では、公契約条例の制定は困難であり、今後の研

究課題であると考えていますが、公契約のもとで働く労働者の適正な賃金水準・労働諸条件の確保に

もつながるダンピング対策などの推進にも取り組んでまいりたいと考えております。 
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泉南市（契約検査課） ※下線部追加 

労働者の賃金・労働条件を決め、その決めた内容を実際に現場労働に適用する規定を設けることは、

本来、法律において規定するべきものであるとの考え方もあることから関係法令の整備について国へ

の要望も行っているところですが、また、既に制定している自治体があることから、今後もその動向

を注視し、引続き検討課題として取扱います。 

総合評価入札制度については、平成 27 年度に施設建設事業で、また平成 29 年度にはＬＥＤ照明灯

導入事業で実施しており、地域経済の活性化の観点から、両事業とも地元企業を構成員とした場合は

加点評価しています。今後も事業の内容により、価格競争だけではなく総合評価入札制度などを含め

た入札制度を活用したいと考えています。 

また地元企業の特性を踏まえ、委託業務に関して、価格の評価も加味しつつ、業務の内容によりプ

ロポーザル方式での契約を行い、価格以外の条件を評価することによる公共サービスの質の確保と、

公契約の趣旨・福祉の視点の評価導入による契約を今後も進めます。 

阪南市（総務課） ※従前と変わらず 

公契約条例の制定については、大阪府や近隣自治体等の動向を注視しながら調査研究してまいりま

す。 

田尻町 ※従前と変わらず 

公契約条例につきましては、労働基準法や最低賃金法など国において関連法令の中で統一的な整備

を図っていくべきものとの考えに変わりなく、引き続き国の動向を注視してまいります。 

また、本町においては、年間発注件数が少なく、組織体制等様々な課題があることから、総合評価

入札制度の導入に至っておりませんが、引き続き他団体の動向を注視しつつ入札制度の改善を検討し

てまいります。 

熊取町（総務課） ※従前と変わらず 

公契約条例の制定については、目的から第一義的には国全体の政策として捉えられるべきものであ

るとの認識から、今後も、国や大阪府、府内自治体等の動向を注視していく考えです。また、 総合評

価入札制度の導入については、そのメリットについて業種や規模等における検討を行っているところ

であり、本町での導入の可能性などについて、今後も庁内関係部局との連携を図りつつ、引き続き検

討を深めてまいります。 

岬町（総務部） ※従前と変わらず 

総合評価入札については、導入すべき規模の発注が少なく、導入における検討段階にとどまってい

るところです。現在、契約事務については、地方自治法及び契約規則に基づく事務手続きを行ってお

り、引き続き契約適正化に努めてまいります。 

 

（4）海外で事業展開を図る企業への支援 ＜新規＞ 

海外に事業拠点を持つ、また海外事業展開を図ろうとする地元企業に対し、海外での中核的労働基準

（結社の自由・団体交渉権・強制労働の禁止、児童労働の廃止、差別の排除）順守の重要性について周知

徹底すること。 

また、海外事業拠点や取引先なども含め、人権デュー・デリジェンスの必要性についても周知徹底す

ること。 

（回答） 

貝塚市（人権政策課 商工観光課）  

事業所内の人権啓発活動を幅広く進展させ、より良い人権尊重社会の実現に寄与することを目的と

して設立された貝塚市企業人権協議会におきまして、会員事業所に対し研修会や講座等の案内により、

法令順守の重要性をはじめ、人権意識の高揚に向けた取り組みや人権問題への啓発を進めてまいりま

す。また、市内で唯一の総合経済団体である貝塚市商工会議所と連携して周知について、取組んでま

いります。 

泉佐野市（まちの活性課）  

関連機関と連携し、企業への中核的労働基準・人権デュー・デリジェンスの周知に努めてまいりま

す。 
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泉南市（産業観光課）  

増加しつつある労働問題については、労働相談、法律相談等の専門相談事業を通じてその解決に取

組むとともに、大阪労働局と情報共有を図り、啓発に努めます。 

阪南市（まちの活力創造課、人権推進課）  

本市では、阪南市商工会等の関係機関と連携し、海外に事業拠点を持つ、また海外事業展開を予定

する事業者に対して、中核的労働基準順守の重要性について周知徹底に努めています。 

また、阪南市事業所人権問題連絡会では、様々な人権問題を対象とした研修などの啓発活動をとお

して、広く人権意識の高揚を図ることを目的に活動しています。事業所（企業）の社会的責任におい

て、中核的労働基準の順守並びに人権デュー・デリジェンスの必要性の周知徹底に努めてまいります。 

田尻町  

国や大阪府、近隣市町村の先進事例を参考にしながら、地域に応じた支援に努めてまいります。 

熊取町（産業振興課）  

中核的労働基準の遵守の重要性や、人権デュー・デリジェンスの必要性については広報紙などの各

種媒体を通じた啓発活動を検討してまいります。 

岬町（都市整備部）  

海外での中核的労働基準順守の重要性や、人権デュー・デリジェンスの必要性について、町広報紙

やホームページの掲載等による啓発活動の実施を検討し、周知徹底に努めてまいりす。 

 

 

 

３．福祉・医療・子育て支援施策 

（1）地域包括ケアの推進について ＜継続＞ ★重点項目 

住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう地域包括ケアの推進に向け、質・量ともに十分な介

護サービスの提供体制を市町村と連携して整備すること。また、地域包括ケアの整備推進に対し、利用

者、医療保険者、被保険者の声が反映できる仕組みと、市町村が個別に抱える課題に対して必要な支援

を大阪府に求めること。加えて、「大阪府高齢者計画 2021」の最終年度（2023 年度）を迎えるにあた

り、大阪府に対して、施策の進捗状況について検証を行い、より実効性を高めるよう求めること。 

（回答） 

貝塚市（高齢介護課） ※従前と変わらず 

地域包括ケアシステムの更なる推進に向けて、日常生活圏域における地域ニーズを的確に把握する

ために、次期介護保険事業計画策定に向けたニーズ調査を実施いたします。また、地域包括ケアシス

テムに関しては、介護保険事業計画に位置付けており、広報紙やホームページだけでなく市民向けの

講座などの機会を活用し、周知に努めております。 

「大阪府高齢者計画 2021」は、市町村の介護保険事業計画の推進を支援する計画であることから、

本市の介護保険事業計画が円滑に推進されるよう、大阪府に必要な支援及び適切な援助を求めてまい

ります。 

泉佐野市（地域共生推進課） ※従前と変わらず 

第 3 次地域福祉計画及び地域福祉活動計画における重点取組事項として、包括的支援体制の整備を

掲げ、地域包括支援センターの機能強化を柱に、医療・介護の連携や地域支え合い体制の推進など、

地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸

ごと」つながるような地域共生社会を目指し取組みを進めてまいります。 

泉南市（長寿社会推進課） ※下線部追加 

本市では、ＷＡＯ（輪を）!ＳＥＮＮＡＮ（「Ｗ」忘れてもだいじょうぶ「Ａ」あんしんと「Ｏ」お

もいやりの町せんなん）をスローガンに認知症施策をはじめ、高齢になってもできる限り住み慣れた

地域で暮らせるよう、地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を行っています。事業を進めるにあ

たっては、3 年に一度の高齢者の生活に関するアンケート調査により現状を把握し、計画および具体

的な取組に反映しています。 
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また、在宅医療・介護連携のために、専門職からの聴取りを行い、課題を整理し、対応策を検討し

ています。なお、計画については、国・府の関連計画との整合を図り、必要に応じて連携を行ってい

ます。 

阪南市（介護保険課） ※下線部追加 

「第 8 期阪南市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」に基づき、高齢者が住み慣れた地域で

生きがいを持って自立した生活を継続して営むことができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活

支援を一体的に提供する「地域包括ケアシステム」の更なる深化・推進に向けて、地域の特性に応じ

て、より一層施策の充実、強靭化に取り組んでいます。 

また、介護サービスの提供体制については、計画にも各種事業を掲げ、包括的な介護・医療・福祉

サービスの提供体制の構築を進めています。 

田尻町 ※下線部追加 

地域包括ケアシステムの構築に向け、泉州南圏域医療・介護連携推進会議において、在宅医療に係

る専門職や介護サービスに係る専門職等と行政が連携し、「人生の最期まで望む生き方ができる 3 市 3

町（※）」を目標に、各種サービスを含めた支援の仕組みづくりに取り組んでおります。（※泉州南圏

域の泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・岬町と協働） 

また、地域包括ケア会議では、町内各種団体や関係機関、行政の関係部署等が、「大丈夫、まちのみ

んながサポーター」をスローガンに、地域の高齢者が共に支えあい安心して暮らせるまちづくりのた

めに情報を共有し、高齢者の見守り等の仕組みを一緒に考えております。これらの会議を通して、町

の地域の特性を生かした地域包括ケアを推進してまいります。また、必要な支援については町村会を

通じ要望を行います。 

熊取町（介護保険課） ※下線部追加 

本町では、3 年に 1 度「いきいきくまとり高齢者計画 2021（熊取町第 8 期高齢者保健福祉計画・介

護保険事業計画）」を策定し、その中で、地域包括ケアシステムの進化、推進に取り組むこととしてい

ます。その計画の策定にあたっては、住民代表、学識経験者及び福祉関係者等で構成される「高齢者

保健福祉推進委員会」などからご意見をいただき、計画に反映する仕組みとなっています。 

なお、本町の計画策定内容については、「大阪府高齢者計画 2021」との整合性を図っておりますの

で、次期計画策定作業の中で、その施策の進捗状況について検証行い、実効性を高めるよう大阪府に

対し求めていきます。 

岬町（しあわせ創造部） ※下線部追加 

令和 3 年 3 月に策定した「岬町地域包括ケア計画」を推進するため、医療、介護、介護予防等の支

援が包括的に確保される地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域の医療機関や関係機関とともに

取り組んでまいります。また、地域包括ケアシステムの整備推進について、地域ケア会議や生活支援・

介護予防サービス協議体や介護保険運営協議会等を通じて様々なご意見をいただき、岬町のホームペ

ージに掲載するなどにより周知してまいります。 

次期介護保険事業計画の策定に際しては、大阪府高齢者計画との整合性を図る必要があるため、大

阪府の施策の進捗状況について、大阪府との連携を図り検証を行うように努めます。 

 

（2）生活困窮者自立支援制度のさらなる改善について ＜新規＞ 

生活困窮者自立支援事業のさらなる質の改善に向け、事業における支援員の育成やスキルの維持・向上

のための研修を行うとともに、そのために必要な予算の確保を図ること。 

（回答） 

貝塚市（福祉総務課）  

制度の狭間にある生活課題を抱えた方や支援を必要としている方に対し、切れ目のない支援をする

ため、国や大阪府の実施する研修を受講し、適切な支援に努めてまいります。 

泉佐野市（地域共生推進課）  

生活困窮者自立支援事業を委託実施する基幹型包括支援センター及び市内 5 カ所の地域型包括支援

センターに対し、国が実施する「生活困窮者自立支援制度人材養成研修」及び大阪府が実施する「大

阪府生活困窮者自立支援制度人材養成研修」の積極的な受講勧奨を行い、主任相談支援員、相談支援 
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員、就労支援員を始め、就労準備支援事業従事者及び家計改善支援事業従事者の養成に努めています。 

また、国が実施するテーマ別研修を始め、大阪府内地区別研修など、あらゆる機会を捉えて、支援

員の資質向上を図っています。 

泉南市（生活福祉課）  

自立支援事業について、毎年委託事業者に対し、必要なスキルに関する研修の情報提供を行い、研

修を受講頂いています。 

阪南市（生活支援課、市民福祉課）  

生活困窮者自立支援事業のさらなる質の改善に向け、支援員の育成やスキルの維持・向上のため、

国や大阪府が実施する支援員向けのブロック別研修に参加していただいております。必要な予算の確

保については、重層的支援体制整備事業交付金の適正な運用に努めてまいります。 

田尻町  

生活困窮者自立支援事業に携わる職員については、スキルアップのため大阪府社会福祉協議会が主

催する研修等に積極的に参加し、近隣市町とも情報交換を行っています。 

熊取町（生活福祉課）  

本町には福祉事務所が設置されていないため、生活困窮者自立支援制度の実施主体は大阪府となり

ますが、住民に最も身近な行政窓口として、大阪府が設置する自立相談支援機関（はーと・ほっと相

談室）と十分連携しつつ、地域の生活困窮者からの一次的な相談に対応してまいります。 

また、現在、本町にＣＳＷを 3 名配置し、関係部署・機関と連携しながら、ケースに応じた伴走型

支援を実施しているところですが、当該制度が円滑に推進されるよう、就労に関する部署をはじめ、

関係機関との連携をより深め、体制の充実を図ってまいります。 

岬町（しあわせ創造部）  

生活困窮者自立支援事業については、当町は福祉事務所を設置していない町村であるため実施主体

ではありません。そのため、実施主体である大阪府と連携・協力してまいります。 

 

（3）予防医療及び健康づくりのさらなる推進について ＜継続＞ 

市民の特定健診や、乳がん検診、子宮頸がん検診等の受診率向上と早期発見のためにも、若年世代から

毎年受診できるよう制度を改定すること。また、ＡＹＡ世代にがん検診の積極的な受診を促すための取り

組みを強化すること。加えて現在進められている「第 3 期大阪府がん対策推進計画」の進捗状況について

の検証を行うこと。さらに、大阪府が実践的に取り組む「健活 10」や「大阪版健康マイレージ事業“おお

さか健活マイレージアスマイル”」等を市民により広く周知すること。 

（回答） 

貝塚市（健康推進課 国保年金課） ※下線部追加 

若年世代からの毎年受診については、特定健診では、コールセンターによる案内と個別通知、胃・

肺・大腸がん検診では個別通知にて受診勧奨を適宜行うとともに、インターネット予約システムを導

入し、集団健診予約の利便性の向上をはかっており、国保加入の30歳以上の方には「人間ドック」、

それ以外の35～39歳に方には「さわやか健診」での受診を案内しています。 

乳がん検診については、30～39歳の方には独自事業として毎年受診できる体制を整えていますが、

それ以外の方は、国の「がん予防重点健康教育及び検診実施のための指針」に基づき、40歳以上を対

象に2年に1回、子宮頸がん検診についても、同様に20歳以上を対象に2年に1回実施しており、これを

改定する考えはございません。 

ＡＹＡ世代へのがん検診の積極的な受診を促すための取り組みとしましては子宮がん検診では、

「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業」において20歳の方を対象に「受診勧奨案内通

知」と「検診無料クーポン券」を2回に分けて個別郵送しており、小学校6年生から高校1年生を対象

とするＨＰＶワクチン予防接種案内時には、子宮がん検診でのがん予防効果を周知しております。 

「第3期大阪府がん対策推進計画」の進捗状況の検証については、令和4年3月報告の「第3期大阪府

がん対策推進計画 中間点検報告書」にある通り、平成30年度～令和2年度では、計画に基づく取組み

は、概ね予定通り進んでおり数値の改善傾向がみられていますが、令和5年度までの目標達成見通し

は厳しい状況であると認識しております。 



- 16 - 

また、大阪版健康マイレージ事業については、特定健診受診券送付や保険料決定通知に案内チラシ

を同封し、ホームページ及び広報誌に掲載するとともに、窓口での受診券再発行時に紹介するなど広

く周知する様、努めてまいります。 

泉佐野市（健康推進課） ※従前と変わらず 

市民の特定健診におきましては、15 歳以上の国保加入者を対象に国保若年健診を実施しておりま

す。乳がん・子宮がん検診につきましては国の指針に基づき、対象年齢や受診間隔を定めておりまし

て、乳がん検診は 40 歳以上の女性、子宮がん検診は 20 歳以上の女性を対象に両検診ともに 2 年に 1

回の受診をお勧めしております。 

若い世代からの受診を勧めるため、乳がん検診は 40 歳の方、子宮がん検診につきましては 20 歳の

方に無料クーポン券郵送による受診勧奨を実施しております。 

「第 3 期大阪府がん対策推進計画」の推進を含め、生活習慣病や各種がんを含む多様な疾病の予防・

早期発見・早期治療をめざし、健（検）診全般におきまして、広報、予約方法、検診実施方法の工夫

を重ねるとともに、泉佐野泉南医師会のご協力を得て、特定健診の結果説明会などを開催しておりま

す。加えて、大阪府内でも早期に取り組んだ健康マイレージ事業により健診受診率の向上に努めてお

り、平成 29 年からは地域ポイント「さのぽ」を活用して更なる推進を図っております。 

特定健診、がん検診の受診率向上のための大阪府がとりくむ健活 10 や大阪版健康マイレージ事業

“おおさか健活アスマイル”についてはチラシの配布とともに、令和 4 年度からはおおさか健活アス

マイル”に登録していることを本市、健康マイレージ事業のポイント加算の 1 項目として取り入れる

ようにしています。 

不特定多数の方への健康情報の提供の機会であるイベントの開催は、いまだ続く新型コロナウイル

ス感染症の影響のため規模を縮小して今年度は実施予定となっております。ＳＮＳを活用した取り組

みといたしまして、電子母子手帳（さのっ子ナビ）やさの健康ナビなどを用いて健康に関する事業や

情報を提供しております。 

今後も、さの健康ナビによるインターネット予約の導入、母子健康手帳（さのっ子ナビ）を用いた

がん検診、乳幼児健診、予防接種等の情報発信を実施し、本市健康増進計画・食育推進計画をふまえ、

ＰＤＣＡサイクルにより、進捗を点検・評価しながら、更なる推進に努めてまいります。 

泉南市（保健推進課） ※従前と変わらず 

本市では、受診率向上のために、子宮がん検診（20 歳女性）、乳がん検診（40 歳女性）の市民に無

料クーポンを送付するとともに、節目年齢の市民にがん検診の案内を個別で送付し啓発を実施してい

ます。また、国民健康保険の特定健康診査とがん検診を同時に実施しています。30 歳代には、生活習

慣病の早期発見のために基本健康診査を実施しています。 

大阪府が実施している「健活 10」や「おおさか健活マイレージアスマイル」等につきましては、健

康教室等やウォーキングイベントなどを活用し、啓発します。 

企業との連携協定も進めており、引続き、医師会をはじめ、保健所等関係機関と連携し、健康増進

の取組を推進します。 

阪南市（健康増進課、保険年金課） ※従前と変わらず 

各種検診については、土日検診の実施や受診可能施設の拡大など受診率向上等に向け取り組んでい

ます。今後も大阪府や医療機関との連携を図りつつ、受診促進に向けた取り組みを実施してまいりま

す。 

また、特定健康診査については、土日健診や他の検診とのセット実施を行うとともに、令和 2 年度

からの 3 か年事業として、国民健康保険に加入しており、前年度までの保険料を完納している世帯の

方に対して、特定健康診査等を受診された場合に市内の事業所で利用できる商品券を進呈する事業を

実施しています。 

なお、大阪府が主体となっている「健活 10」や「おおさか健活マイレージアスマイル」事業につい

ては、広報誌や市役所等にチラシを配架するなど啓発を行っています。 

田尻町 ※従前と変わらず 

がん検診の受診率の向上には、対象者への個別通知の充実をはじめとし、ふれ愛センターでの集団

健診や医療機関での個別健診と健診機会の充実に努めています。 
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健活 10 の大阪府の方針は、本町における「健康たじり保健計画」の推進と重なっており、生活習慣

の改善や生活習慣病の予防等に向けた 10 の健康づくりの活動に取り組んでいただけるよう、健康関

連のイベントや教室等の機会に啓発を行っています。 

また、広報誌や「たじりっちメール」の配信で広く町民に周知するなどＰＲに努めてまいります。「大

阪版健康マイレージ事業“おおさか健活マイレージアスマイル”」のＰＲについては、今年度も引き続

き、国民健康保険証の一括更新時や特定健診、各種イベント等においてチラシ配布により制度周知に

努めてまいります。 

また、本町では、ウォーキングや健康づくりの活動、介護予防活動にポイントを付与して健康づく

りの継続を促す「たじり健康ポイント」の活動を進めており、おおさか健活マイレージアスマイルと

併せて幅広い町民の健康づくりを促してまいります。 

熊取町（健康・いきいき高齢課） ※下線部追加 

がん検診については、国の指針に基づき実施しています。「健活 10」や「大阪版健康マイレージ事業

“おおさか健活マイレージアスマイル”」については、健活おおさか推進府民会議への参画をはじめ、

ポスター掲示や広報、ホームページへの掲載、さらに国民健康保険証発行時のチラシ同時配付や各種

健康づくりイベントでの周知活動を行うなどＰＲに取り組んでおります。ＡＹＡ世代への勧奨として

子宮頸がんクーポン配布や成人式でのチラシ配布を行っています。 

また、本町独自の取り組みとして、平成 28 年度より実施している「熊取ぴんぴん元気！ポイントア

ップ事業」や平成 30 年度より国民健康保険被保険者対象に実施している特定健診受診勧奨事業「めざ

せ！がっちり健幸」を通じて住民が主体的に健康づくりに取り組む機運の醸成に努めています。 

岬町（しあわせ創造部） ※下線部追加 

女性がん検診については国指針により乳がん検診は 40 歳以上、子宮がん検診は 20 歳以上となって

います。また受診は隔年となっています。制度の改定については国の動向を注視して対応いたします。

またＡＹＡ世代への受診勧奨については、毎年成人式において新成人へがんの知識啓発と健診啓発を

実施しています。 

第 3 期大阪府がん対策推進計画の推進については、令和 6 年度に予定している本町第 3 次健康増進

計画策定へ反映できるよう取り組んでまいります。 

「大阪版健康マイレージ事業“おおさか健活マイレージアスマイル”」については、本町においては、

各種健康教室の開催時にポイントの付与を実施しており、また、府内全域での実施当初より、特定健

診、各種がん検診をすべて受診した国民健康保険被保険者に対して、町独自ポイントを付与するなど、

より多くの方に健康づくりに取り組んでいただくためのきっかけづくりに努めています。 

 

（4）医療提供体制の整備に向けて ★重点項目 

①医療人材の勤務環境と処遇改善について ＜継続＞ 

医療現場の実態を把握し、労働環境の改善とワーク・ライフ・バランスや勤務間インターバルの確保等、

医療現場で働く労働者の健康に対する配慮を強化すること。また、2024 年度の医師の労働時間上限規制

への整備を図ること。 

安全で質の高い医療・看護の提供に向けては、緊急事態を想定した医療人材確保のために、キャリアア

ップが可能な仕組みの確立、専門性の向上を図る研修機会の拡充を積極的に実施すること。さらには、潜

在医療従事者が大規模災害など緊急時に復職できる仕組みや、新型コロナウイルス感染症の患者対応やワ

クチン接種への従事などをきっかけに一時的に復職した者が希望すれば本格的に復職できる仕組みを医

療機関と連携し構築すること。 

（回答） 

貝塚市（病院総務課 健康推進課） ※下線部追加 

市立貝塚病院では、職員の労働時間、労働災害などの状況について、毎月、院内の労働安全衛生委

員会で報告し、職員の健康管理を行っております。また、医師の労働時間上限規制に対しては、他職

種へのタスクシフトや業務の見直しを図り、医師の時間外労働の削減に努めてまいります。また、優

秀で意欲の高い医師を確保するための環境づくりとして、国内外の短期留学の促進、論文・学会発表

に対する助成、表彰制度の構築を行い、看護師においては、特定分野の知識・技術を習得した看護師 
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を評価する院内認定制度やキャリアに応じて能力開発を図る「キャリア開発ラダー」などの構築を行

っております。今後も医療技術等の向上に資するよう努めてまいります。 

また、潜在医療従事者が大規模災害時に復職できる仕組みや、新型コロナウイルス感染症対応など

で、一時的に復職した者が本格的に復職できる仕組みづくりについては、医療機関に対する指導監督

権限を有する国及び大阪府の役割であると認識していることから、本市独自に対応する考えはござい

ません。 

泉佐野市（健康推進課） ※従前と変わらず 

医療ニーズの多様化に加え、質の高い医療提供体制を構築するためには医療従事者の勤務環境の改

善を通じ、健康で安心して働くことのできる環境整備を促進することが重要であることから、厚生労

働省では各医療機関における勤務環境マネジメントシステムの導入による医療従事者の勤務環境改善

の取組を支援しています。 

あわせて都道府県は、より医療従事者の定着率を高める必要性が高い医療機関などについて、地域

の医療関係団体等と連携して、改善策を積極的に助言指導するなどができるようにすべきと考えられ

ています。 

こうした取り組みが実効性の高いものになるように、国、都道府県、医療機関の役割分担について

議論を行うことが必要とされている段階であり、その動向を注視するとともに、実施に際してはスケ

ールメリットを活かし、大阪府による府内全体での実施が適していると思われ、大阪府へ要望してま

いります。 

市町村においては、各種事業や研修会等の情報が地域にいきわたるよう広報、周知に努めてまいり

ます。 

また、医療分野では早くから人材バンクや人材派遣の取組みが進められており、新型コロナ対策に

おいても有効利用されていると思われ、潜在医療従事者等の活用が推進されていると考えます。 

泉南市（保健推進課） ※従前と変わらず 

本市では市民病院は有していませんが、地域医療機関の看護職不足解消の 1 つとして医師会立看護

専門学校への運営費補助を行い、地域医療の充実をめざしています。また、医師会の地域医療向上の

ための事業（講演会等）を支援しています。 

今後も医師会との連携を図りながら、地域医療の推進に努めます。 

阪南市（健康増進課） ※従前と変わらず 

阪南市民病院においては、病院運営主体の指定管理者が職員の人員体制をはじめとする労務管理を

行っており、その中で、国が進める働き方改革などに取り組むとともに、病院職員のスキルアップの

ための研修も実施しています。 

田尻町 ※下線部追加 

本町は病院等の医療機関を保持しておりませんが、地域の医師会医師の学術向上と地域医療の促進

や看護師の育成を目的に地域医療研究費や看護師養成に補助を行ってまいりました。 

また、取り組む場合これからも安全で質の高い医療・看護の提供に向け、関係自治体と共に取り組

んでまいります。 

熊取町（健康・いきいき高齢課） ※従前と変わらず 

本町では町立病院はございませんが、新たな医療人材の確保に向け、医療介護連携を推進し、専門

職を対象とした研修の開催や、脳卒中予防対策、がん予防対策などについても医療関係者と共に協議

しています。また、医師会の会員が地域保健医療福祉等に関する医療技術の向上や行政に協力してい

る事業の情報交換等、地域保健医療を円滑に推進するための研究、研修等を行うための支援を行って

います。 

今後も大阪府、泉佐野泉南医師会をはじめ関係機関と共に研修機会の拡充に努めてまいります。 

岬町（しあわせ創造部） ※従前と変わらず 

医療人材の勤務環境と処遇改善につきましては、泉州医療圏域協議会等において適宜意見を付した

いと考えております。 
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②医師の偏在解消と地域医療体制の向上に向けた取り組みについて ＜継続＞ 

地域や診療科ごとの医師の偏在を解消するため、出産や育児などで離職した女性医師の復職支援研修を

行うなど、効果的な施策を実施すること。特に、救急科や産科、小児科等医師不足が懸念される診療科の

医師の確保に取り組むこと。また、医療分野での地域間格差解消に向け、地域の医療ニーズや二次医療圏

内で医療需要の増加が見込まれる病床機能の確保など地域の実態を検証し、効果的な医療提供体制を構築

するとともに、高度な医療機器については共同利用に関する意向書の提出状況の検証を行い、医療機関間

の共同利用をさらに促進すること。加えて、今後ニーズが高まる「訪問医療」を拡充するために、実施し

ている医療機関への助成を行うこと。 

（回答） 

貝塚市（病院総務課 健康推進課） ※下線部追加 

市立貝塚病院では、院内保育園の整備や病児保育の実施など、特に子育て中の女性医師でも勤務し

やすい環境の整備に取り組んでおります。また、地域で安心して受けられる医療を提供するためには、

医師の確保は重要な課題ととらえており、不足しております診療科については、医師の確保に引き続

き努めるとともに、大阪府に対しては、地域間格差の解消に向けた医療施策に引き続き取り組まれる

よう要望してまいります。 

また、「訪問医療」拡充に対する医療機関への助成については、既に医療保険制度において「在宅患

者訪問診療料」「往診料」の名目で訪問に対する医療費が支払われていることより、本市独自で助成す

る考えはございません。 

泉佐野市（健康推進課） ※従前と変わらず 

地域医療構想をふまえ、大阪府主導で検討・実施が図られているところであり、市としましても大

阪府へ要望してまいります。 

泉南市（保健推進課） ※従前と変わらず 

本市においては、休日・夜間の救急医療体制（二次救急医療）の確保、運営を維持するため泉州医

療圏（和泉市以南の 8 市 4 町）において救急医療機関の運営費用を負担しており、救急医療サービス

の提供に努めています。 

また、泉州南部初期急病センターを泉佐野市以南 3 市 3 町で運営費用を補助しており、小児科開設

日を増設する等、充実に努めています。 

本市においては、産科婦人科はありませんが、周産期医療においては、泉州広域母子医療センター

として、貝塚市以南の 4 市 3 町で協力し、りんくう総合医療センターに整備した周産期医療センター

を維持するために分担金を拠出し、運営を補助しています。 

今後も引続き、大阪府、医師会、近隣市町等と連携、協力しながら、医療体制の充実に努めます。 

「訪問医療」を行う医療機関への助成については、近隣市町の取組状況の情報収集を行い検討しま

す。 

阪南市（健康増進課） ※従前と変わらず 

医師の確保や救急医療体制の維持・充実を図るための取組みとして、大阪府公立病院協議会や大阪

府自治体病院開設者協議会を通じて、毎年、国・大阪府に対して要望書を提出し意見交換を行ってお

り、今後も引き続き要望活動を行ってまいります。 

田尻町 ※下線部追加 

地域で安心して医療を受けられる提供体制の実現を目指し、医師の偏在を解消するため、広域医療

等の中で取り組む場合には、関係自治体と共に協力してまいります。 

また、「訪問医療」については、国や大阪府の動向を踏まえながら、実施医療機関の状況の把握や連

携体制の構築に努めてまいります。 

熊取町（健康・いきいき高齢課、子育て支援課） ※従前と変わらず 

泉州地域での周産期医療体制の構造の取り組みとして、りんくう総合医療センター（産科・小児科

全般（分娩・帝王切開、新生児集中治療室など））及び市立貝塚病院婦人科医療センター（妊娠外来の

み、婦人科全般（手術含む））で役割分担し、また、産婦人科医師の安定的確保と安心安全な分娩や手

術の提供の提供を行うため 2 つの病院で 1 センターとしている「泉州広域母子医療センター」の運営

経費の一部を、引き続き貝塚市以南の 4 市 3 町で負担し、効率的な医療の提供に取り組みます。 
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また、泉州医療圏における二次救急医療機関に対し、運営経費の一部を、引き続き高石市以南 8 市

4 町で負担することにより円滑な救急医療対策の確保に努めます。 

岬町（しあわせ創造部） ※従前と変わらず 

本町のように小規模自治体においては医療機関が少なく、町民が安心して医療を受けられる医療体

制の確保は国や府の広域的な施策に期待するところです。引き続き泉州医療圏域協議会等において適

宜意見を付したいと考えております。また、訪問医療の拡充への支援についても、同様に国、府の広

域的な施策に期待するところです。 

 

（5）介護サービスの提供体制の充実にむけて ★重点項目 

①介護労働者の処遇改善と職場定着に向けて ＜継続＞ 

介護労働者の確保と定着、離職防止のために、処遇改善施策および潜在介護職員の復職支援研修や介護

士をめざす人材への介護資格取得のための奨学金補助や住居費、介護実習費の支援を拡大すること。さら

には、サービス提供責任者をはじめとする介護労働者に対する能力開発プログラムの拡充や定期的な受講

を義務付けるとともに、事業所による受講促進にかかる取り組みを評価する等、キャリアアップの仕組み

への整備を支援すること。 

また、介護労働者の職場環境を改善すべく、利用者や事業主からのハラスメント防止に向けて、事業主

に対する啓発・研修活動を強化すること。 

（回答） 

貝塚市（高齢介護課 商工観光課） ※下線部追加 

介護職員の処遇を改善することは離職防止に繋がることから、介護職員処遇改善加算や、介護職員

等特定処遇改善加算等の制度について、ホームページ等により周知を行っております。なお、当該加

算の算定においては、職場環境等の要件として、介護職員の資質向上やキャリアアップに向けた支援

等に取り組むことも含まれており、制度の適正な実施について、運営指導等の機会をとらえて引き続

き指導してまいります。 

また、大阪府、市町村介護保険担当課、大阪福祉人材支援センター及び介護保険施設等の関係団体

が参加する大阪府地域介護人材確保連絡会議において、地域における介護人材確保に関する情報提供・

意見交換等を行っており、今後も介護職のイメージアップや介護人材の確保に向けた取組みを継続し

てまいります。 

泉佐野市（介護保険課） ※下線部追加 

介護の人材確保、職場への定着については重要課題として認識をしており、市長会を通じ国に対し、

処遇改善加算での対応ではなく抜本的な改革を要望しております。 

また、訪問介護におけるサービス提供責任者への研修としては、市が取り組んでいる介護給付の適

正化の中で個別ケースをもとにした指導、助言を行うとともに、2 年に一度、サービス提供責任者を

対象とした研修会を開催しスキルアップに取り組んでおります。 

介護職場におけるハラスメントの防止については、様々な機会を捉えてハラスメント防止に向けた

取組みを進めてまいります。 

泉南市（長寿社会推進課） ※従前と変わらず 

介護人材の確保については、大阪府介護人材確保会議に積極的に参加することで、近隣市町村と連

携を強めて協力体制を築きながら、長期的な視野に立った対策として、福祉・介護の仕事の魅力につ

いてイベント等において情報発信しています。 

定着・処遇改善、職場環境の改善については、研修等により資質向上を図るとともに、府および広

域福祉課と連携し、事業者に対し、個別指導や集団指導等の実地指導を通して、職員の処遇改善や職

場環境の改善について確実に実現されるよう働きかけます。通達や法令の遵守についても、事業者へ

の集団指導等において今後も周知・徹底します。 

阪南市（介護保険課） ※下線部追加 

本市を含む岸和田以南 5 市 3 町と大阪府、大阪福祉人材支援センター等で構成している「泉南地域

介護人材確保連絡会議」において、介護人材確保の推進に関する各種施策の情報共有、意見交換など、

定期的に協議を行い、人材確保や定着の推進に取り組んでいます。 
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また、介護労働者等に対するハラスメント等の研修については、大阪府等からの通知を各関係事業

所に周知し積極的な参加を促しています。 

田尻町 ※下線部追加 

大阪府地域介護人材確保連絡会議（泉南ブロック）に町としても積極的に参加し、人材確保に向け

た検討や啓発に努めていきます。介護労働者の処遇改善につきましては、介護サービス事業所が処遇

改善加算の適用要件を満たすことを確認し、適切に運用するとともに、事業所の集団指導等の際に指

定業務を行っている広域福祉課と連携し周知を図ってまいります。今後も国や大阪府の対策を注視し

つつ、町としての取り組みを検討してまいります。 

熊取町（介護保険課） ※従前と変わらず 

今後、一層の高齢化の進展に伴い、介護分野における人材確保が重要となっており、介護職員の離

職防止・定着促進のためには、介護職の処遇改善が必要不可欠です。 

その 1 つとして処遇改善に係る報酬改定が継続的に実施されているところですが、介護事業所にお

いてもそれを活用し、それが介護職員へ適正に還元できているかなどを大阪府と連携しながら指導等

を行っているところです。 

また、平成 27 年度より大阪府を中心に泉南地域の市町及び社会福祉協議会等で構成する泉南地域

介護人材確保連絡会に参画し、就職フェアーや人材確保・定着等のイベントを通して、介護職の魅力

を発信し、多機関と連携しながら、人材確保に努めています。 

加えて、泉佐野・田尻町・泉南市・阪南市・岬町広域福祉課の主導のもと、3 市 3 町内の介護事業所

に対し実施する集団指導の中で、介護現場におけるハラスメント防止に向けた啓発等を行っています。 

岬町（しあわせ創造部） ※下線部追加 

介護労働者の確保等のため、本町独自の処遇改善策や介護資格取得のための奨学金補助等は困難で

すが、介護人材の確保や定着、離職防止のため、大阪府及び近隣市町や介護施設等と連携し、取り組

みを推進してまいります。また、介護労働者の職場環境の改善のため、ハラスメント防止等に関する

事業主への啓発や研修について、事業者への集団指導や実施指導等を通じて取り組んでまいります。 

 

②地域包括支援センターの充実と周知徹底について ＜補強＞ 

地域包括支援センターが、地域のニーズに則して実効性ある機能が発揮できるよう取り組むこと。また、

労働者の介護離職を防ぐためにも、家族等が介護をしながら働き続けることをサポートする機能や役割を

地域包括支援センターが持つことについて、地域住民に認識してもらえるよう、周知・広報を強化するこ

と。 

また、「地域包括支援センター」を拠点に高齢者と子どもが積極的に交流を図ることを通じて、高齢者

が生きがいを持って生活できる環境整備や、子どもの心の発展をめざす目的で、高齢者と子どもが積極的

に交流を図ることができる施策の検討を行うこと。 

（回答） 

貝塚市（高齢介護課） ※下線部追加 

現在、浜手・中央・山手の3圏域に1か所ずつある地域包括支援センターが、町会・自治会単位で開

催される拡大地域ケア会議や地域の集いの場に出向き、ニーズの把握、個別課題や地域課題の解決に

努めています。また、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域

の住民を包括的に支援することを目的とする地域包括支援センターの役割について、引き続き広報や

市主催のイベント、町会や民生委員・児童委員等、各種団体との関わりを通して周知に努めてまいり

ます。現在のところ、地域包括支援センターを拠点として高齢者と子どもが積極的に交流を図る施策

の検討を行う考えはございません。 

泉佐野市（地域共生推進課） ※下線部追加 

基幹型包括支援センターを柱に、生活圏域である 5 つの中学校圏域ごとに整備した地域型包括支援

センターと連携し、より身近な場所での相談窓口となるよう機能強化を図るとともに周知・広報に取

り組んでまいります。住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域包括ケア

システムの構築を推進し、限りある社会資源を効率的かつ効果的に活用しながら、住まい、医療、介

護、子育てをはじめとする一体的な生活支援が包括的に確保される体制を強化してまいります。 



- 22 - 

また、小地域ネットワーク活動と連携し、子どもと高齢者の交流を図る世代間交流の推進に努めて

まいります。 

泉南市（長寿社会推進課） ※従前と変わらず 

地域住民の心身の健康の保持および生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の

保健医療の向上および福祉の増進を包括的に支援するとともに、地域包括支援センターが地域におい

て求められる機能を十分に発揮するために、人員体制および業務の状況を定期的に把握・評価し、そ

の結果を踏まえて、センターの設置者および市町村が事業の質の向上のための必要な改善を図ります。 

阪南市（介護保険課） ※下線部追加 

令和 3 年度から地域包括支援センターに、ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）を配置し、

高齢者を含んだ多世代の相談窓口としての機能を加えるなど、総合相談機能を強化しています。市と

地域包括支援センターが情報をオンライン上で共有する電子システムの導入を行い、虐待や認知症事

例等迅速に情報共有し、迅速かつ適正な業務を実施しています。 

さらに、介護離職防止にもつながる介護の現状に対する理解を深めるため、地域住民や企業に向け

て在宅医療や介護に関する内容や「包括だより」を市の広報誌に掲載する等、地域住民に周知してい

ます。 

また、本市では、子どもでも利用できる世代間交流の場として、日常生活圏域 4 か所に共生型の介

護予防拠点を整備し、積極的に世代間交流に取り組んでいます。 

田尻町 ※下線部追加 

令和 2 年度から地域包括支援センターの強化を図り、高齢福祉・障害福祉両方の相談ができる総合

相談窓口を設置し、相談体制も強化しております。広報等でその役割を周知し、世帯が抱える問題や

課題が多様化・複合化する中、各分野だけでは解決できない困難ケースに対応し、家族全体をサポー

トする機能を発揮できるようにしてまいります。また、地域包括支援センターでは小学生を対象に高

齢者見守り体験を実施するなど、高齢者と子どもが交流できる機会を設けています。 

熊取町（介護保険課） ※下線部追加 

地域包括支援センターが地域の高齢者等のニーズに即した機能を発揮し、適切な運営が実施できる

よう、その状況等について「地域包括支援センター運営部会」において、事業運営についての評価を

行ないながら、地域包括ケアシステムの推進に取り組んでいるところです。 

 こういった地域包括支援センターの持つ機能・役割について、地域住民に認識してもらえるよう、

広報紙やホームページだけでなく、地域の通いの場や医療機関、薬局等への戸別訪問など積極的に広

報活動を行っていきます。 

また、高齢者が生きがいを持って生活できる環境整備や、子どもの心の発展をめざし、地域包括支

援センターはもとより、子ども施策との連携をはかりながら、地域における適切なサービス、制度の

利用につなげる等の支援について検討してまいります。 

岬町（しあわせ創造部） ※下線部追加 

地域包括支援センターの機能を有効に発揮し、地域住民に地域包括支援センターの目的や機能を周

知するよう更なる取り組みを行います。また、高齢者や若者や子どもなど、世代を超えて多世代が共

に支え合うことにより、高齢者の生きがいや子どもの成長に繋がるよう、地域包括支援センターやそ

の他の機関等と連携しながら、取り組みを進めてまいります。 

 

（6）子ども・子育て施策の着実な実施に向けて ★重点項目 

①待機児童の早期解消に向けて ＜継続＞ 

大阪府と連携して、計画的に保育園の増設などを整備すること。また、保護者の意向や状況を把握す

るとともに、潜在的な待機児童の把握と事業所内保育、家庭的保育や小規模保育等の整備・充実を図る

こと。整備の際には保育が適正に行われるよう、認可保育施設との連携や広域的な受け入れ調整などを

行うこと。 

さらには、障がいのある児童の受け入れや兄弟姉妹の同一保育施設への入所など、保育の質を向上さ

せること。 
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（回答） 

貝塚市（子育て支援課） ※従前と変わらず 

本市の待機児童については、4 月 1 日時点で、発生していない状況が平成 22 年度から続いていま

す。令和 2 年 3 月策定の「第 2 期貝塚市子ども・子育て支援事業計画」では、本市の子どもや子育て

家庭がおかれている現況や将来の保育利用の見込みも含め検討し、新たな教育・保育施設の整備はし

ないこととしています。 

次に、障がいのある児童の受入れや、兄弟姉妹の同一保育施設への入所については、利用者のニー

ズに対応するため、教育・保育施設の受入体制を考慮しながら推進しております。今後とも引き続き

保育の質の向上を図ってまいります。 

泉佐野市（子育て支援課） ※下線部追加 

公立の認定こども園とともに私立の保育園、認定こども園の協力のもと入園定員枠の拡充を図り、

今年度を含め数年にわたり待機児童は発生していませんが、潜在的な待機児童は存在しており、対応

として令和 4 年度、小規模保育事業として 1 園を認可し開園いたしました。 

「第 2 期子ども・子育て支援事業計画」では、令和 5 年度の 3 号認定児は、ほぼ定員に達しており、

若干の待機児童発生の可能性も見込まれることから、利用定員の弾力化運営により対応し、幼児教育・

保育の無償化や働き方改革推進による保育需要の影響を考慮しながら、引き続き、提供体制の確保に

努め、待機児童ゼロを継続及び保育の質の向上に努めてまいります。 

泉南市（保育子ども課） ※従前と変わらず 

本市では、4 月 1 日時点において待機児童は発生していません。人口動向・保護者へのニーズ調査

等をもとに、第 2 期子ども・子育て支援事業計画を策定し、定期的に進捗確認をしています。 

また、平成 27 年度以降、1 公立保育所、4 私立保育所、1 私立幼稚園の認定こども園への移行によ

り、児童の受入体制の強化を図っています。加えて、小規模保育事業所 2 か所の新設を行い、保育の

充実を目的とし、認可保育等施設との連携を行っています。 

障がい児の受入れについては、加配保育士を配置するための補助事業を継続して実施し、兄弟姉妹

の入所については、入所判定の際に加点することで同一施設への入所を考慮していきます。 

阪南市（こども政策課） ※下線部追加 

本市では、令和 4 年 4 月に尾崎幼稚園と尾崎保育所を統合し、民間による幼保連携型認定こども園

を開園しました。また、児童福祉法の規定に基づく本市の保育施設の利用調整においては、障がいの

有無を不問としており、また、兄弟姉妹が同一施設に入所できるよう、配慮しています。 

今後も、令和 2 年 3 月に策定した、「第 2 期阪南市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、幼稚

園、保育所、認定こども園の充実を図りながら、保護者の意向や状況を把握するとともに、社会情勢

の変化等を見極めて取り組んでまいります。 

田尻町 ※下線部追加 

子ども・子育て支援事業計画策定に合わせて子育て世帯へのアンケート調査を実施することで、保

護者の意向や保育ニーズを把握し、量の見込みに合わせた保育施設を設置しております。 

また、田尻町内には町立保育所以外の認可保育所は存在していないため、広域入所など他自治体との

連携を引き続き行い、一人でも多くの児童に保育の提供を行う事ができるよう努めてまいります。 

なお、障害のある児童の受入や兄弟姉妹の同一保育施設への入所は既に実施しており、今後とも介

助員の配置を適切に行うなどの保育の質の向上を図ってまいります。 

熊取町（保育課） ※従前と変わらず 

本町では、従来より「子ども・子育て支援計画」に基づき、適正な保育の供給を図るべく、計画的

な施設整備を行っております。また、単に需要への対応だけでなく、地域における子育て支援の拠点

として、安全で良好な保育環境を維持するべく、令和 4 年度は、町立東保育所の大規模修繕工事を行

い、これをもって、全町立保育所の大規模修繕を完了したところです。 

本町では、年度当初での待機児童は発生しておりませんが、今後も、多様化する、またはコロナ禍

により流動的な保育ニーズの把握に努め、幼保無償化に伴う保育需要の動向にも注視しながら、国・

府などの補助制度の積極的な活用も視野に入れ、引き続き待機児童が生じないよう取り組んでまいり

たいと考えております。 
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また、本町は、認可保育所等の整備、充実をもって適正な保育の供給を図ることを目標としており

ますので、現時点では、事業所内保育、家庭的保育、小規模保育の整備等は計画しておりませんが、

今後の保育ニーズの変化等により必要性を検証したうえで広域的な受入れ調整などにも柔軟に対応し

てまいりたいと考えております。加えて、大阪府への待機児童の減少へ向けた必要な取り組み支援の

要請については、待機児童の状況を踏まえて検討したいと考えているところです。 

障がいのある児童の受入については、町立・民間問わず配慮が必要な児童に応じて必要な加配保育

士が配置できるように、民間園に対し人件費を補助する制度を運用するなど、どの保育所等において

も、集団の中で、その子どもが自分らしく生活し成長できる保育環境が確保できるよう取り組んでお

ります。また、兄弟姉妹の同一保育施設への入所についても、子どもの個別の状況や家庭の環境等の

様々な事由を考慮し、入所調整を行っております。 

岬町(しあわせ創造部) ※従前と変わらず 

全国的には待機児童が依然として生じており、その早期解消が重要な案件であることは本町でも認

識しています。しかしながら、本町においては特定教育・保育施設が 6 施設（公立 4、私立 2）あり、

これまでに待機児童は発生していません。よって、新年度においても現状を維持しつつ適正な保育に

努めるものとします。また他自治体からの広域入所についても積極的な受入れを行っています。 

 

②保育士等の確保と処遇改善に向けて ＜継続＞ 

子どもが心身ともに健やかに成長するために必要な保育や幼児教育の質の確保のため、保育士、幼稚園

教諭、放課後児童支援員等の労働条件と職場環境の改善を行うこと。具体的には、定着率を上げる（離職

率を下げる）ために、正規・常勤での雇用、給与水準の確保、定期昇給制度の確立、適正な配置、研修機

会の確保等を行うこと。 

また、保育士の確保へ向けた大阪府と連携して助成金の創設や、「保育士宿舎借り上げ支援事業」拡充、

離職した潜在保育士が復職するための働き方を含めた環境整備などの支援を強化すること。加えて「放課

後児童支援員キャリアップ処遇改善事業」の実施に早急に取り組むこと。 

（回答） 

貝塚市（子育て支援課） ※従前と変わらず 

子どもが健全に成長するためには、教育・保育に携わる人材の確保及び資質の向上を図り、より質

の高い教育・保育を安定的に提供していくことが必要であると考えております。そのため民間の保育

事業者に対しては、経験豊富で指導力のある保育士等の確保や育成のため、「処遇改善加算Ⅰ～Ⅲ」の

制度を活用し、処遇改善を図っております。 

また、保育士確保の環境整備の支援については今後、国・府の補助制度の動向を注視しながら検討

してまいります。 

泉佐野市（子育て支援課） ※下線部追加 

公立認定こども園については、本市の定員適正化計画に基づき、今年度も引き続き、正規職員を新

規採用いたします。また、会計年度任用職員（短期）については登録制で、年間を通じて、市ホーム

ページ等で周知し随時登録を受け付けており、年度途中での入所等により、保育教諭等の雇用が必要

となった場合は、随時ハローワークに求人募集を依頼しております。 

私立認定こども園・保育園につきましては、泉佐野民間保育協議会の定例園長会では、処遇改善加

算Ⅰ・Ⅱのほか、保育教諭等の賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を 3％程

度（月額 9,000 円）引き上げる処遇改善臨時特例事業についても制度説明を行い、適切に申請してい

ただいております。また、市単独事業である「泉佐野市保育士就職支援補助金制度」により、保育士

等の確保に努めております。 

また、民間の保育事業者と行政との意見交換の場として、毎月、定例で開催される民間園長会にて

情報交換を行い、連携を図りながら、幼児教育・保育の充実に努めてまいります。 

泉南市（保育子ども課、指導課、生活学習課） ※下線部追加 

本市が運営する施設の保育士等の労働条件については、関係法令や条例規則に基づき適切な措置を

講じるとともに、健康診断やストレスチェックを行い職員の健康管理に努めています。 

また、「保育士宿舎借り上げ支援事業」につきましては継続して民間保育施設に支援を行っており、 
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保育士確保策としては、令和元年度より潜在保育士が復職するための「潜在保育士職場復帰支援プロ

グラム」を行っており、今年度は、保育士等養成施設に在籍している学生を対象に「保育学生就職支

援プログラム」を行っています。 

本市が設置する幼稚園における幼稚園教諭の労働条件については、関係法令や条例規則に基づき適

切な措置を講じるとともに、健康診断やストレスチェックを行い職員の健康管理に努めています。 

留守家庭児童会支援員の労働条件については、関係法令や条例規則に基づき適切な措置を講じると

ともに、健康診断やストレスチェックを行い職員の健康管理に努めています。 

また、保育時間の延長に伴う勤務体系の改善に努め、児童数や障害児の受入れ状況により、指導員

および補助指導員の配置、加配を行います。 

加えて、市独自の研修を実施するとともに放課後児童支援員認定資格の積極的な取得を促し、定着

率の向上につながるよう努めています。 

阪南市（こども政策課、生涯学習推進室） ※下線部追加 

現在、保育士、幼稚園教諭、預かり保育指導員等は子どもの数や学級数等に応じた人員配置を行っ

ており、処遇については、民間や近隣団体を参考としています。 

今後も研修などを通じて保育・教育の質の確保に努めてまいります。 

また、放課後児童支援員の労働条件、職場環境の改善、正規・常勤雇用や給与水準の確保、適切な

配置や研修の確保等については、国の放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業を活用して、適切に

行われるように積極的に指定管理者と協議を行っているところです。 

田尻町 ※下線部追加 

保育士の確保につきましては、正規職員の適正配置や会計年度任用職員の処遇改善、働きやすい勤

務体系等に努めていくとともに、研修参加や保育の質の向上に向けた取り組みを進めております。 

 また、放課後児童クラブについては、指定管理者制度を導入している事から、引き続き民間事業者

によるノウハウを活用しながらより良い内容で実施してまいります。 

なお、「放課後児童支援員等処遇改善事業」により、賃金改善を行っております。 

熊取町（保育課） ※下線部追加 

本町では、町立保育所で、計画的な正規職員の雇用や再任用職員の配置を行うとともに、令和 5 年

度から制度化する任期付き職員制度の活用も図りつつ、適切な対応を図ります。また、会計年度任用

職員制度に則った任用、近隣自治体との比較に基づき、適宜、待遇改善を図るなど、良好な労働条件

が築けるよう努めているところです。 

会計年度任用職員については、特に長時間勤務が可能な人材の確保が困難な状況であることから、

勤務時間数や勤務日数について、できるだけ希望に沿えるよう柔軟に運用すべく保育現場や人事部局

とも調整を行うとともに、保育配置基準を下回らない範囲で、保育士資格のない方を補助員として適

宜任用するなど、保育士がより働きやすい職場環境づくりに努めているところです。 

また、コロナ禍による制約が多い中でも工夫により園内研修や派遣研修を行うなど、保育士の質の

維持・向上にも努めながら、良質な保育環境の確保に向けて取り組んでおります。 

一方、民間保育所等につきましては、施設型給付費における保育士等の処遇改善等加算に関する情

報提供を行うとともに、活用についても積極的に促し、要件を満たす保育所等に対して適切に加算を

行っているところです。また、障がい等により配慮が必要な児童に対して必要な加配保育士を配置す

る際、人件費を補助するなど、保育士等の処遇改善に努めております。 

さらに、保育士等確保対策に係る取り組みとして、民間保育所等が主催する、保育士就職フェアに

対し協力を行うなど、保育士等の雇用創出機会の拡大に努めています。さらに、助成金の創設につい

ては他の自治体の動向を調査研究し検討するとともに、保育士宿舎借り上げ事業の拡充については、

本町の転入促進策の一つである「社宅誘致支援」の活用を周知してまいりたいと考えております。 

 また、本町の放課後児童健全育成事業については、指定管理者制度を導入し学童保育所を運営して

おり、育成支援の内容及び放課後児童支援の質の確保及び向上のため、児童のカンファレンスの実施

や研修等について計画的に実施しているところです。なお、放課後児童支援員については、学童保育

所の運営者が各クラブに常勤職員を配置するとともに、経験年数に応じて処遇改善を行っていること

から、現在のところ、「キャリアップ事業」までは取り組んでおりません。 
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岬町（しあわせ創造部） ※従前と変わらず 

保育所及び放課後児童支援員については、必要な保育士等の人員確保と適正配置など、さらなる労

働条件と職場の環境改善に努めてまいります。また、毎年、保育士及び放課後児童支援員について、

研修の受講機会を設けることで保育に必要な情報の更新などにも努め、保育の質の向上に取り組んで

まいります。 

 

③地域子ども・子育て支援事業の充実に向けて ＜継続＞ 

保護者の負担軽減となるよう、病児・病後児保育、延長保育、夜間保育、休日保育等、多様なサービス

の拡充のための財政支援を行うこと。また、病児・病後児保育を利用しようとする保護者がネットによる

空き状況の確認や予約が可能なシステムを整備すること。 

また、保護者の意向や状況の把握、多様な保育サービスが実施できる施設の拡大に伴う保育士、看護師

の確保の支援を行うこと。 

（回答） 

貝塚市（子育て支援課） ※従前と変わらず 

病児・病後児保育体制の整備として、本市は現在、民間の事業者に委託しています。その施設の利

用状況は、1 日の定員 3 名、年間約 750 名の受入が可能ですが、利用実績が定員に達していないため、

現在のところ新たな整備の考えはありません。ネットによる空き状況の確認や予約が可能なシステム

の整備などについては、委託事業者と連携しながら可能なことから順次進めてまいりたいと考えます。 

 次に、延長保育については、市内の全保育施設で実施しており、休日保育については、市内 1 施設

が実施しております。 

 夜間保育については、現在実施しておりません。これは本市子ども・子育て支援事業計画のアンケ

ート調査では、市民のニーズがなかったことによるものです。 

いずれにつきましても、今後も本市子ども・子育て支援事業計画に基づき、必要な支援に取り組んで

まいります。 

泉佐野市（子育て支援課） ※従前と変わらず 

「第 2 期子ども・子育て支援事業計画」において、病児・病後児保育、延長保育については、量の

見込みに対する提供体制は確保できているという状況ですが、子育て世帯を対象としたニーズ調査の

結果を踏まえ、その他の多様なサービスへの対応及びシステム整備についても今後、検討してまいり

ます。 

また、市単独事業である「泉佐野市保育士就職支援補助金制度」を継続することにより、地域子ど

も・子育て支援事業に従事する保育士の確保について支援してまいります。 

泉南市（保育子ども課） ※従前と変わらず 

病児保育等については、平成 28 年度から 1 公立認定こども園、1 公立保育所、1 私立保育所、平成

29 年度から 1 私立認定こども園において病児保育（体調不良児対応型）事業を開始し、施設内におけ

る体調不良児への財政的支援を行っています。なお、本事業においては、在園児が利用する体調不良

児対応型であるため、ネット等による予約システムのニーズがございません。その他、延長保育につ

いては実施済みですが、夜間保育および休日保育については、利用ニーズ等を勘案しながら、実施に

ついて検討します。 

阪南市（こども政策課） ※下線部追加 

本市における病児保育事業については、現在、認可保育施設において公立 2 施設、私立 1 施設で体

調不良児対応型病児保育事業を実施しています。また、すべての保育所及び認定こども園にて延長保

育事業を実施し、必要な財政支援を行っています。今後も、保護者の意向を踏まえた、「第 2 期阪南市

子ども・子育て支援事業計画」に基づき、事業を実施してまいります。 

田尻町 ※従前と変わらず 

本町には町立保育所 1 施設のみであり、小児科の医療機関もない中で、対象が少ない本町での整備

は難しい事から、広域的な観点で捉えたいと考えます。 

子ども・子育て支援事業計画策定に合わせて行う子育て世帯へのアンケート調査で保護者の意向や

状況を把握するとともに、必要な保育サービスに応じた専門職の確保を行ってまいります。 



- 27 - 

熊取町（保育課） ※下線部追加 

本町の病児保育事業については、現在、町内に民間保育所等が 6 か所、町立保育所が 3 か所あり、

これら全ての施設において体調不良児対応型を実施しております。 

また、病児対応型・病後児対応型については、令和 3 年 1 月 25 日より貝塚市との広域利用により実

施していますが、施設の利用は直前になることが多く、状況によっては貝塚市分との利用調整も必要

になる可能性もあることから、運営面からもシステムの整備は困難と考えております。 

また、延長保育、休日保育につきましては、既に民間保育所等とも連携して一定の条件で実施して

おり、現状では充足しているものと考えておりますが、今後も保育ニーズの把握に努めながら、午後

8 時以降の夜間保育の必要性も含めて調査研究をしたいと考えております。 

なお、現在実施しております各サービスについては、施設型給付費負担金、子ども・子育て支援交

付金を活用し、保育事業者に保育士や看護師の配置にかかる経費等必要な助成を行うことにより、保

育事業者や保護者の負担軽減を図っているところです。 

岬町（しあわせ創造部） ※下線部追加 

本町におきましても、子育て世帯の負担軽減に資することを目的に、多岐にわたる子育て支援サー

ビスの拡充に努めてきたところです。現在、例示のありましたサービスのうち延長保育につきまして

は公立保育所すべてにおいて行っていますが、うち、公立保育所 1 か所で最大 21 時までの保育を行っ

ています。また、病児保育のうち、体調不良児対応型保育についても公立保育所すべてにおいて行っ

ています。 

 

④企業主導型保育施設の適切な運営支援について ＜継続＞ 

企業主導型保育施設については、子どもの育ちと安全を保障するため、認定・指導・監査等、市町村に

よる関与を行うことが必要である。そこで、認可施設への移行を強力に進め、保育の質を確保するととも

に、企業主導型保育事業における地域貢献の理念を徹底すること等について、現在策定されている計画に

基づき、速やかに進めると同時に、市町村や事業者、保護者の声を聞く等、新たな課題等が抽出できる仕

組みを構築すること。 

（回答） 

貝塚市（子育て支援課） ※従前と変わらず 

企業主導型保育事業対象の認可外保育施設については、毎年 1 回は立入調査を行い、認可外保育施

設指導監督基準に基づいた指導を行っております。また、施設開設時には現地確認を行い、基準に基

づいた助言等を早期に行うことにより、より良い保育を利用者に提供してもらえるよう努めておりま

す。次に、認可施設への移行については、令和 2 年 3 月策定の「第 2 期貝塚市子ども・子育て支援事

業計画」で新たな教育・保育施設の整備はしないこととしておりますことから、現在のところ移行を

進める考えはございません。 

泉佐野市（子育て支援課） ※従前と変わらず 

企業主導型保育事業につきましては、現在、『従業員枠』で 1 カ所『地域枠』で 1 カ所、合計 2 カ所

開設されております。 

定期監査については、大阪府より権限移譲を受けた泉佐野市以南の市町村で組織する広域福祉課に

て適正に実施され、監査結果については、概ね良好であると確認しており、定期監査を通じ、幼児教

育・保育の充実に努めてまいります。認可施設への移行等につきましては、国・大阪府の動向に注視

してまいります。 

泉南市（保育子ども課） ※従前と変わらず 

企業主導型保育施設の指導・監査は、公益財団法人児童育成協会が、原則として年 1 回以上、立入

調査を実施することとなっています。また、大阪府からの権限移譲に伴い、泉佐野市広域福祉課が認

可外保育施設として企業主導型保育施設の指導・監査を行っていますので、市の役割において情報を

共有し、保育の質の向上のため、課題等の抽出、改善を図ります。 

阪南市（広域福祉課） ※従前と変わらず 

企業主導型保育施設への指導・監査については、年 1 回以上の実施が望ましいとされており、本市

においても毎年市職員が、施設への立入検査を実施しています。 
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企業主導型保育施設では、整備費や運営費について認可施設並みの助成を受けられ、働き方に応じ

た多様で柔軟な保育サービスが提供できています。 

大阪府では事業者等が相談できる窓口を設置し、各種関係機関等との連携や情報提供を行っていま

す。今後も引き続き継続実施するよう努めてまいります。 

田尻町 ※従前と変わらず 

田尻町内には、企業主導型保育施設はありません。 

熊取町（保育課） ※従前と変わらず 

本町では、現在のところ企業主導型保育施設は存在しませんが、今後整備等の動きがあった場合は、

事業者、大阪府と情報を共有し、保護者の意見を聞きながら、町として適切な助言、情報発信を行う

など保育の質の確保に努めたいと考えております。 

また、企業主導型保育事業のあり方についても、本町が地域の保育の質を確保する責任において、

必要に応じ国に対して要望、提言をしてまいりたいと考えております。 

岬町（しあわせ創造部） ※従前と変わらず 

保育の質を確保することは認可施設であるか否かを問わず、重要なことであると考えています。ま

た、企業主導型保育事業における地域貢献の理念を徹底することなどについて、大阪府と認識を合わ

せていくことも必要と考えます。 

 

⑤子どもの貧困対策と居場所支援について ＜補強＞ 

「第 2 次大阪府子ども貧困対策計画」にもとづき市として実効ある対策と効果の検証を行うこと。あわ

せて、困窮家庭における相談窓口を一本化することで、必要な支援が確実に享受できる体制の構築を推進

するとともに、就労しているひとり親家庭への支援が確実に届くよう、土日祝や夜間での相談体制を充実

させること。また、行政手続きの簡素化を行うこと。 

  ＮＰＯ、民間団体、個人が運営する「子ども食堂」は、食の提供だけに留まらず、「子どもの居場所」と

して地域との繋がりを深める重要な拠点であることから、市町村が実施している「子ども食堂」支援事業

に応じた補助金を支給・拡充するなど支援を強化すること。 

また「子ども食堂」、教育機関、民間企業などが連携したネットワークの構築へ向けた取り組みを支援

すること。 

（回答） 

貝塚市（子ども福祉課） ※下線部追加 

子ども貧困対策を進めるにあたり、本市では、第 2 次大阪府子ども貧困対策計画、第 2 期貝塚市子

ども・子育て支援事業計画に基づき、保育所、子ども園、幼稚園、また小学校や中学校と連携を取り

ながら、支援の必要な子どもや家庭の把握に努め、早期対応に努めております。 

また、令和 5 年度のこども家庭庁開設や令和 6 年度のこども家庭センターの設置を視野に入れ、現

在、子ども関連の相談窓口の一本化を進めております。ひとり親家庭の児童扶養手当受給者のかたに

ついては、夜間開庁にて、現況届の受付を行い、困りごとなどについての相談対応を実施しておりま

す。 

子ども食堂に対しては、補助金を支給し、市民や企業からの食材提供の仲介やフードドライブ支援

など実施しております。子ども食堂においては、居場所支援としての役割だけにとどまらず、地域で

のアウトリーチ的役割をも担っていただいているため、相談対応や虐待対応における基礎的知識を身

につけてもらえるよう、講座を開催しております。支援を必要とする子どもや家庭に、適切な支援が

届けられるよう、「子ども食堂」、教育機関、民間企業など、様々な社会資源がつながる事業も実施予

定でございます。 

泉佐野市（子育て支援課） ※従前と変わらず 

令和 2 年度から 6 年度までを計画期間とする「泉佐野市子どもの貧困対策計画」に基づき、子ども

の貧困を解消するための具体的な支援・取組みを推進しております。 

また、行政手続きについては、オンライン申請化の検討等、簡素化の推進を図ってまいります。 

「子ども食堂」については、コロナ禍の影響で、利用児童が減少していましたが、感染対策を取り

入れながら、子どもが安心して過ごすことのできるこどもの居場所を提供し、引き続き、食事提供や 
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学習支援等を実施してまいります。また、市内のこども食堂の運営団体のネットワークを設置してお

り、団体同士の連携を図るとともに、情報提供や寄附物品等の分配等の支援を通して、子どもの居場

所づくりを今後も推進してまいります。 

泉南市（家庭支援課、生活福祉課） ※下線部追加 

第 2 次大阪府子ども貧困対策計画にもとづき、子ども家庭総合支援拠点として保護者や子どもたち

が孤立しないよう、必要に応じて訪問支援や面談等を実施しています。 

また、泉南市内で子ども食堂を開催している様々な主体が、相互に連携・情報交換を図り、地域ぐ

るみで子どもの居場所づくりに取組めるよう、子ども食堂の運営を支援し、子ども食堂のさらなる普

及・定着を図るため泉南市子ども食堂ネットワークを設置し、現在登録の呼びかけを実施しています。 

困窮家庭の相談窓口については、自立相談支援事業として、ここサポ泉南で行っています。土日・

祝・夜間や、緊急時については、泉南市役所で対応することとしています。 

阪南市（生活支援課、市民福祉課、こども支援課） ※下線部追加 

本市における困窮家族における相談は、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関が生活保

護担当課と市社会福祉協議会の 2 カ所で受け付けることにより、関係部局と連携を図りながら困窮家

族の相談を一体的に応じることができる体制をとっています。 

 また、現在、本市においては、「子ども食堂」2 か所の活動が行われており、地域との繋がりを深め

る拠点として運営いただいています。今後も運営団体の活動紹介を行うことにより、新たな「子ども

食堂」の立ち上げができるよう、支援を行ってまいります。加えて、大阪府が実施する「子ども食堂

における食の支援事業（食材（米・肉）が購入できる商品券を支給する事業）」の案内を行う等、活動

支援に関する情報提供も行っておりますが、今後も迅速な情報提供を行ってまいります。 

なお、「子ども食堂」、教育機関、民間企業などが連携したネットワークの構築に向けた取り組みの

支援については、重層的支援体制整備事業の中で行ってまいります。 

田尻町 ※下線部追加 

本町総合保健福祉センター（ふれ愛センター）と町立小学校に配置したカウンセラー（臨床心理士）

が教育相談を行う教育相談事業を実施し、課題を有する可能性のある子どもや保護者を発見した場合

には、福祉関連部局と連携の上、必要な支援につなげるよう努めてまいります。 

困窮家庭に対しては、自立支援等の相談窓口の紹介などを実施しており、今後も相談者のニーズに

応じて相談体制の整備に努めてまいります。 

また、子供の居場所づくりとして、田尻町総合保健福祉センター（たじりふれ愛センター）内にこ

ども達が自由に利用できる「キッズルーム」を開設し見守りを行っているほか、Ｒ4 年度より民間団

体が新たにこども食堂を実施しており、大阪府の補助制度を積極的に活用した運営を行っております。

今後、国や大阪府等からの情報収集に努め、必要な支援策について研究してまいります。 

熊取町（子育て支援課） ※下線部追加 

子どもの貧困対策につきましては「第 2 期熊取町子ども・子育て支援計画」に貧困対策の視点も盛

り込み、事業を推進しているところです。 

また、平成 29 年 4 月から運営されている「こどもレストラン」の活動に対して「住民提案協働事

業」に則り「団体提案型」の事業として補助金を交付しておりましたが、令和 2 年度からは「行政テ

ーマ型」とし、地域にとって必要な事業と位置づけながら、実施団体と本町とが各々の役割のもと互

いに連携を図り、子ども達の居場所づくりに取り組んでおります。 

併せて、令和 4 年度から「Ｖｉｅｎｔｏ Ｋｉｔｃｈｅｎ（子ども食堂）」に対して、「団体提案型」

事業として補助金を交付しており、地域の子どもの居場所づくりの活動が充実するとともに、本町の

支援も強化したところでございます。 

この他、学校現場と福祉部局との連携においては、「子ども相談ネットワーク会議（要保護児童対策

地域協議会）」等の仕組みの中で、関係機関が連携し子どもと家庭を見守る中で、定例的な子育て支援

課の学校巡回等により、緊密に連携しながら対応をしているところでございます。 

岬町（しあわせ創造部） ※従前と変わらず 

「子どもの貧困」の解消については、まず、子どもの貧困状況の把握が必要であると考えています

ので、アンケート等により把握することを検討してまいります。 
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また、居場所の提供など生活習慣・育成環境向上の取り組みについて、ニーズを把握する等本町の

状況に応じた方法を模索してまいります。 

 

⑥子どもの虐待防止対策について ＜継続＞ 

児童虐待相談件数が増加傾向にある。そこで、「児童虐待防止法」や国民の通告義務の啓発・広報の徹

底を図るとともに、児童虐待防止をよびかける「オレンジリボン運動」を推進し、新たな未然防止策を講

じること。また、増加する相談業務に適切に対応するため、児童福祉司、児童心理司、相談員を増員し、

児童虐待の予防的な取り組みや介入の徹底など児童相談所の機能を強化するとともに、相談業務を担う職

員の専門性を高める研修等を実施すること。加えて、虐待の早期発見を図るとともに、新型コロナウイル

ス感染拡大の影響により在宅時間が増えることによる虐待事案も見られることから、学校との連携を強化

し、早期発見による未然防止に努めること。 

（回答） 

貝塚市（子ども福祉課） ※下線部追加 

毎年 11 月の児童虐待防止推進月間に合わせ、市庁舎の懸垂幕、オレンジリボンツリー、駅前の電光

掲示板など様々な手法で、児童虐待防止の啓発を実施しております。また、市内大型ショッピングセ

ンターにて啓発グッズ、リーフレットなどを配布し、児童相談所虐待対応ダイヤル「189」の周知と児

童虐待未然防止に努めております。 

相談業務を担う職員の専門性を高めるためには、大阪府をはじめとした関係機関が実施する各種研

修会に職員を派遣して、能力向上を目指しております。また、児童虐待相談に対応する職員が、保育・

教育機関を巡回しながら、要支援・要保護児童の早期発見・早期対応に努めており、他機関の職員の

方々と「顔の見える関係」の構築を心掛け、連携強化を図っております。さらに、要保護児童対策地

域協議会の機能強化として、在宅児や特定妊婦に特化した会議の新設や、児童相談所との定期的会議

の開催などを今年度より実施しております。 

泉佐野市（子育て支援課、地域共生推進課） ※下線部追加 

児童虐待を未然に防ぐため、かねてより「児童虐待防止法」及び「オレンジリボン運動」について、

「広報いずみさの」の誌面や市民が参加する各種研修会・懇談会において啓発活動を行っております。 

令和 2 年度からは、知事をトップとした「大阪児童虐待防止推進会議」が設置されたことを受け、

市長が運動期間にオレンジリボン運動のジャンパーを着用のうえ、啓発活動を牽引し、オール大阪と

しての取組みに参画しております。 

今年度は、ホームページやＳＮＳを活用し、活動の様子や体罰防止の法定化について啓発を行い、

南海「井原里」駅前で、市長及び部長級職員による早朝駅前広報活動において、児童虐待防止に関す

る記事を掲載した広報紙と啓発物品（マスクケース）を配付し、虐待の未然防止に努めております。 

また、相談業務を担う職員について、引き続き、採用補充を図るとともに現職職員は専門性を高め

る研修等の受講等を行い、家庭児童相談室の機能を強化するとともに、児童虐待及びヤングケアラー

等の早期発見・早期対応に努めてまいります。 

お住まいの地域の包括支援センターでは、妊娠届の受付や母子健康手帳の交付を保健師等の専門職

が面接を行い、伴走型相談支援の流れや利用のできる子育てサービスなどの情報提供を行っておりま

す。その中で妊娠期からフォローの必要な妊婦さんについては、早期に子育て支援課や健康推進課に

情報提供を行い、連携を図る中で、虐待の早期発見や切れ目ない支援につながるよう取り組んでおり

ます。 

地域の中で全世代型の相談窓口である包括支援センターが子育て等の相談を受けている中で、虐待

の恐れがある場合や経済的な問題や障害を持っているなど複合的な課題を抱える世帯では、子育て支

援課、健康推進課や学校教育等関係機関と情報共有を行い、連携しながら支援に努めております。 

泉南市（家庭支援課） ※従前と変わらず 

11 月 1 日から 30 日までの間、オレンジリボンキャンペーンとして、市役所、幼稚園、保育施設、

小中学校、駅前を含む公共施設等で児童虐待防止の重要性を周知するため、ポスターの掲示、のぼり

の設置、ティッシュの配布等による啓発活動を行いました。また、オレンジリボン啓発ジャンパーの

着用による啓発活動を実施しました。 
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新型コロナウイルス感染拡大の影響により、学校等の休業や外出自粛が継続する中、「子ども見守り

強化アクションプラン」(子発 0427 第 3 号令和 2 年 4 月 27 日厚生労働省子ども家庭局長)に基づき、

学校等と連携を強化し、虐待の早期発見による未然防止に努めています。 

阪南市（こども支援課） ※従前と変わらず 

児童虐待相談件数が増加傾向にある。そこで、「児童虐待防止法」や国民の通告義務の啓発・広報の

徹底を図るとともに、児童虐待防止をよびかける「オレンジリボン運動」を推進し、新たな未然防止

策を講じること。また、増加する相談業務に適切に対応するため、児童福祉司、児童心理司、相談員

を増員し、児童虐待の予防的な取り組みや介入の徹底など児童相談所の機能を強化するとともに、相

談業務を担う職員の専門性を高める研修等を実施すること。加えて、虐待の早期発見を図るとともに、

新型コロナウイルス感染拡大の影響により在宅時間が増えることによる虐待事案も見られることか

ら、学校との連携を強化し、早期発見による未然防止に努めること。 

【回答】 

 児童虐待防止の啓発については、広報誌及び市ウェブサイトへの掲載の他、各関係機関におけるパ

ンフレットやポスターの設置等により、市民への周知を行っており、オレンジリボン運動については

特に児童虐待防止推進月間となる毎年 11 月に、市役所ロビーや関係機関等に啓発ポスターの掲示を

行い、協力依頼を実施しています。 

また、増加する相談業務に対しては、平成 30 年度以降、体制を強化し、現在は、保健師、社会福祉

士、公認心理師の有資格者 3 名が、定期的に専門性を高めるための研修を受講しながら、適切な対応

を実施しています。 

加えて、学校等の各関係機関とも連携を図るとともに、新型コロナウイルスの感染症拡大により外

出自粛などが広がったこと等を受け、令和 2 年度に、自宅から相談を受けることができるリモート相

談の体制を整えており、虐待事案の未然防止・早期発見に努めています。 

田尻町 ※従前と変わらず 

本町においては、児童虐待防止推進月間には広報誌による啓発や各種団体の協力による街頭啓発等

「オレンジリボン運動」に係る啓発活動を行っております。 

また、子育て世代包括支援センターとして妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を各所属の

専門職等と連携しながら虐待予防・早期発見・早期支援に努めるとともに、適宜会議や研修などでス

キルアップを図っております。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により懸念される虐待についても、学校も含む所属機関等との

より一層の連携強化により未然防止に努めてまいります。 

熊取町（子育て支援課） ※下線部追加 

現在の子育て支援課の相談体制といたしましては、平成 28 年 8 月、「子育て世代包括支援センター

（通称：すくすくステーション）」を開設、平成 30 年 4 月には、「子ども家庭総合支援拠点」を開設

し、保健師を中心とした乳幼児期における支援と、社会福祉士をはじめとする児童相談業務に従事す

る相談員が同じ課で連携をとりながら訪問や面接を行うなど、妊娠期から子育て期のあらゆる相談に

一体的に対応できる組織となっております。 

児童相談部門には、社会福祉士を配置するとともに、国から勧奨されているスーパーバイザーを平

成 23 年度からすでに配置しています。また、研修体制においては、要保護児童等への支援を適切に図

ることを目的に、市町村が設置・運営する「子ども相談ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）」

に研修が義務づけられたこともあり、子育て支援課の専門職が順次研修を受講し、相談対応の強化を

図りました。 

児童虐待防止対策については、11 月の児童虐待防止推進月間にあわせ、コロナ禍でありながらも熊

取駅での啓発や施設へののぼりの掲揚、また、『オール大阪』の一斉取組みに参画し、町長がオレンジ

ジャンパーを着用して公務を行うなどの啓発に取り組んでいるところでございます。 

また、令和 4 年度には「子どもの権利に関する条例」を施行し、「子どもの権利」、「子どものまわり

の様々な立場の人たちの役割」に加え相談先を明記したリーフレットを作成し、小・中学生に配布す

るとともに、児童虐待防止推進月間と同じ 11 月の「熊取町子どもの権利月間」に「子どもの命の大切

さを考える集い」などを開催し、一般の方々にもリーフレットを配布し周知・啓発に努めています。 
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この他「子ども相談ネットワーク会議（要保護児童対策地域協議会）」の仕組みの中で、令和元年度

からモニタリングシートを導入し、保育所や幼稚園、学校と書面でやりとりをして、早期発見、支援

ができる体制の充実を図りました。 

今後も行政だけでなく、様々な団体の協力を得ながら児童虐待防止や早期発見、相談体制を維持す

ることと併せて、専門相談や巡回相談、保育所や学校・相談機関が一体となった子ども家庭相談を実

施し、児童虐待防止施策を推進してまいります。 

岬町（しあわせ創造部） ※従前と変わらず 

本町においては児童虐待の予防、早期発見、適切な対応を行うため家庭児童相談員を増員して配置

するとともに、必要に応じて虐待対応外部アドバイザーの助言を受けています。 

また、要保護児童対策地域協議会を設置しており、大阪府子ども家庭センターや、各自治体の児童

相談所や担当部局間での情報共有を図り、医療機関や警察署との連携もとりつつ、今後も児童虐待へ

の早期対応と防止に努めてまいります。また、虐待を防止し切れ目のない子育て支援を行うため、本

町では子育て世代包括支援センターを設置し、保健センターにおいて、母子保健型として妊娠・出産

包括支援事業、産前産後ケア事業、産後健診、新生児聴覚検査費用助成を実施しています。 

今後につきましても、第 2 次次世代育成支援行動計画及びみさき健やか親子 21 後継計画に基づき

事業を推進してまいります。 

 

⑦ヤングケアラーへの対策について ＜新規＞ 

「府立高校におけるヤングケアラーに関する調査結果」を踏まえ、実態件数の把握と迅速な社会的・経

済的支援を行い、子どもたちが教育の機会を奪われることのないよう、社会的孤立を防ぐ支援を早急に行

うこと。加えてヤングケアラーは、子ども自身や家族が「支援が必要な状況である」認識していない場合

が多いことからも、地域包括支援センターを拠点として福祉、介護、医療、教育等の様々な機関と連携し、

早期発見が可能な仕組みを構築するとともに、相談体制を強化すること。 

また学校や地域での早期発見につながるよう、具体的な事例や概念について広く周知を行い、理解促進

に努めること。 

（回答） 

貝塚市（福祉総務課 子ども福祉課 学校教育課）  

介護、医療、教育等の支援関係機関と連携し、ヤングケアラーの早期発見に繋げ、家族の状況や支

援の有無などの情報を収集するとともに、可能な限り本人や家族のニーズを確認しながら、当事者の

意思を尊重した支援を進めるよう努めてまいります。 

小中学校に対しては、教育委員会が発行している機関紙にヤングケアラーに関する特集記事を掲載

するなどして、理解啓発に努めています。また、各校の学校だよりにヤングケアラーに関する相談窓

口の一覧も掲載しております。 

泉佐野市（子育て支援課）  

本市におきましては、ヤングケアラーを含む支援対象児童の問題に対し、要保護児童対策地域協議

会が、岸和田子ども家庭センターや泉佐野保健所、小・中学校などの教育機関、また庁内組織として

は教育委員会や健康福祉部の各課と連携を図りながら、実態把握に努め、適切な支援や対応を講じて

いるところであります。 

国におきましては、「ヤングケアラー支援体制強化事業」として、ヤングケアラーの実態調査や福祉・

介護・医療・教育等の関係機関職員がヤングケアラーについて学ぶための研修等を実施する自治体に

対して財政支援を行う事業を新たに創設するなどの支援策が示されていることから、本市におきまし

ても、国の補助事業の活用も検討しながら、今後も引き続き、小・中学校等の教育機関をはじめ、基

幹包括支援センターいずみさのや中学校区ごとに設置している地域型包括支援センターなどの関係機

関と連携を図り、ヤングケアラーの実態把握に努めるとともに、ヤングケアラーの心身の負担軽減と

子どもの生活環境改善のために既存の支援サービスに適切につなげていけるよう努めてまいります。 

また、ホームページ等を活用して、市民に対してヤングケアラーに関する認知を深めてもらうとと

もに、相談窓口の周知を図っています。 
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泉南市（家庭支援課、指導課）  

11 月 1 日から 30 日までの間、オレンジリボンキャンペーンの一環としてヤングケアラーの概念等

について広く周知するため、小中学校を含む公共施設等にポスターの掲示やチラシの配架を依頼し、

啓発に努めました。 

ヤングケアラーについては、日頃からの子どもの状況把握と調査により把握しています。把握した

場合は、家庭児童相談員とも共有し、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと協働す

るなど、子どもの気持ちに寄り添った支援につなげる体制を整備しています。 

阪南市（介護保険課、市民福祉課、学校教育課）  

地域包括支援センター等関係機関に対し、訪問介護等の介護保険サービス等の提供時に、小中学生

等の子どもだけでいる状況が頻繁に続くような場合には、市への連絡について協力依頼し、状況によ

って各関係機関につなげる等、ヤングケアラーの問題解決に取り組んでいます。 

 また、重層的支援体制整備事業の「くらし丸ごと相談室」において地域包括支援センターや自立相

談支援機関などの多機関と連携してヤングケアラーについても対応しているところですが、多機関が

連携することで、「支援が必要な状況である」と認識していないケースの早期発見にも努めてまいりま

す。 

 加えて、校長会、生徒指導担当者連絡会、スクールカウンセラー連絡会やスクールソーシャルワー

カー連絡会等を通じ、教職員や学校に関わる専門家のヤングケアラーに関する正しい理解の促進を図

るため、情報共有に努めているところです。 

市内のヤングケアラーや、ヤングケアラーの疑いに関連する情報を集約するとともに、実施した支

援実績などを関係機関などで共有することで、支援を必要とする子どもをできるだけ早期に支援につ

なぐことのできる体制を構築してまいります。 

田尻町  

本町においては、ヤングケアラーの状況について要保護児童対策地域協議会及び児童家庭相談とい

った従来の枠組みの中で状況を把握することに努めております。さらに把握したケースについては、

当該枠組みを活用して関係機関等と連携し、対応にあたることとしています。 

また、ヤングケアラーに係る理解促進のため、チラシ配布等の啓発を適宜行ってまいります。 

熊取町（子育て支援課、学校教育課）  

熊取町では、令和 4 年度に「子どもの権利に関する条例」を施行し、「子どもの権利」、「子どものま

わりの様々な立場の人たちの役割」を年齢に応じた内容で 3 種類のリーフレットを作成し、そのうち

小学校 5 年生から中学校 3 年生用、高校生世代以上用にはヤングケラーに関する説明を加え、小・中

学生には学校で、一般の方々には「熊取町子どもの権利月間」事業の「子どもの命の大切さを考える

集い」などで配布し周知・啓発に努めています。 

 一方、学校においては、児童・生徒に対して、学校生活・家庭生活に関するアンケートや学級担任

等による教育相談を定期的に実施し、児童・生徒の実態把握に努めております。また、スクールカウ

ンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門家も活用しながら、町の福祉部局とも連携し、多

面的な視点から支援できるよう体制を整備しております。  

各担当者会や連絡会にて、ヤングケラーに関する情報提供や事例検討会などの研修を行い、教職員

等への理解促進に努め、ヤングケアラーを早期に発見し、適切な支援につなげてまいりたいと考えて

おります。 

岬町（しあわせ創造部）  

大阪府が実施した、府立高校におけるヤングケアラーに関する調査結果によると、「世話をしている

家族がいる」と回答した者は、回答者約 8 万人のうち、9,236 人、これは 11.4%になります。約 1 割以

上の子どもが、親の介護等のため、学業に影響が出ていることを表していると思われます。 

本町においては、現在、教育委員会や福祉、子育て担当部局等と連携し、ヤングケアラーの早期発

見に努めているところですが、今後、更に体制強化に努めてまいります。 

また、社会的・経済的支援や、具体的な事例の周知については、先進自治体の調査・研究に努めて

まいります。 
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（7）自殺念慮者に対する相談体制の強化について ＜継続＞ 

相談者に対応する相談員の増員や研修制度の充実、さらにはＳＮＳによる相談体制を充実するなど、相

談体制を強化すること。あわせて、相談員のメンタルヘルス対策も充分に行うこと。また、相談者が抱え

る個々の事情により沿った支援を行うために、大阪府や、ＮＰＯなどの民間団体と連携するとともに、取

り組みに対する支援を行うこと。 

（回答） 

貝塚市（障害福祉課） ※従前と変わらず 

本市では、令和 3 年度よりスマホやパソコンから簡単な質問に答えることで、こころの状態をチェ

ックできるシステムを導入し、本システムを利用して相談窓口へつなぐ取り組みを実施しているとこ

ろです。また、自殺対策を行っているＮＰＯ法人から講師を招き、毎年、ゲートキーパー養成研修会

を開催しています。今後もこれらの取り組みを継続してまいります。 

泉佐野市（地域共生推進課） ※下線部追加 

自殺対策支援事業を委託実施する基幹包括支援センターに専用相談窓口を設置し、自殺に関する悩

みを抱える方に対して対面、電話、メール等のツールにより、個々の相談に応じ関係機関と連携を図

りながら、自殺に対する相談支援体制を強化してまいります。 

また、自殺対策に携わる行政関連機関や民間支援団体等に対する人材養成に係る事業として、ゲー

トキーパー養成講座等を実施し、自殺や自殺関連事象に対する正しい知識の普及啓発に努めてまいり

ます。 

泉南市（保健推進課、人権推進課） ※従前と変わらず 

本市では、市相談窓口職員、相談支援センターや地域包括支援センター職員等を対象に、ゲートキ

ーパー研修等を毎年度実施し、また事例検討等も行い、いろいろな相談を受けた者が、支援が必要な

人に気づき、寄り添い、必要な人には必要な機関へつなぐ役割を果たせるよう努めています。 

 また、各相談窓口のチラシを学校や各窓口にて配布し、広報紙やウェブサイトを通じて、周知を図

っています。専門的な相談体制については、府と連携の強化を図ります。 

相談員に対しては、相談者に必要な援助とサポートを行うことができるように相談技術のスキルア

ップのため講座を開催し、相談業務の強化と充実に努めています。また、年に数回の自殺対策連絡会

議において、関係機関との連携を図っています。 

阪南市（健康増進課、政策共創室） ※従前と変わらず 

自殺予防対策の一環として、毎年 9 月の自殺予防週間に合わせて、本市の公用車に自殺予防キャン

ペーンのマグネットを掲示し啓発するとともに、市役所や保健センターにポスター掲示や窓口に相談

連絡先の一覧を記載したチラシを配架しています。 

また、相談対応にあたる職員は大阪府が実施する研修を受講するなど引き続き相談体制の充実に努

めるとともに、ＮＰＯ法人などの民間団体との情報共有に取り組んでまいります。 

田尻町 ※従前と変わらず 

相談者が抱える個々の事情に沿った支援に対応できるよう田尻町いのち支える自殺対策計画に沿っ

て、大阪府等と連携しながら相談体制の充実に取り組んでまいります。 

熊取町（健康・いきいき高齢課） ※従前と変わらず 

Ｗｅｂ上でメンタルチェックシステム「こころの体温計」を運用することにより、住民が 24 時間、

365 日利用することができ、チェック内容も「本人」、「家族」、「子育て中の母親」、「ストレス対処」、

「アルコール」とそれぞれの悩みに合ったものを選択でき、システム利用後は、チェック結果ととも

に相談窓口の案内を行っています。 

また、町内大学、町立小中学校、乳幼児健診、妊婦健診等で、啓発チラシを配布することにより、

上記「こころの体温計」や各種相談窓口の案内を実施しています。 

岬町（しあわせ創造部） ※下線部追加 

本町は令和元年 3 月に岬町自殺対策計画を策定し、「誰も自殺に追い込まれることのない岬町」を目

指して、自殺対策を推進しています。令和 6 年度には第 2 次計画の策定を予定しており、大阪府及び

地域の関係団体と連携を図りつつ取組の強化に努めます。 
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４．教育・人権・行財政改革施策 

（1）指導体制を強化した教育の確保と資質向上について ＜継続＞ ★重点項目 

少人数学級による子どもの学びの質を高めるために教員や支援員の確保と同時に教員の長時間労働を

是正するための客観的な勤務時間管理を行い、「在校等時間の上限（月 45 時間、年 360 時間）」を遵守す

ること。 

また、教職員の欠員対策については、代替者が確実に確保できるよう、課題解決をはかるとともに、子

どもの貧困、虐待、自死に関する対策を進める意味からも、すべての学校にスクールカウンセラー（ＳＣ）

及びスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の早期配置、もしくは拡充を行うこと。また、ＳＣ及びＳＳ

Ｗの十分な人材確保へ向けた養成・育成について取り組むこと。 

（回答） 

貝塚市（学校教育課） ※従前と変わらず 

本市では出退勤管理システムを導入して客観的な勤務時間管理を行っております。今後も全教職員

の在校等時間を把握し、長時間労働の是正に努めてまいります。また、教職員の欠員対策につきまし

ては、今後も府に要望するとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等専門人

材をすべての学校へ早期に配置するよう国や府に要望してまいります。 

泉佐野市（教育総務課、学校教育課） ※下線部追加 

きめ細かな指導を充実させるため、平成 28 年度には小学校 3・4 年生を対象に、平成 29 年度からは

小学校 3～6 年生に対象を拡大して市独自の予算で 35 人学級を実現するための講師の配置を実施して

います。また令和 2 年度からは中学校において、小中連携・生徒指導機能充実の為に市独自の予算で

各校 1 名ずつの講師を配置しております。子ども一人ひとりと向き合い、きめ細かな教育を実践して

いくためには、学校現場を支える教職員の確保が不可欠であることから、国・府に対して新たな定数

改善計画の策定を、引き続き要望してまいります。 

 教職員の勤務時間については令和元年度からＩＣカード式タイムレコーダーにより客観的に把握

し、令和 2 年度には「業務の適切な管理等に関する規則」を策定し施行しております。その中で在校

等時間についての上限原則を定めており、引き続き時間外在校時間の縮減を推進したいと考えており

ます。 

 教職員の欠員対策については府教育委員会との連携はもとより、各大学やＯＢ・ＯＧとの連絡を

密にとるなど様々な対応を行っていますが、講師不足の折、確実な確保に時間を要しているのが現実

です。欠員解消に向けて引き続き努力を続けるとともに、府に対して事前任用制度の継続や産休対応

以外への適応拡大、拡充、並びに確実な講師確保対策等の取組について引き続き要望してまいります。 

さまざまな課題を抱えた児童生徒の背景には家庭の要因があることも多く、関係機関と連携が必要

なケースは増えていると認識しております。また、いじめ、不登校、児童虐待など、子どもたちを取

り巻く問題の多様さや、学校だけでは対応困難な実情についても認識しております。 

 財政状況の厳しい中ですが、ＳＣにつきましては、各中学校区配置の府費ＳＣに加え、2018 年度

より市費のＳＣを 1 名増員して 3 名としており、2020 年度に続き、2022 年度にも予算を拡充し、更に

府費ＳＣを複数の小学校にも配置する等、拡充に努めております。 

また、ＳＳＷにつきましては、2019 年度より 5 名を配置し、各中学校区に派遣することにより、府

費配置人員と併せた 6 名の体制にて福祉の視点による支援を進めており、2021 年度からは緊急支援枠

としての予算を拡充しております。今後も、継続的な配置に努め、支援を進めてまいります。 

泉南市（指導課） ※下線部追加 

少人数学級編制による少人数の集団は子ども達や保護者から高い評価を得ています。学校現場を取

り巻く課題が複雑化し、教職員の多忙化が進んだ実態を踏まえると、自治体による教員配置に格差が

生じてくることは義務教育の本質に係ることであり、その意味においても、令和 2 年度からは小学校

において 35 人学級編制が国により順次行われています。 

また、平成 29 年 9 月から全校一斉退庁日および部活動休養日（ノークラブデー）を全校一斉に実施

しており、仕事と生活のバランス良い働き方ができるよう、学校長を通じ指導しています。併せて、

今年度は、ストレスチェック事業を実施（11 月下旬予定）し、府費負担教職員の健康管理に努めます。 
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教職員の欠員対策については、任命権者である大阪府教育庁が定める制度を活用し、欠員を生じさ

せないよう努めます。なお、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの全校配置につい

ては国や府の動向を注視するとともに、機会を通じて要望します。 

阪南市（学校教育課） ※下線部追加 

少人数での学級設置については、子ども一人ひとりにより丁寧できめ細かい指導ができることから、

学習面・生活面において良好な結果が現れ、非常に有効であると認識しています。 

教員の確保については、国・大阪府の加配教員を有効に活かし、子どもの学びの質を高める取組を

進めており、また、支援員の確保についても、様々な補助金や交付金を活用して、確保に努めていま

す。  

 教員の長時間労働の是正については、タイムカード等により客観的な勤務時間管理を行い、長時間

労働になっている教員への働きかけを行うとともに、「一斉退勤日」や「学校閉庁日」、「阪南市部活動

の在り方に関する方針」に基づく「休養日」等を実施してきました。さらに令和 3 年の 1 月から「音

声ガイダンスによる電話対応」も行っています。また、これら教員の働き方改革の取組について保護

者や地域の皆様のご理解を得るために、文書配付を行っています。 

また、令和 4 年 4 月から「校務支援システム」の本格的運用を開始し、勤務時間管理も、タイムカ

ード等によるものから校務支援システム等による管理に移行しています。導入した校務支援システム

を活用し、今後も教員の長時間労働の是正に向けて取り組んでまいります。 

 教職員の欠員対策については、講師確保等欠員解消の努力を継続するとともに、効果的な対策を大

阪府に要望してまいります。 

スクールカウンセラー（ＳＣ）については、各中学校において年間 35 回、各小学校においては年間

17 回配置しています。スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）については、各中学校区に年間 25 回

程度配置し、専門家と連携した支援を行い、教員のアセスメント力や生徒指導力の向上を図り、虐待

も含めた支援を要する子どもや家庭の早期発見や早期支援を行っています。 

また、学校教育にかかる専門家連絡会などを定期的に開催し、ＳＣやＳＳＷの資質向上に努めると

ともに、よりよい支援の方法などについて、共有しています。 

田尻町 ※従前と変わらず 

少人数学級編制については、令和 3 年度より国に先駆けて小学校全学年において 35 人学級を実施

しています。そのために、町単費での講師の採用を行い、子どもの学びの質を高め、教職員の長時間

労働是正に努めています。また、本町では、校務支援システムの中で勤務時間の管理を行ったうえで、

超過勤務時間の縮小を図っています。今後も取組みを継続しながら、教育の質的向上をめざしてまい

ります。 

また、本町は小学校・中学校がそれぞれ 1 校のためスクールカウンセラー及びスクールソーシャル

ワーカーについてはすでに配置済みであり、児童虐待、不登校、いじめなどのさまざまな問題に対応

できるよう適切な支援を行っております。 

熊取町（学校教育課） ※下線部追加 

小中学校の学級編制については、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する

法律」で定められており、令和 3 年 4 月より、小学校の学級編制の標準が段階的に 35 人に引き下げら

れ、令和 7 年度には小学校全学年において 35 人学級編制を実施することとなりました。これに伴い、

令和 3 年度は小学 1・2 年で、令和 4 年度は小学 1 年～3 年において 35 人学級編制を実施しておりま

す。今後も指導方法の工夫改善の加配も活用しながら、子どもたちの生きる力を育むために、児童生

徒一人ひとりにきめ細やかな指導を行うなど教育の質の向上をはかってまいりたいと考えておりま

す。 

町立学校においては、タイムカードを活用し、客観的に全教職員の勤務時間数を把握するとともと

に、全校一斉退庁日の設定や外部人材の活用、教育委員会主催会議や文書の縮減等、「町立学校におけ

る働き方改革の進め方」（令和 4 年 6 月）に基づく取り組みを着実に進め、教職員の長時間労働解消に

努めております。 

また、現在、小学校 5 校と中学校 1 校に 6 名のスクールソーシャルワーカー、中学校 3 校と小学校

2 校に 5 名のスクールカウンセラーを配置しております。 
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今後も子どもたちが安心して学校生活が送れるよう、引き続き学校体制を充実させるとともに、必

要に応じて他機関と連携しながら対応してまいります。 

現在の課題に対応できるよう、国や府の動向に注視するとともに、他市町とも情報交換を密にしな

がら、実効性のある対策を行いたいと考えております。 

岬町（教育委員会事務局） ※下線部追加 

本町におきましては、大阪府の指導方法の工夫改善定数等を活用し、加配教員を配置することで、

きめ細かな少人数指導を行なっております。教員の勤務時間管理については、勤怠管理システムを導

入し、客観的な管理を行うとともに、在校等時間の上限を定めた要綱を作成し、上限時間の遵守に努

めております。また、夏季休業中の学校休業日の設定や留守番電話を導入するなど働き方改革の取り

組みを進めているところであります。スクールカウンセラー（ＳＣ）及びスクールソーシャルワーカ

ー（ＳＳＷ）につきましては、町内の小学校・中学校・幼稚園に配置し、児童生徒へのカウンセリン

グや教職員及び保護者に対する助言・援助等を行っております。 

 

（2）奨学金制度の改善について ＜継続＞ ★重点項目 

給付型奨学金制度のさらなる対象者や支給金額の拡充を、積極的に国へ求めること。また、従来から

の支援制度のみならず、地元企業に就職した場合の奨学金返済支援制度の創設を検討するなど、新たに

市独自の返済支援制度を検討すること。加えて、コロナ禍によって返済が困難な労働者に対する返済猶

予措置を講ずること。 

（回答） 

貝塚市（学校教育課） ※従前と変わらず 

奨学金制度の拡充については、国に要望してまいります。地元企業に就職した場合の奨学金返済支

援制度を含めた市独自の返済支援制度については、今後の課題であると考えております。コロナ禍に

おいて返済困難な労働者に対しては、今後も返還計画の見直しも視野に入れた相談を行ってまいりま

す。 

泉佐野市（学校教育課、まちの活性課） ※従前と変わらず 

令和元年度より「泉佐野市奨学金基金」を活用する事業として、「給付型奨学金」を創設しました。

この事業は、将来の夢を見据えながら真摯に学習や課外活動に取り組んでいる泉佐野市立中学校 3 年

生の生徒の高校進学時に要する費用の一部を給付し、次世代を担う人材の育成に寄与することを目的

としています。今後も、本事業の目的とする教育の機会均等及び人材育成の観点に基づき制度拡充に

向け、先進事例などを研究し検討してまいりたいと存じます。 

今年度も、昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響のため、保護者の経済的負担軽減

策として、「泉佐野市貸付型奨学金」において、①一括方式による貸付②返済期間の猶予、等の臨時対

応を行っております。今後も、状況に応じ家庭の経済的支援を行ってまいります。 

平成 29 年度から文部科学省が給付型奨学金、所得連動返還型奨学金制度を導入し、その制度が充実

されたところでございますが、そもそも、学費負担、という意味合いでの奨学金制度に公正さが求め

られると理解しています。一方で、地元企業に就職した場合の支援制度の創設は、一定の定住促進の

効果があると考えますが、先進地の事例等を検証し、その効果や課題を検討してまいりたいと考えま

す。 

泉南市（指導課） ※従前と変わらず 

「奨学金」制度の充実は利用者にとって重要なことと認識しています。その改善について、機会を

通じて要望します。 

阪南市（学校教育課） ※下線部追加 

本市独自の返済支援制度創設については、本市の厳しい財政状況を鑑みますと難しい状況にあると

考えています。給付型奨学金制度や所得連動変換方式など新たな奨学金の制度については、情報把握

に努め、本市教育委員会の窓口等においても丁寧な周知・相談活動を行っているところです。 

また、給付型奨学金制度のさらなる対象者や支給金額の拡充、奨学金返済支援制度等に関わりまし

て、貧困の連鎖や教育格差が生じないための財政措置について、国や大阪府に要望するとともに、情

報を収集し、調査、研究してまいります。 
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田尻町 ※下線部追加 

総務省「奨学金を活用した若者の地方定着促進要綱」に基づき、町独自の定住促進事業として、奨

学金の返還支援を令和 6 年度実施に向けて検討してまいります。また現在返還が困難となっている方

については、減額返還制度や返還期限猶予制度等が設けられていることから、相談があった際には制

度周知に努めるともに、今後も、経済状況が厳しい世帯の学生であっても学業を断念せず、安心して

進学・就職できるよう要望活動等を進めてまいります。 

また、本町独自施策として、がんばる若者応援制度と題し、学業優秀にも関わらず、経済的な理由

で学費の支弁が困難な学生や、高い意欲を持って勉学に励まれている学生に対し、返還不要の奨学金

制度を令和 5 年度より開始いたします。 

熊取町（学校教育課） ※従前と変わらず 

国内において、近年の厳しい経済情勢下やコロナ禍による家計の急変などにより、奨学金の希望者

が年々増加していること、奨学金制度を活用している者及び返済困難な者が増加してきている現状に

ついては、認識しています。 

家庭の経済状況により進学を諦めることのないよう、奨学金制度の情報を提供していくとともに、

安心して勉学に励めるよう、また返済に追われることなく健康で文化的な生活を送れるよう、要望活

動等を行っていきます。 

岬町（総務部、教育委員会事務局） ※下線部追加 

給付型奨学金制度をはじめとする各種の奨学金制度については、窓口等において周知を継続すると

共に、制度の拡充について、引き続き国に対して働きかけをしてまいります。本町における奨学金返

済支援制度につきましては、令和 4 年度より、同年 4 月以降より返済を開始した方について、就職先

が町内外に限らず、返済額の一部を支援する制度を既に設けております。 

 

（3）労働教育のカリキュラム化について ＜新規＞ ★重点項目 

ワークルールや労働安全衛生等、働くことに関する知識を深め活用できるよう、労働教育のカリキュラ

ム化を推進すること。また、労働組合役員や退職者などの経験豊富な外部講師を登用した出前講座や職場

見学・職場体験などを含め、働くことの意義や知識を学ぶ時間を設定すること。 

（回答） 

貝塚市（学校教育課）  

現在、小中学校においては、キャリア教育の一環として、働くことの意義や職業に関する知識につ

いて学ぶ機会を設けています。その中で、地域の事業所の経営者や多様な職種に従事している卒業生

等を招き、出前授業や聞取り学習を実施する中で、働く上でのやりがいや苦労、具体的な仕事内容等

について学んでいます。また、実際に事業所を訪問し、仕事体験をさせていただくなどの取組みも合

わせて行っている学校もございます。今後も、児童生徒の発達段階に応じて、働くことの意義や知識

を深める教育の充実に努めてまいります。 

泉佐野市（学校教育課）  

平成 29 年告示の小学校・中学校学習指導要領総則では「特別活動を要としつつ各教科等の特質に応

じて、キャリア教育の充実を図ること」が明示され、特別活動（学級活動）に「一人一人のキャリア

形成と自己実現」に関する内容が位置付けられました。 

本市においては、キャリア教育の推進に向けて、同じ中学校区のこども園、小学校、中学校の担当

者が集まり、互いに意見を出し合い考え、校区の「めざす子ども像」や全体指導計画を作成し、中学

校区でそれぞれの校園種が共通の視点をもって各校園での取組みを系統的に進めているところです。 

また、キャリア教育の場面において、学習や活動の内容を記録し振り返ることは、児童生徒にとっ

ても、教員にとっても意義のあることだと言えます。学校では、学習状況やキャリア形成を見通した

り、振り返ったりしながら、自身の変容や成長を自己評価することができるように、その時々の活動

を児童生徒が個々で記録し、蓄積していくポートフォリオを「キャリアパスポート」と呼んで活用し

ています。今後も、子どもたち一人ひとりが身につけた知識・能力を能動的に活用し、生き方を選択・

決定できる力の育成、及び体験活動を通じて将来の夢や希望を抱き、実現に向けて取り組む態度を育

む教育の充実に努めてまいります。 
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泉南市（指導課）  

近年、新型コロナウイルスの影響もあり、中学生の「職業体験」が実施できていませんでした。し

かし、今年度より再開している学校もみられます。企業からゲストティーチャーを招いて、「勤労・生

産」について講義をしていただく学校も多く、この取組は小学校でも積極的に行われています。 

来年度は、自校での実践が他校とも情報共有できるよう各校の担当者に指示をします。取り分け小

中連携を意識し、中学校区で同一の企業にゲストティーチャーを依頼する等の工夫も示していきます。 

阪南市（学校教育課）  

出前講座や職場見学・職場体験などについては、各校の実態に応じ、外部講師を招くなど取組を実

施しています。職業差別などを含めた、働くまでに知っておくべきことなどの内容を含めたキャリア

教育や進路指導の取組について、今後も充実させてまいります。 

田尻町  

労働に関する学びについては、小学校では 6 年生の社会科において、憲法における働く義務・権利

及び団結する権利について学習しています。中学校では公民科において、職業の意義と役割、雇用と

労働条件の改善、勤労の権利と義務、労働組合の意義、労働基準法の精神について学習し、また、雇

用を取り巻く問題として、終身雇用、雇用の流動化、男女の雇用形態と賃金格差、派遣労働者、外国

人労働者についても学んでいます。 

労働に関する体験活動については、令和 2 年度より中学校において従来の職場体験から、学校と役

場・地域が連携しながら地域課題を探求する学習に転換し、学習を通して、単発的に学習するのでは

なく、地域課題解決のために生徒と大人たちが何度もミーティングを重ねながら学習することが出来

ており、働くことの意義や尊さをリアルな環境で生きた力として学ぶことができています。今後も国

や大阪府、近隣市町村の先進事例を参考にしながら、地域に応じた支援に努めてまいります。 

熊取町（産業振興課）  

学校教育現場でキャリア教育の一環として職場体験学習など各小中学校で実施しておりますが、今

後教育委員会等の関係部署と連携し、労働教育のカリキュラム化について検討してまいります。 

岬町（教育委員会事務局）  

本町では、子どもたちが自らの未来を切り開き、社会においてその力を発揮できるよう、各小中学

校において「キャリア教育」の全体計画を基に、社会的・職業的自立に向け体系的・系統的な教育を

推進しております。 

今後も主権者教育の観点も踏まえキャリア教育・法教育の充実を図ってまいります。また、小中学

校におきましては、町内事業所の協力を得て、職場見学・職場体験を実施し、勤労観・職業観の育成

や地域社会への関心の向上等を図っております。 

 

（4）消費者教育の推進について ＜新規＞ 

成年年齢が引き下げられたことにより、知識や経験不足に乗じた悪徳商法などによる若年層の消費者被

害の拡大が強く懸念されている。とくに高校生や大学生への消費者教育は急務となっていることから、教

育現場への啓発活動や支援などの拡充に加え、家庭でも消費者教育を学ぶことができる教材を作成するな

どの対策を講じること。 

（回答） 

貝塚市（学校教育課 青少年教育課）  

消費者教育については、学習指導要領において、小学校では家庭科で「売買契約の基礎」について、

中学校では社会科（公民的分野）で「消費者の保護」について、家庭科で「消費者被害」について取

り扱うこととなっており、本市でも学習指導要領に準じて授業を行っています。 

また、教材については、文部科学省のホームページに掲載されている「消費者教育の推進について」

の資料等も、必要に応じて活用するよう各学校へ周知しています。 

さらに高校生や大学生に対しては、ＡＶ出演強要問題や「ＪＫビジネス」問題等の悪徳商法に関す

る注意喚起を表示したポスターやリーフレットを掲示・配布することにより、消費者被害の予防・啓

発を行ってまいります。 
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泉佐野市（まちの活性課）  

本市は消費生活センターを設置し、消費生活における悪徳商法などの被害防止と生活の安全確保に

取り組んでいます。また、市民を対象に各種の情報提供や消費者教育講座を実施しています。 

情報提供の具体的な取り組みとしては、市内の 20 箇所ほどの、公共施設だけではなく商業施設にも

ご協力をいただきパンフレットラックを設置しています。そこにさまざまなパンフレットを配架し入

れ替えを行っています。さらに、毎月 1 回、消費生活メールを送信して注意喚起を行い、広報いずみ

さのに毎号、啓発記事を掲載しています。また、消費者教育講座の取り組みとしては、消費生活相談

員が講師になって実施する出前講座を行っています。 

成年年齢の引き下げにかかる取り組みとしては、前述の取り組みに成年年齢の引き下げについて盛

り込むとともに、市内の高校や大学に支援を含めた情報提供を行っています。 

泉南市（産業観光課）  

成年年齢引き下げによる若年層に対する消費者教育の重要性は認識しており、新成人および市内小

中学校へ啓発グッズや啓発チラシを配布しています。今後も引続き、関係機関と情報共有を図り、消

費者教育の推進に努めます。 

阪南市（生活環境課）  

国や大阪府、関係機関等と連携を図り、窓口・広報誌・市ウェブサイト等の媒体を活用し啓発活動

に取り組むとともに、若年者を対象とした教材の活用について教育現場と情報共有を図ってまいりま

す。 

田尻町  

成年年齢が引き下げられたことにより、未成年者取消が出来なくなった相談事例も出て来ているな

ど、若者に対する消費者教育の重要性が増しております。今後も国や大阪府、関係団体と連携して情

報収集に努めるとともに、広報やホームページによる啓発活動等を実施してまいります。 

今後も府内及び近隣市町村の先進事例を参考にしつつ、地域にあった取組みを検討してまいります。  

熊取町（産業振興課）  

若年層向けの消費者教育としては、消費者月間などに実施の一般向け講座やミニ講座に加え、子ど

もの頃から消費者意識を身につけるきっかけとして取り組んでいる小中学校への出前講座を実施のほ

か、希望に応じて実施している、児童・保護者を対象とした講演会や地域や大学等での出前講座を設

定するなど、引き続き若年層に向けた消費者教育にも努めてまいります。 

岬町（都市整備部）  

教育現場にてポスターを掲示し若年層に消費者被害を認知してもらうなどの啓発活動の実施に努め

るとともに、家庭での消費者教育ができる教材の作成を検討するなど対策に努めてまいります。 

 

（5）人権侵害等に関する取り組み強化について 

①差別的言動の解消に向けて ＜補強＞ 

大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例が施行されているものの、ヘイトスピーチをはじめとする差別行

為は無くなっていない。そこで、あらゆる差別の解消に向けＳＮＳやインターネット上に氾濫する差別

の実態を把握するとともに、差別解消に向けた具体的施策を講じること。さらには、無意識による無理

解や偏見による言動も差別に繋がることから、人権意識の向上へ向けた周知を行うこと。また近年、イ

ンターネット上の人権侵害事案も多発していることから、2022 年 4 月施行の「大阪府インターネット上

の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」の趣旨をふまえ、実効性ある施策を推進するこ

と。 

（回答） 

貝塚市（人権政策課） ※下線部追加 

ヘイトスピーチをはじめあらゆる差別の解消に向けて、引き続き教育の充実やセミナー開催などを

通して啓発活動に取り組んでまいります。マイクロアグレッションなど無意識の言動による差別につ

いても広報により合わせて啓発してまいります。また、近年増加しているインターネット上での誹謗

中傷や差別等に対しましては、府条例の趣旨をふまえ、市民が被害者にも加害者にもなることのない

よう、大阪府と連携しながら、インターネット上の人権侵害の解消に努めてまいります。 
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泉佐野市（人権推進課） ※従前と変わらず 

外国人差別解消を目的とした啓発冊子、人として生きる 43「だれもが幸せに暮らせるまち」を作成

し、泉佐野市人権対策本部人権問題懇談会等の機会に市民への啓発活動に努めています。 

また、市の広報 11 月号においてヘイトスピーチゆるさへん！「大阪府ヘイトスピーチ解消推進条

例」啓発推進月間について周知を行っています。 

泉南市（人権推進課） ※下線部追加 

本市では、平成 29 年 8 月に泉南市人権行政基本方針、令和元年 8 月に泉南市人権行政推進プランを

策定し、「外国人の人権」についても取組むべき主要課題の 1 つとして掲げています。今後も人種や民

族、宗教、生活習慣の違い等に起因する差別を解消するための施策の推進に努めます。 

また、昨年度にはアンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）、マイクロアグレッション（些細

な攻撃）をテーマにした講座を実施し、今年度にはインターネットによる人権侵害に関する講演会を

実施するなどしています。 

今後も市民の人権意識の向上に向けた啓発・周知を推進していきます。 

阪南市（人権推進課） ※下線部追加 

ヘイトスピーチをはじめとする差別行為、無意識による無理解や偏見による差別解消のため、市民

対象の人権啓発講座「ヒューマンライツセミナー」において、在日外国人の人権をはじめ、様々なテ

ーマを取り上げ啓発に取り組んできました。また、インターネット上に氾濫する差別の実態を把握す

るため、令和元年 11 月から、インターネット上におけるモニタリング調査を行っています。 

 また、「大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」について

は、庁内人権行政推進委員会において研修を行いインターネット・リテラシーの向上啓発に取り組ん

でいます。 

加えて、「ヒューマンライツセミナー」等の講座開催時には、人権三法はじめ感染症による偏見解消

他のリーフレットを参加者に配布し、あらゆる差別についての啓発に努めています。 

田尻町 ※下線部追加 

ヘイトスピーチは、差別を助長するおそれがあることから決して許されない行為であると認識してお

ります。深刻な人権侵害であるヘイトスピーチに関しては、大阪府をはじめ近隣市町や関係機関と連

携・協力を図りながら、広報誌やホームページへの啓発記事の掲載、啓発ポスターの掲出など様々な

機会を通じ啓発に努めているところです。 

公共施設管理者を含む職員に対してもヘイトスピーチが施設内において起こることがないよう、引

き続き周知徹底してまいります。 

また、インターネット上では、個人や不特定多数の方などを誹謗中傷したり、差別したりする深刻

な人権侵害事象が多数発生していると認識しております。 

本町では、大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例について

周知を図るとともに、インターネット上における部落差別・人権侵害の解消に向け、研修に参加する

など、啓発を進めることや人権侵害事案の発生・発覚時への対応に備えているところです。また、イ

ンターネット上の人権侵害事案が発生した場合には、法務局や大阪府など関係機関と連携し、人権侵

害を受けた方からの相談なども含め、対応してまいりたいと考えております。 

今後も引き続き差別のない心豊かな人権のまちづくりに積極的に取り組んでまいります。 

熊取町（人権・女性活躍推進課） ※下線部追加 

特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動であるヘイトスピーチについては、決して許される

行為ではないため、本町では、町広報誌および町ホームページにおいて、令和元年 11 月に施行された

「大阪府人権または民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例」の周知をはじめ

とした、さまざまな啓発に取り組んでいるところです。 

また、近年、インターネット上の人権侵害事案については、人権侵害の実態の把握のため、令和 3

年 1 月から約半年に 1 度程度試験的にモニタリング調査を実施しているところですが、被害者支援等

などを含め、国や大阪府など広域で、より実効性のある体制の確立が必要であると考えております。

引き続き、国や大阪府に対して、体制の確立について働きかけるとともに、先進事例等についても研

究を進めて参りたいと考えております。 
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岬町（総務部） ※下線部追加 

本町では、あらゆる差別をなくし、人権擁護を図ることを目的として「岬町部落差別の撤廃と人権

擁護に関する条例」を制定（平成 6 年）しており、ヘイトスピーチをはじめとするあらゆる差別・人

権問題をなくす対策ならびに周知活動を、国・大阪府・関係機関と連携を図りながら実施し、住民の

人権意識向上に努めてまいります。 

また、近年、インターネット上の人権侵害事案も多発していることから、2022 年 4 月施行の「大阪

府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」の趣旨をふまえ、実効性

ある施策の推進を図ってまいります。 

 

②多様な価値観を認め合う社会の実現に向けて ＜補強＞ 

ＬＧＢＴ等のセクシュアル・マイノリティに対する偏見、差別が根強くあるのは、ＳＯＧＩ（性的指

向と性自認）に対する社会の理解が進んでいないことが原因である。そこで、「性的指向及び性自認の多

様性に関する府民の理解の増進に関する条例」に基づき、人権問題として多様な価値観を認め合うこと

が必要であることから、理解を深めるために、行政・市一体となって意識変革啓発活動に取り組むこ

と。あわせて 2017 年 3 月に策定された「性的マイノリティの人権問題についての理解増進に向けた取

組」方針の検証を行うとともに、見直しにあたってはＮＰＯや有識者など幅広い意見を参考に見直すこ

と。 

（回答） 

貝塚市（人権政策課） ※下線部追加 

令和 2 年 9 月から貝塚市パートナーシップ宣誓制度を導入し、制度の周知及びＬＧＢＴ等セクシュ

アル・マイノリティのかたへの理解促進にむけた啓発に取組んでいるところです。 

令和 4 年 12 月の人権週間には、ＬＧＢＴ当事者を講師として迎え、セクシュアル・マイノリティに

対する差別・偏見がない社会を目指し、より理解を深めるため講演会を開催いたしました。 

今後も性の多様性を認め合える社会の実現に向けて、大阪府の「性的マイノリティの人権問題につ

いての理解増進に向けた取組」を参考に、引き続き市民への周知、啓発を行ってまいります。 

泉佐野市（人権推進課） ※従前と変わらず 

ＬＧＢＴ等のセクシュアル・マイノリティに対する偏見、差別を解消する目的で、人権啓発冊子“人

として生きる”のテーマとして「ＬＧＢＴって知っていますか？」を作成して啓発に努めています。 

また、講演等を通じ、当事者である講師からの貴重な体験談から市民の理解を広める機会を設けて

います。今後も広く市民への理解を図るため、様々な機会を通じ、啓発に努めてまいります。 

そして、市独自の条例制定や「同性パートナーシップ制度」の導入については、他市町村の動向を

注視しつつ、今後、部落差別撤廃人権擁護審議会及び男女共同参画審議会に諮り、委員の皆様からの

ご意見を参考にしながら検討してまいります。 

泉南市（人権推進課） ※従前と変わらず 

本市では、せんなん男女平等参画プランに基づき、性同一性障害を有する方などの人権を尊重する

ため、性の多様性、性的マイノリティの人権問題に関する講座を開催し、市民に対し、様々な性につ

いての理解の啓発に努めています。パートナーシップ宣誓証明制度については、現在、府の制度を運

用しているところですが、各自治体の状況を踏まえ検討します。 

阪南市（人権推進課） ※下線部追加 

多様な性のあり方を当たり前とした社会づくりのため、性的マイノリティについての理解を促進す

るための教育・啓発に取り組むことを重要と考え、本市では、これまで人権啓発講座「ヒューマンラ

イツセミナー」等で、ＬＧＢＴなどの性的マイノリティをテーマに取り上げ、広報誌への啓発記事の

掲載等啓発活動に取り組んでいます。 

また、性的マイノリティの方にとって性自認と一致しない性別を選択記入することは強い心理的負

担であると考え、各種届出書等の調査を行い令和 4 年度より順次、性別欄の排除・見直しを行ってい

ます。加えて、「同性パートナーシップ条例」については、内部にて調査・研究を進めている段階です

が、大阪府とも連携を取りながら性的マイノリティに対する偏見や差別を無くすための啓発活動を行

うとともに、多様な性が尊重されたまちづくり、環境づくりに取り組んでまいります。 
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田尻町 ※下線部追加 

大阪府では、「大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例」が 2019

（令和元）年に制定されるとともに、パートナーシップ宣誓証明制度が導入されました。これらは性

の多様性や性的マイノリティに関する理解促進をめざすうえで大変意義深いものであると認識してお

ります。 

また、大阪府が先行して取り組む府内市町村との連携強化を図っていることについても承知してお

ります。 

本町としましては、先行して取り組む自治体の状況をふまえ、制度の導入や施策の実施について研

究してまいります。 

熊取町（人権・女性活躍推進課）                          ※下線部追加 

本町では、人権啓発情報誌や町ホームページ等において性的マイノリティの人権問題について啓発

を行うとともに、泉佐野・熊取・田尻事業所人権連絡会による事業所向けの研修会や職員の人権研修

においてもテーマとして取り上げるなど、様々な機会を通じ、性的マイノリティに対する理解啓発に

努めており、引き続き、様々な機会を通じて理解啓発に努めて参りたいと考えております。 

また、令和 2 年 1 月から「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」が開始されたことにより、町広

報誌等において広く周知を行うとともに、町営住宅入居者募集時おいて、入居を希望している同性カ

ップルが大阪府または府内自治体によって互いにパートナー関係であると証明された場合、申込を可

能としております。 

また、大阪府に対しては、当事者の抱える様々な課題等に対応するため、同制度がより有効に活用

され、その範囲が明確になるよう要望しているところです。 

引き続き、大阪府と連携しながら、多様な性が尊重される社会の実現をめざし、理解促進への取り

組みを行ってまいります。 

岬町（総務部） ※従前と変わらず 

本町では、「第 2 次岬町男女共同参画プラン」に基づき、男女共同参画社会実現に向けた意識改革の

提案をし、老若男女の問題意識を喚起することを目的として、女性も男性も「いきいき暮らせる社会」

を実現するため、固定的な性別役割分担意識を解消すべく、平成 29 年度には、性的マイノリティに係

る人権問題を、住民の皆様に認識していただきたく、「ＬＧＢＴ」をテーマにした啓発冊子を作成（令

和 4 年度も作成予定）し、町内に全戸配布を実施しました。今後も、ＬＢＧＴ等セクシュアル・マイ

ノリティの方に対する偏見や差別はもとより、すべての人の人権が尊重されるまちづくりを実現する

ため、国・府・関係機関と連携を図りながら、必要に応じた検証と支援、理解促進に努めてまいりま

す。また、「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」に基づいた条例については、当町の状況等踏まえ、

国・府・関係機関と調整を図り検討してまいります。 

 

③就職差別の撤廃・部落差別の解消に向けて ＜継続＞ 

いまだ就職差別については根が深い問題である。そのことからも、公正採用選考人権啓発推進員のさ

らなる拡充を行い、企業への指導を強化すること。また、応募用紙については「統一応募用紙」「厚生

労働省履歴書様式例（2021 年策定）」の使用や面接時における不適切な質問を行わないよう、企業や関

連団体等に対して周知徹底すること。加えて部落差別解消法について、市民に広く周知はもとより、就

職を控えた若年層への就業前教育等で徹底し、あらゆる差別撤廃に向けた施策を講じること。 

（回答） 

貝塚市（人権政策課） ※従前と変わらず 

本市においては、毎年 6 月の就職差別撤廃月間に貝塚市企業人権協議会と連携し街頭での啓発を行

い、広く周知に努めているところです。また、貝塚市企業人権協議会を通して、大阪企業人権協議会

が主催する様々な人権研修会の案内や、市と貝塚市企業人権協議会共催のじんけん入門セミナーの中

で企業向けの内容で開催し、人権について学ぶ機会を提供しています。 

泉佐野市（人権推進課、まちの活性課） ※下線部追加 

平成 5 年に多くの市民及び市議会の賛同を得て制定した「泉佐野市における部落差別撤廃とあらゆ

る差別をなくすことをめざす条例」については、制定から今年の 9 月に 30 年を迎えます。 
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今日の差別の現状に対応するために、部落差別撤廃人権擁護審議会の答申を受け、令和 5 年 3 月の

泉佐野市議会へ本条例の改正（案）を上程する予定です。 

 また、昨年度に実施しました「泉佐野市民の人権に関する意識調査報告書」の結果をふまえて改訂

した「泉佐野市人権教育推進計画」（案）についても、部落差別撤廃人権擁護審議会の答申を受け、令

和 5 年 4 月から本計画を実施していきます。 

部落差別解消推進法については、市の広報 1 月号及び市ホームページ、庁舎での懸垂幕の設置（12

月）により周知を行っています。また、今年度は、あいあい講座において部落差別問題をテーマにし

た講座を開催しています。 

今後も「泉佐野市における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことをめざす条例」、「泉佐野市人

権教育推進計画」等に基づき、あらゆる差別撤廃に向けた施策を取り組んでまいります。 

泉佐野・熊取・田尻事業所人権連絡会と連携し、公正採用選考人権啓発推進員の拡充や公正採用選

考にかかるセミナーの実施や関係団体からの情報提供の共有を行い、就職差別の撤廃及びあらゆる差

別の解消、人権尊重社会の実現に向けた取組を進めてまいります。 

泉南市（人権推進課） ※従前と変わらず 

公正採用選考人権啓発推進員については泉南市事業所人権推進連絡会会員事業所に対し周知を図り

拡充に努めます。部落差別解消推進法についても講座等の受講参加に努め、今後も部落差別の解消に

向けた取組を推進します。 

阪南市（人権推進課） ※従前と変わらず 

本市では、人権啓発講座「ヒューマンライツセミナー」等において、部落差別をはじめあらゆる差

別を無くすための啓発活動に取り組んでいます。また、阪南市事業所人権問題連絡会では、就職差別

の撤廃・部落差別の解消啓発のため、会員事業所への研修事業に取り組んでいます。 

「ヒューマンライツセミナー」等の講座開催時には、部落差別解消法のリーフレットを参加者に配

布するなど、今後とも啓発に努めてまいります。 

田尻町 ※従前と変わらず 

泉佐野市、熊取町、田尻町の事業所で組織する「泉佐野・熊取・田尻事業所人権連絡会」において、

研修会の開催やニュースの発行、街頭啓発などにより就職差別撤廃を企業内外に周知してまいりまし

た。今後も引き続き、啓発に努めるほか、町広報・ホームページ等による啓発も引き続き実施してま

いります。 

部落差別解消法については、これまでも町広報、ホームページへの記事掲載や部落差別をはじめと

する様々な人権課題とともに、講演会や職員研修等を実施してきたところです。今後も差別や人権侵

害のないまちづくりに向け、積極的に取り組みを進めてまいります。 

熊取町（人権・女性活躍推進課） ※下線部追加 

企業の公正採用に向けた啓発については、泉佐野・熊取・田尻事業所人権連絡会の会員事業所へ配

布している連絡会ニュースにおいて、公平な採用選考に関する記事を掲載し周知を行うなど、継続し

て啓発を行っているところです。 

また、毎年 6 月の就職差別撤廃月間にあわせ、熊取駅において街頭啓発を実施し、周知啓発に努め

ているところです。 

また、部落差別解消法の周知については、町広報誌に記事を掲載するなど、広く周知に努めておりま

す。今後も、部落差別をはじめとする、あらゆる差別の撤廃に向け、関係機関と連携しながら啓発を

行ってまいります。 

岬町（総務部） ※従前と変わらず 

本町では、学卒求人の申込みが始まる 6 月が「就職差別撤廃月間」に定められていることを広報誌

等で周知するほか、大阪府や関係機関、本町内の事業所で構成する「岬町事業所人権問題連絡会」と

連携しながら、幅広い啓発活動の展開に努め、就職差別をなくすためには、採用する企業側において、

その社会的責任を果たす取り組みが必要なことはいうまでもなく、一人ひとりが不公正な選考を「し

ない、させない、許さない」という意識を持ち、企業と一体となって就職差別撤廃の気運を盛り上げ

てまいります。また、今後も「部落差別解消推進法」の趣旨を十分認識し、国や大阪府・関係機関と

連携を図りながら、引き続き部落差別問題の解決に向けた施策に取り組んでまいります。 
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（6）財政状況の点検と適正な財政支出について ＜継続＞ 

新型コロナウイルス感染症拡大が長期化する中、市町村は様々な対策を講じ続ける必要がある。しか

し、市町村によっては財政が圧迫され、十分な対策を行うことができないこともありうるため、市町村

における財政状況をつぶさに点検し必要な支援を行うとともに、大阪府に対して、必要な財政支援を強

力に求めること。 

（回答） 

貝塚市（行財政管理課） ※従前と変わらず 

本市財政におきましては、令和 3 年度の市税収入が、新型コロナウイルス感染症拡大前の令和元年

度に比較して 2 億円を超える減少となったほか、市民生活を守るための支援や感染拡大防止に臨時の

費用を要するなど、新型コロナウイルス感染症による影響があったものと考えています。一方で、本

市の行財政改革計画である第三次貝塚新生プランに取り組むとともに、新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金をはじめとする国府の財政措置等を効果的に活用した結果、令和 3 年度決算に

おいては、実質収支の黒字とともに実質単年度収支についても黒字決算となったところです。 

今後は、引き続き第三次貝塚新生プランに取り組むとともに、国府に対しては、新型コロナウイル

ス感染症の状況に応じ、必要な財政措置を迅速に講じるよう要望してまいります。 

泉佐野市（行財政管理課） ※従前と変わらず 

新型コロナウイルス感染症対策については、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金や市基金の活用など、必要な財源を確保したうえで、ワクチン接種の推進やＰＣＲ検査センターの

設置などの施策を実施しています。また、要請にございました、大阪府への要望につきまして、新型

コロナウイルス感染症の感染状況を注視しつつ、必要な施策を検討し、その財源確保に向け積極的に

検討してまいります。 

泉南市（財政課） ※従前と変わらず 

本市においては泉南市健全な財政運営に関する条例に基づき、毎年度、直近の決算状況等を反映し、

中期的な財政収支の見通しを見直したうえで、公表しています。また、財政支援についても、大阪府

に対して継続的に市町村施設整備資金貸付金や市町村振興補助金等について要望を行っており、安定

的な行財政運営が行えるよう、今後も引続き要望します。 

阪南市（行財政構造改革推進室） ※下線部追加 

新型コロナウイルス感染症対策の強化や感染拡大防止のための措置などについては、国・府等の交

付金や制度を活用するとともに、必要に応じて一般財源を投入し、感染拡大の影響を受けている地域

経済や住民生活を支援しているところです。 

今後も、常時、市財政の点検・分析などを行い、支援に必要な財源確保に努めるとともに、国・大

阪府の動向を注視し、財政支援等がなされるよう働きかけてまいります。 

田尻町 ※従前と変わらず 

本町ではこれまでも財政健全化に向けた取り組みを実施し、歳出の抑制と歳入確保に努め、各種基

金により備えてきたことで、新型コロナウイルス感染症拡大への対応ができているものと考えており

ます。 

引き続き、国、府との役割分担のもと、必要な財政支援につきましても、様々な機会をとらえ、要

求してまいりたいと考えております。 

熊取町（財政課） ※下線部追加 

新型コロナウイルス感染症拡大が長期化する中、本町におきましても、厳しい財政状況下にありま

すが、財源確保に努め、昨年に引き続き小中学校給食費無償化を実施するほか、物価高騰の影響を受

けている町内事業者等に対して給付金を交付するなど新型コロナ対策には適切に取り組んでまいりま

した。 

 引き続き、安定的に住民生活・地域経済を支援していくためには、交付金等の財政支援は不可欠な

ものでありますので、今後におきましても、国の動向等に注視しつつ、必要な支援について大阪府な

どに対して要望してまいります。 また、「中長期財政シミュレーション」や「財政状況の見える化」

などを活用することにより、財政状況の把握・分析を行うとともに、健全で持続可能な行財政運営を

行うため、行財政構造改革プランに基づき、行財政改革における不断の取組を進めてまいります。 
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岬町（財政改革部） ※下線部追加 

令和 2 年度・3 年度は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などを活用したことで、

概ね町の負担なしに必要な新型コロナウイルス感染症対策を実施することができました。一方、令和

4 年度においては、コロナ禍が長期化する中、資源高や円安の影響によりエネルギーや食料品といっ

た生活必需品の値上がりが著しく、家計の負担が増加している状況にあります。 

こうした中、コロナ禍に苦しむ住民・事業者を支援するために、新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金を活用しつつも、不足額については財政調整基金を取崩して必要な施策を実施して

おります。本町の極めて厳しい財政状況を鑑み、常に財政状況の点検に努めながら、引き続き必要な

財政支援を求めてまいります。 

 

（7）行政におけるデジタル化の推進について ＜継続＞ 

行政によるデジタル化を推進し、オンライン申請などの利便性を高めることで、行政事務手続きの簡

素化や行政情報へのアクセス向上などに取り組み、デジタルセーフティーネットの構築をめざすこと。

また、デジタル化の推進に伴う情報格差の解消に向けても取り組むこと。 

（回答） 

貝塚市（情報統計課） ※下線部追加 

令和 4 年 5 月の新庁舎の供用開始に合わせ、独自に電子申請システムを導入し、各種オンライン申

請を可能としているところです。このシステムでは、マイナンバーカードを活用し来庁することなく

電子申請できるだけでなく、自宅等において必要な行政手続きを事前に申請し、来庁時には生成され

たＱＲコードを提示するだけで、申請書を迅速に作成できる機能も備えています。行政手続きの簡素

化や利便性の向上を図るためには、住民のオンライン利用率が課題となるため、引き続き利用促進に

努めてまいります。 

デジタル化の推進に伴う情報格差の解消については、令和 4 年度は高齢者向けのスマホ教室を市内

各公民館や市役所で実施するとともに、国の「デジタル活用支援推進事業」を活用したスマホ教室や

相談会を民間事業者と連携して開催したところです。引き続きこの事業の活用を図り、スマホ教室の

開催を継続するなど、デジタル化の推進に伴う情報格差の解消に努めてまいります。 

泉佐野市（総務課） ※従前と変わらず 

令和 2 年 12 月 25 日に政府において「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」が決定され、

目指すべきデジタル社会のビジョンとして「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサ

ービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一人取り残さない、人に優しいデジタル

化～」が示されました。 

 また、令和 4 年 6 月 7 日、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が閣議決定され、目指すべきデ

ジタル社会のビジョンとして改めて位置づけられました。 

この重点計画及び昨年度に策定した泉佐野市ＤＸ推進全体方針に基づき、本市では「書かない」「待

たない」「行かない」窓口の実現などに向けて、様々な取組を実施していきます。また、デジタル化の

推進に伴う情報格差の解消、いわゆるデジタルデバイド対策については、高齢福祉部門及び社会教育

部門の協力のもとにスマホ教室を展開しており、引き続き実施していきたいと考えています。 

泉南市（総務課） ※下線部追加 

国が推進する子育て・介護関係の行政手続（26 手続）について、オンライン申請が可能となるよう

環境構築を 2022 年度中に行い、2023 年度から運用開始する予定です。また、その他の行政手続につ

いてもオンライン化を検討します。 

情報格差の解消に向けた取組としては、主に高齢者を対象とした「スマホ教室」を 2022 年度中に計

4 回開催しました。2023 年度につきましても、同様の教室の開催を検討します。 

阪南市（行財政構造改革推進室、シティプロモーション推進課） ※下線部追加 

住民等の利便性向上を図るため、24 時間 365 日どこからでもインターネットを通じて申請が可能

な、「行政手続オンライン化サービス」を令和 2 年度に構築し、令和 3 年度から運用を開始していま

す。本年 10 月には新たに各種税証明書交付申請のオンライン化を追加するなど、今後も順次申請可能

な手続を増やしてまいります。 
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また、大手通信キャリア協力の下、高齢者を主なターゲットとしたスマホ講習会等を定期的に開催

いただき、情報格差の解消に向けた取り組みを実施しています。 

田尻町 ※下線部追加 

現在、児童手当に関する諸手続きや妊娠の届出といった複数の業務について、既にマイナンバーカ

ードを活用したぴったりサービスオンライン申請を導入しております。また、マイナポータルからオ

ンラインで転出・転入予約を行うことによる手続のワンストップ化を実施いたします。今後とも、国

の主導の下で、様々な行政サービスのオンライン化を進めていく所存です。 

情報格差の解消に係る対策としては、一例として、マイナポイント等の事業によりマイナンバーカ

ードの利用が必要となった際には臨時で申請用の窓口を設ける等、デジタルデバイスの取扱いに不慣

れな方へのサポートを実施しております。今後も、必要に応じ、臨時窓口の設置等を検討してまいり

ます。 

熊取町（情報政策課） ※下線部追加 

令和 4 年度は、子育て・介護関連手続きについて、マイナポータルからマイナンバーカードを用い

たオンライン手続きを可能とするよう、段階的に実施しているところですが、令和 5 年度においては、

汎用電子申請システムを導入し、より住民の利便性向上に資するようオンライン可能な手続きを拡充

します。また、現在使用中の子育てアプリを機能拡充し、乳幼児の集団健診の予診票について、オン

ラインで事前に回答できるようにし、保護者の負担軽減を図ります。 

 また、デジタル化の推進に伴う情報格差の解消に向け、町内在住のシニアの方を対象としたスマホ

教室やパソコン教室を、令和 5 年度も引き続き継続して実施します。 

岬町（総務部） ※下線部追加 

本町では、令和 3 年度に岬町ＤＸ基本計画を策定し、「みんなでつくる恵み豊かな温もりのデジタル

社会」を基本理念として、デジタル化を通して、岬町にかかわるすべての人が、いつでも、どこから

でも、安全、安心なサービスを享受でき、人々の多様な幸せの実現を目指し、デジタル化の取組みを

進めています。令和 5 年度も、ＤＸ基本計画に基づき、デジタル社会の推進に向けての取り組みを進

めて参ります。 

 

（8）マイナンバー制度の定着と活用について ＜新規＞ 

公正・公平な社会基盤としてのマイナンバー制度の定着と一層の活用に向けて、運用状況や住民からの

意見を丁寧に把握し、必要に応じて、利用範囲や個人情報保護に関し、適切な取扱い行っていくこと。あ

わせて、税務行政体制の効率化をはかるとともに、個人情報の保護体制を強化すること。また、マイナン

バーカードの普及促進をはかるため、プライバシー保護のための安全性の周知と個人情報管理体制の強化

を行うこと。 

（回答） 

貝塚市（政策推進課）  

マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基

盤です。本市では、出張申請サポート、日曜開庁等により、マイナンバーカードの普及促進と制度周

知に努めているところです。またマイナンバーを取り扱う部署においては、行政の効率化、市民の利

便性向上に努めるとともに個人情報管理を適切に行っているところです。今後におきましても、マイ

ナンバーカードのさらなる普及促進を図るとともに制度周知に努めてまいります。 

泉佐野市（市民課）  

マイナンバー制度を利用することで必要な方に迅速に支援ができるよう、デジタル技術を活用し、

効果がより発揮されるサービスを提供していきたいと考えています。また住民の要望、担当職員の意

見なども踏まえ、内部処理の見直しを図りながら利便性追求に偏らず、情報セキュリティの観点から

も検証を行いながら、バランスの取れた自治体ＤＸを推進しマイナンバー制度の定着を図ってまいり

たいと考えています。公正・公平な社会基盤としてのマイナンバー制度の一層の活用に向け、受ける

メリットや安全管理対策を丁寧に伝えながらマイナンバーカードの普及促進を行っていきます。また

個人情報の管理体制については、セキュリティ強化の一環として、自己点検及び監査を実施し、関係

部署とも連携しながらセキュリティの向上を図ってまいりたいと考えています。 
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泉南市（総務課、税務課）  

マイナンバーを利用する事務の範囲はマイナンバー法に定められているため、それらを遵守の上、

取扱います。今後は益々マイナンバーカードの利活用が推進されていくと思われますが、マイナンバ

ーカードに搭載されているＩＣチップにはプライバシー性の高い個人情報は記録されないなど、マイ

ナンバー制度の安全性に関する情報を市の広報紙やウェブサイト等で周知するなど、普及啓発に努め

ます。 

国および関係機関と連携し、税務行政体制の効率化をすすめます。 

阪南市（政策共創室・税務課）  

マイナンバーカードの普及促進に際しては、国の実施するマイナポイント事業への申込支援をはじ

め、広報誌や市ウェブサイトでの周知、民間企業と連携した公民館講座の開設等の取り組みを実施し

ており、今後も一層の普及に努めてまいります。 

マイナンバーカードの活用に当たっては、納税者のサービス向上や税務行政の効率化につながるよ

う、引き続き、証明書の自動交付サービス、電子申告・申請、マイナポータルを利用した税情報の確

認などの周知・啓発に努めてまいります。 

また、国の広報物を活用するなど安全性の周知について引き続き努めるとともに、内部監査を実施

する等、引き続き管理体制の強化を図ってまいります。 

田尻町  

本町では、マイナンバーカードの交付時の本人確認は厳格に行い、暗証番号の取り扱いなども説明

しながら交付をしております。令和 4 年 11 月末時点の申請率は 79.0％、交付率は 67.9％と大阪府内

でトップの申請率及び交付率となっております。 

マイナンバーカードの利用促進については、令和 4 年 10 月 11 日より全国のコンビニエンスストア

等のキオスク端末で、住民票の写し及び印鑑登録証明書の取得が出来るコンビニ交付を開始いたしま

した。 

今後とも、個人情報保護法や国のガイドラインに基づき、マイナンバーカードの利活用等による行

政体制の効率化を図っていくとともに、それと併せて安全性の確保等に係る体制を強化してまいりま

す。 

熊取町（企画経営課、税務課）  

国が示すロードマップに基づきますと、令和 6 年度においてマイナンバーカードと運転免許証との

一体化などが予定されており、本町といたましても、住民の利便性の向上に寄与する社会基盤として、

引き続き、マイナンバー制度の普及促進に努めてまいりたいと考えております。 

 また、マイナンバー制度では、特定個人情報の保護措置として、「制度面における保護措置」と「シ

ステム面における保護措置」の両面で安全対策が図られており、様々な情報セキュリティ対策が実施

され、利用者の安全確保を重要視しております。 

 なお、課税情報や納税義務者等の情報とマイナンバーとの紐付けについては地方税の適正な課税に

資するものであると認識しております。 

したがいまして、納税義務者等のマイナンバーを把握した上で課税情報等とマイナンバーとの積極

的な紐付けを進めてまいるとともに、引き続き安全管理措置を講じてまいります。 

岬町（しあわせ創造部）  

マイナンバー制度は、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会

基盤であります。全国民それぞれに対して付番された固有の 12 桁の識別番号であるマイナンバーは、

行政機関の情報連携をしやすくすることを目的に導入されております。マイナンバー法で定められた

社会保障、税、災害対策分野の事務のみ利用できるなど厳格なルールが定められておりますので、住

民基本台帳法などの関係法令を遵守し適切な取り扱いに努めて参ります。 

マイナンバーカードは、マイナンバーを証明する書類として利用できるだけでなく、本人確認書類

としての利用、各種行政手続のオンライン申請、各種民間のオンライン取引など、日常生活の中で利

用できるように国において広げられると同時に、マイナンバーカードを安全・安心にできるように、

技術面、運用面の観点から安全な利用環境の整備にも取り組まれています。本町では、国と協力して

住民に安全性の周知をはかりながらマイナンバーカードの普及促進に努めて参ります。 
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（9）投票率向上に向けた環境整備について ＜継続＞ 

投票者の利便性と投票率向上の観点から、頻繁に人の往来がある施設に投票所（期日前投票も含む）

を設置すること。 

また、共通投票所の設置拡大ならびに期日前投票の投票時間の弾力的な設定に努めるとともに、施設

側からの投票所設置に伴う公募を行うこと。 

加えて、投開票の簡素化・効率化、疑問票の削減、障がい者の投票参加の拡大などの観点から、投票

方法を自書式から記号式に改め、不在者投票手続きについて郵送に代わるしくみを検討すること。 

（回答） 

貝塚市（選挙管理委員会） ※下線部追加 

本市では、令和 3 年 10 月から南海貝塚駅構内にある「まちの駅かいづか」に期日前投票所を増設

し、通勤、通学に南海電鉄、水間鉄道を利用する選挙人の利便性の向上は図られたものと考えており

ます。なお、期日前投票所を増設したことから、共通投票所の設置や期日前投票所の投票開始時刻の

繰り上げ、終了時刻の繰り下げなど投票時間変更、投票所を設置する施設の公募については考えてお

りません。 

投票方法について自書式から記号式に改めるには、立候補締切後に投票用紙を作成しなければなら

ず、立候補締切から投票日までの期間が短い本市の市議会議員選挙及び市長選挙においては準備が困

難であること、また、これまで選挙機器類や電算システムを整備することにより、投開票作業の迅速

化・効率化を図ってきたこと、さらに、候補者の氏名等を記載することができない選挙人について

は、投票所の事務に従事する者が、投票の秘密に配慮しつつ代筆する代理投票の対応を行っているこ

とから、記号式投票の導入は考えておりません。当面、投票制度をめぐる国の動向を注視してまいり

ます。 

不在者投票手続きのうち、投票用紙等の請求については、令和 5 年執行の統一地方選挙からマイナ

ンバーカードによるオンライン申請が利用できます。当面、投票制度をめぐる国の動向を注視してま

いります。 

泉佐野市（選挙管理委員会事務局） ※従前と変わらず 

市内 35 か所の投票所については、投票者の利便性と投票率の向上を考慮して、町会館、公民館、学

校施設等に設置するとともに、頻繁に人の往来がある施設である市役所内と南海泉佐野駅付近施設の

2 か所に期日前投票所を設置しております。 

 共通投票所の設置、期日前投票の投票時間の弾力的な設定及び投票所設置に伴う公募については、

運用に伴う経費の増大やセキュリティ面での課題を克服する必要があり難しいと考えますが、今後も

近隣市町の動向を注視してまいります。 

記号式投票については公職選挙法第 46 条の 2 に定めがあり、地方公共団体の議会の議員及び市長

の選挙にのみ認められていますが、点字投票、期日前投票及び不在者投票を除くとされております。

記号式投票及び不在者投票手続きについては、公職選挙法に基づいて実施しなければならないため、

よりよいしくみを検討されるよう全国市区選挙管理委員会連合会を通して国に対し要望してまいりま

す。 

泉南市（総合事務局） ※従前と変わらず 

従前より、市内大規模商業施設における期日前投票所設置を検討してきたところですが、今後も引

続き、導入および維持に係る費用と、選挙人の利便性向上や、それに伴う投票率の向上などの費用対

効果を十分検討しつつ、低コストでの実施方法や、導入済みの自治体での事例を研究し、期日前投票

所の増設に向けて取組みます。 

共通投票所の設置については全投票所のネットワーク構築が前提となり、費用が多額にのぼるため、

現在の本市の状況においては消極的に捉えています。ただし、将来的には現投票所施設の老朽化、人

口減少等により、市全体の公共施設等の最適化計画に合わせた投票区および投票所施設の見直しを推

進する必要があり、検討が必要なものと考えています。 

投票方法、不在者投票手続きに関しては、一部法改正が必要なものがあります。総務省「投票環境

の向上方策等に関する研究会」が、平成 30 年 8 月にまとめた報告書に不在者投票に関する内容が盛り

込まれていますので、同報告書の内容を反映した改正法が施行された際には、適切に対処します。 
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阪南市（行政委員会事務局） ※従前と変わらず 

市内22箇所の投票所については、投票者の利便性と投票率向上を考慮して各行政区内の住民センタ

ー等に設置するとともに、頻繁に人の往来がある施設である市役所内に期日前投票所を設置していま

す。 

 共通投票所の設置、期日前投票の投票時間の弾力的な設定及び投票所設置に伴う公募については、

運用に伴う経費の増大やセキュリティ面での課題を克服する必要があり難しいと考えますが、今後も

近隣市町の動向を注視してまいります。 

 記号式投票については公職選挙法第46条の2に定めがあり、地方公共団体の議会の議員及び長の選

挙にのみ認められていますが、期日前投票と不在者投票を除くとされています。 

記号式投票及び不在者投票手続きについては、公職選挙法に基づいて実施しなければならないため、

より良い仕組みを検討されるよう全国市区選挙管理委員会連合会を通して国に対し要望してまいりま

す。 

田尻町 ※下線部追加 

本町においては、頻繁に人の往来がある施設としては、役場、総合保健福祉センター、公民館があ

り、これらはすべて投票所としています。 

共通投票所の設置については、本町の町域が狭小であること、頻繁に人のお往来がある施設は町域

中心部に集中し、既に投票所としていることから設置の予定はございません。 

期日前投票の投票時間については、期日前投票所が 1 か所であり、また、夜間の投票者が少ないた

め、現状どおりの投票時間を考えております。 

施設側からの投票所設置に伴う公募については、前述のとおり、頻繁に人の往来がある施設をすべ

て投票所としていることから、公募の予定はございません。 

投票方法の記号式については、国政選挙が自書式であるため、町の選挙のみを記号式にすると、投

票者の混乱を生じる懸念があり、記号式投票を導入するのであれば、国政選挙を含めた、すべての選

挙において導入することが望ましいと考えております。 

不在者投票手続きについては、現時点においては、対象者が少数であるため、直接又は郵便等によ

る請求としていますが、国のデジタル・ガバメント実行計画において、自治体の業務システムの標準

化・共通化が掲げられているため、その動向を注視してまいります。 

熊取町（総務課） ※従前と変わらず 

平成 31 年度統一地方選に係る全国的なアンケート調査（明るい選挙推進協会発行 第 19 回統一地

方選挙全国意識調査）の結果によると、若年世代の投票参加率が低く、また投票を棄権する理由につ

いては、投票環境の整備より、選挙に関する関心度の低さに起因するものが多数を占めている状況で

あることから、本町選挙管理委員会としては、今後の投票率の向上に向けて、投票環境の整備だけで

はなく、若者の期日前投票立会人の公募など、若年世代をターゲットにした、選挙に関する関心度の

向上施策に取り組んでまいります。 

また、記号式投票については、地方公共団体議会の議員又は長の選挙にのみ認められたものであり

ますが、衆議院議員選挙や参議院議員選挙と投票方法が異なること、また記号式投票への変更を実施

したとしても、期日前投票及び不在者投票は自書式投票のままとなり、混乱を招くおそれがあること

等の理由により自書式投票から変更の予定はありません。 

不在者投票に係る投票用紙等のオンライン請求については、選挙人の利便性の向上を図るため実施

に向け検討してまいります。 

岬町（総務部） ※下線部追加 

本町では、投票者の最寄施設である集会所等に投票所を設けており、比較的身近に投票所を設けて

いる状況にあります。共通投票所の設置については、二重投票防止のための措置が必要であることな

ど、課題があると認識しています。 

投票方法については、公職選挙法の規定にもとづき、適切に対応してまいります。なお、本町では、

不在者投票の請求手続きをオンライン上でも行うことができ、また、期日前投票所の投票立会人の公

募を行うなど、選挙を身近に感じてもらい、投票率を向上させる取り組みを行っております。 
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５．環境・食料・消費者施策 

（1）食品ロス削減対策の効果的な推進に向けて ＜継続＞ ★重点項目 

これまで大阪府の「食品ロス削減ワーキングチーム」が精力的に取り組んできた食品ロス削減対策を継

続的に実施するとともに、「おおさか食品ロス削減パートナーシップ制度」による「パートナーシップ事

業者」を拡大していくため、外食産業をはじめとする食品関連事業者に積極的な働きかけを行うこと。 

また、市民に対し「食べ残しゼロ」を目的にした「3010 運動」については、コロナ禍において運動の広

がりが困難であるが、アフターコロナに向けて引き続き効果的な啓発活動を実施するとともに、「食べき

り」を促進することに併せ、食品ロスを無くすための「持ち帰り」を基本とする環境整備を進めること。 

また、コロナの影響で農作物の破棄も見受けられることから、有効に活用できる方策も検討すること。 

（回答） 

貝塚市（廃棄物対策課） ※下線部追加 

本市では、令和 2 年 3 月 31 日付で閣議決定された「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」

に基づき、一昨年から広報かいづか 10 月号に「食品ロス削減月間」と題し、賞味期限と消費期限の違

いについての理解促進、また、家庭の冷蔵庫を整理し期限間近の食品や使いかけの野菜を使い切るな

ど、食品ロス削減に取り組む記事を掲載するとともに、ホームページに「3010 運動」についての推奨

を行うなど、食品ロス削減に向けた啓発に取り組んでおります。 

泉佐野市（環境衛生課） ※従前と変わらず 

事業所から発生する食品廃棄物の削減を目的とした長期保存冷蔵庫購入助成金制度を継続するほ

か、食品リサイクル法に基づく取り組みや、その他市として取りうる手段・方法について検討してま

いります。 

泉南市（清掃課） ※従前と変わらず 

引続き食品ロス削減に向け、広報紙やウェブサイトでの啓発、小学校での出前授業やイベントにて

「食べ残し・食べきり」等促進の啓発に継続的に取組みます。 

また、「持ち帰り」の環境整備および「農作物の破棄」については、関係部署とも連携を図り食品ロ

ス削減に努めます。 

阪南市（資源対策課） ※下線部追加 

食品ロス削減対策として、市ウェブサイトに「食品ロス削減の取組み」のページを設け「おおさか

食品ロス削減パートナーシップ制度」並びに「食品ロス削減レシピ」を活用した啓発を行うとともに、

市内小学生を対象とした「できることからやってみよう！食品ロス削減ポスターコンクール」を実施

するなど、食品ロス削減に向けた取組みを推進しています。 

今後も、市民の皆さんが取り組めるような「食べきりレシピ」や冷蔵庫での保管方法等を紹介する

とともに、アフターコロナに向けて「3010 運動」や「食べきり」、「持ち帰り」の継続的な促進を図っ

てまいります。 

田尻町 ※従前と変わらず 

食品ロス削減については、昨年度同様、広報等において、家庭での普及活動を行っているところで

す。また、事業所を含めての本町の取組みについては、田尻町廃棄物処理基本計画の今後の見直しの

中で検討していく予定であります。さらに、農作物の破棄に伴う有効活用においても、農業所管部署

との情報共有等を行ってまいります。 

熊取町（環境課） ※下線部追加 

食品ロス削減における本町の取組みについては、第 2 期熊取町一般廃棄物処理基本計画（中間見直

し版）や令和 2 年 5 月策定の熊取町エコプロジェクトに基づき、以下の啓発活動を積極的に実施して

います。 

【主な取組】 

 外食産業をはじめとする食品関連事業者への積極的な働きかけについては、食べ残しの持ち帰り容

器提供、容器持参の認可や小盛り対応等の取組みに協力可能な飲食店を登録する「熊取町ｍｏｔｔＥ

ＣＯ食べきり協力店制度」を創設し、町内各店舗に赴き登録の協力を呼びかけ、約 30 店舗の協力可能

店に「ｍｏｔｔＥＣＯ」ステッカーや啓発ポスター等を配布しました。 
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住民への周知啓発については、上記ステッカーや啓発ポスターの掲載をはじめ、町制 70 周年記念事

業で作成した町内飲食店掲載冊子「ぱど」の中で、「おいしく楽しく食べきろう！」の呼びかけなどを

行いました。   

このように全戸配布である当該冊子への掲載や広報紙、ホームページへ掲載することにより、効果

的な住民への啓発活動を実施し、「食べきり」の促進や「持ち帰り」を基本とする環境整備を進めてい

ます。 

【その他の取組】 

①「毎週月曜日は“食べマンデー”」 

・「毎週月曜日は“食べマンデー”」をキャッチコピーとして、広報やホームページへの啓発記事掲載、

町内小中学校や公共施設への啓発ポスター掲示、環境フェスティバルでの啓発パネルの展示や本部

テントでのチラシ配布によるＰＲの実施など積極的に推進しています。 

②「冷蔵庫スッキリ！レシピ」の作成 

・食品ロス削減に関するアンケートを実施し、本町の住民の方が捨てがちな食材を把握したうえで、

その食材を利用した熊取町オリジナルの「冷蔵庫スッキリ！レシピ」を熊取町食生活改善推進協議

会の協力のもと作成しており、広報、ホームページ等で公開しています。 

③食品残渣分析調査の実施 

・令和 3 年 2 月に環境省による食品ロス実態調査支援事業を活用し、食品残渣分析調査を実施済みで

ある。これにより明らかになった本町における一般家庭から排出される可燃ごみの食品ロス割合な

どの調査結果をホームページに掲載しました。 

・上記調査時に撮影した、まだ食べられるのに捨てられている農作物や食品残渣の実態写真を用いた

ポスターを各公共施設や各小中学校で掲示し、周知啓発を行っています。 

以上、食品ロス削減の啓発に努めているところであり、今後においても、あらゆる機会を通して、

継続して啓発に努めてまいります。 

岬町（しあわせ創造部） ※従前と変わらず 

食品ロス削減に向けて、住民や事業者に対する理解と取り組みを推進するため、大阪府をはじめ関

係機関と連携した啓発活動や手法等について検討してまいります。 

 

（2）フードバンク活動の課題解決と普及促進について ＜継続＞ 

2019 年 5 月に成立した「食品ロス削減推進法」に則り、フードバンクに対する具体的な支援を行って

いくこと。また、コロナ渦におけるフードバンク活動団体が抱える課題を解決するための相談窓口や活動

の関係者で構成する協議体の設置を検討すること。加えて、活動に対する社会的認知を高めるための啓発

を強化すること。 

また、「フードバンクガイドライン」の策定によって支援のあり方が効果的になっているか検証を行う

とともに、活動に対する社会的認知を高めるための啓発を強化すること。 

（回答） 

貝塚市（福祉総務課、廃棄物対策課） ※従前と変わらず 

大阪府や近隣市町の動向を注視し、フードバンクをはじめとする民間団体やＮＰＯ法人などとの連

携及び本市の教育委員会や関係部局との連携も含め、今後の取組みのあり方について、研究をしてま

いります。 

泉佐野市（おもてなし課、地域共生推進課） ※下線部追加 

市の委託事業にて、令和 4 年度より、フードバンクを設置し運営を開始しています。地域内で、参

加頂ける企業は増加傾向で、それに伴って、入荷・譲渡量も増加の傾向です。 

また、農林水産省にフードバンク登録されＨＰで活動を紹介頂いたことや、市の広報を活用して、

社会的認知も高まりつつあります。 

大阪いずみ市民生活協同組合様と締結した「食糧等分配支援事業に関する協定書」に基づき、「こど

も食堂」及び「生活困窮者等の保護と自立の促進を図る事業」を対象として、生協様の宅配事業での

入荷した食品のうち使用されなかった安全な食糧を無償で提供いただいております。 
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泉南市（生活福祉課） ※従前と変わらず 

本課が自立相談支援事業等を委託している事業者にて現在フードバンクを行っているところです

が、清掃課よりにおいて廃棄食料をフードバンクに活用する構想があり、清掃課と委託先事業者にて

協定を結び廃棄食料をフードバンクに活用するための準備を進めているところです。 

 本市にてフードバンクを行っている事業者が前述委託事業者のみであり、その事業者とは常に情報

交換を行っていることから現時点では協議体設置の予定はありません。 

 また、社会的認知向上については、現在行っている広報活動の強化充実に取組みます。 

阪南市（資源対策課） ※下線部追加 

平成 29 年 10 月に、フードバンク事業を実施している大阪いずみ市民生活協同組合と本市において、

食材を無料で提供していただいだける要援護者食糧等分配支援事業に関する協定を締結し、職員が定

期的に和泉市にある生協の物流センターに食料品を頂きに上がり、直接運搬し、その後、市で保管す

ることにより、困窮されている方々に対し迅速な対応が可能となっています。 

また、阪南市社会福祉協議会においても、令和元年 7 月に、同生活協同組合と協定を締結し、市内

の子ども食堂の食材として、運営団体と社会福祉協議会職員が協力して、定期的に生協の物流センタ

ーへ食料品をいただきに行っているところです。 

田尻町 ※従前と変わらず 

現在、本町内においては、フードバンク活動団体はありません。 

今後、当該活動を希望する団体に対しては、町として可能な支援の検討を行ってまいります。 

熊取町（環境課）                               ※下線部追加 

本町では、「熊取町エコプロジェクト」に基づき、令和 2 年 10 月より役場、ふれあいセンター、公

民館、図書館、体育館、煉瓦館、駅下にぎわい館の町内公共施設に食品回収（フードドライブ）窓口

を常設しており、この活動で回収した食品を月に一度、町内の子ども食堂やフードバンクＯＳＡＫＡ

へ提供しているところです。 

今後においても、「食品ロス削減推進法」の理念を念頭に、ごみダイエットの推進とともに食品ロス

削減において、フードバンクＯＳＡＫＡ等と連携体制を維持しながら、町内イベントや広報、ホーム

ページなどを通じて社会的認知を高めるための普及啓発等に努めてまいります。 

岬町（しあわせ創造部）                            ※従前と変わらず 

食品ロス削減に向けて、住民や事業者の取り組み等を推進するため、大阪府をはじめ関係機関と連

携した啓発活動や手法等について検討してまいります。 

 

（3）消費者教育としての悪質クレーム（カスタマーハラスメント）対策について ＜継続＞ 

「サービス等を提供する側と受ける側がともに尊重される消費社会」の実現をめざし、一部の消費者

による一般常識を超えた不当な要求や、異常な態様の要求行為等の悪質クレーム（カスタマーハラスメ

ント）の抑止・撲滅を推進すること。具体的な取り組みとしては、市独自の判断基準の策定を行うとと

もに、消費者に倫理的な行動を促すための啓発活動や消費者教育を行うこと。 

（回答） 

貝塚市（福祉総務課） ※従前と変わらず 

本市では、悪質クレーム対策に特化した取組みは行っておりませんが、市内商業施設や公共施設に

消費者問題に関する様々なパンフレット等の配架や広報誌及びホームページへの記事掲載を通じて、

消費者への情報提供、啓発に努めております。 

また、消費者教育の一環として、講演会を開催するなど、消費者としての知識・情報を深める機会

を提供し、消費者教育の推進に取り組んでおります。 

泉佐野市（まちの活性課） ※従前と変わらず 

消費生活センターを中核として相談業務・啓発の充実をはかり、消費者教育の一環として悪質クレ

ームの抑止・撲滅等を推進するため、高齢者から子どもまであらゆる世代の消費者へ適切な情報提供

や注意喚起を促すよう取り組んでまいります。 
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泉南市（産業観光課） ※従前と変わらず 

現在、消費者庁事業の消費者の倫理的消費の項目の中にはカスタマーハラスメント防止のための啓

発は含まれていないため、行っていません。 

阪南市（生活環境課） ※下線部追加 

市独自の判断基準の策定については、国の「対応困難者への相談対応標準マニュアル」や「カスタ

マーハラスメント対策企業マニュアル」、大阪府等の動向を踏まえ検討するとともに、消費生活センタ

ーの役割や消費者の役割について啓発を行い、消費者教育に努めてまいります。 

田尻町 ※従前と変わらず 

悪質クレーム対策や消費者教育については、一般消費者も互いの立場を尊重し合う社会を構築する

事が求められており、今後も国や大阪府、関係団体と連携して情報収集するとともに、広報やホーム

ページによる啓発活動等を実施してまいります。 

熊取町（産業振興課） ※従前と変わらず 

本町の消費生活センターは消費者被害の未然防止を目的として設置されておりますが、消費者によ

る一般常識を超えた不当な要求や、異常な態様の要求行為などの悪質クレーム（カスタマーハラスメ

ント）の抑止・撲滅の推進については、消費者教育の充実の一環として検討してまいります。 

また、町独自の判断基準の策定については、他市町村の状況も確認し、研究してまいります。 

岬町（都市整備部） ※下線部追加 

本町におけるカスタマーハラスメントの抑止・撲滅を推進するため、カスタマーハラスメント対策

に関する情報を町広報紙やホームページにおいて情報提供するように努めてまいるとともに、国にお

いて実施されているカスタマーハラスメント対策の状況を踏まえ、本町の実情に即した対策に努めて

まいります。 

 

（4）特殊詐欺被害の未然防止の対策強化について ＜継続＞ 

大阪府域では、高齢者等が狙われる特殊詐欺の被害が多発しており、未然防止対策の強化が求められる。

特殊詐欺の新たな手口や形態を把握し、消費者に対する迅速な情報提供や注意喚起を効果的に行うこと。

新型コロナウイルス感染症拡大に乗じた特殊詐欺が発生しており、新たな手口への注意喚起を積極的に行

うこと。 

この間、ＳＮＳやアプリなど、幅広い広報媒体を活用して周知をはかっているが、高齢者については、

そうした媒体の利用については低いと思われるので、従来型のチラシ・ポスターでの周知の充実もはかる

こと。 

（回答） 

貝塚市（危機管理室 福祉総務課） ※従前と変わらず 

本市では、特殊詐欺や悪徳商法の撲滅を目的に、広報紙及びホームページに記事を掲載するととも

に、公共施設にパンフレットを配架し、消費者への情報提供、注意喚起を行っております。また、新

型コロナウイルス感染症拡大に乗じた特殊詐欺についての注意喚起についても既に実施しておりま

す。さらに、警察と連携し、年金支給日にあわせた街頭啓発活動に取り組んでおります。 

泉佐野市（自治振興課） ※従前と変わらず 

特殊詐欺の被害防止対策としまして、啓発チラシ等を配布するとともに、青色防犯パトロール車両

により市内全域の巡回時において、啓発アナウンスを行っております。今年度も新型コロナウイルス

感染症拡大に乗じ、特に高齢者を狙った還付金詐欺が多発しており、新たな手口への注意喚起アナウ

ンスを行っております。さらに、特殊詐欺に係る広報啓発及び注意喚起等を連携して実施するために、

本市、泉佐野警察署、防犯協議会、事業所防犯協会、社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、泉

佐野市町会連合会、泉佐野商工会議所、大阪タオル工業組合で、特殊詐欺被害防止対策協定を締結し

ております。また、平成 29 年に迷惑電話防止装置 300 台を購入し、65 歳以上の市民に無償貸し出し

を継続して実施しており、振り込め詐欺などの被害防止対策を講じております。 

泉南市（産業観光課、生活福祉課） ※従前と変わらず 

特殊詐欺対策として有効な留守番電話の効果的な使い方などをはじめとした様々な悪質商法の被害

防止をチラシやウェブサイト、ＳＮＳを活用して啓発に努めます。 
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詐欺被害について、警察や防犯委員会と協力し、啓発に努めます。自動通話録音機の無償貸し出し

や、購入補助等については実施していません。 

阪南市（生活環境課） ※下線部追加 

広報誌や市ウェブサイト、ＳＮＳ等を活用し、増加傾向にある相談事例、特殊詐欺や新型コロナウ

イルス感染症拡大に便乗した新たな詐欺の手口等について紹介し、注意喚起に努めています。加えて、

チラシや「悪質な訪問勧誘お断りステッカー」の配布等により、詐欺手口の周知啓発、被害の未然防

止に努めてまいります。 

田尻町 ※従前と変わらず 

特殊詐欺被害の未然防止対策や消費生活に係る被害防止対策については、広報やホームページでの

啓発に加えて、啓発物品等による啓発も行っています。また、消費生活相談については、相談員が国

や大阪府、関係機関と連携することで、引き続き本町に適した消費者施策を研究し、効果的に取組め

るよう努めてまいります。 

熊取町（危機管理課）                             ※下線部追加 

住民の方や泉佐野警察署などからの不審電話の発生、特殊詐欺事案の多発等に関する連絡に応じ、

熊取町安全パトロール隊によるパトロールにあわせて、詐欺の手口や不審電話の対応など、車載スピ

ーカーによる音声広報を行い、啓発に努めております。 

さらに、防災行政無線による特殊詐欺事案発生の注意喚起を行っており、加えて、町広報紙への啓

発記事の掲載や回覧板により新たな手口も踏まえた注意喚起やチラシの配布、町施設でのポスター掲

示や啓発物の設置なども行っております。 

今後も、泉佐野警察署等と緊密な連携を図りながら、安全・安心なまちづくりに取り組んでまいり

ます。 

岬町（都市整備部、まちづくり戦略室） ※従前と変わらず 

町内で特殊詐欺の情報があった場合は、泉南警察署と連携し、防災行政無線等において情報提供及

び注意喚起を行っています。また、自動通話録音機の無償貸し出しや注意喚起ティシュの配布などに

より被害の未然防止に努めています。今後も、関係部局などと連携を図り、特殊詐欺に係る情報の共

有を迅速に行うことで未然防止対策に努めるとともに、広報や町内イベント等を活用し広く注意喚起

を行うよう努めてまいります。特に、新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じた特殊詐欺については、

関係部局との連携を密に取るなどして、住民に対して迅速な注意喚起を行うよう努めてまいります。 

 

（5）「2050 年二酸化炭素排出実質ゼロ表明」とその実践に向けた産業界との連携強化について ＜継続＞ 

「2050 年カーボンニュートラル」の実現に向け、すでに「2050 年二酸化炭素排出実質ゼロ表明」を行

った大阪府が、市町村に対してもさらに表明が進むよう働きかけること。とりわけ、政府の「2050 年カー

ボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」が供給側の取り組みを中心としていることから、住民など需

要側の行動を促す意識喚起の取り組みを積極的に進めていくこと。さらには、「大阪府地球温暖化対策実

行計画（区域施策編）」で示した 2030 年に向けて取り組む項目について大阪府と連携するとともに、市

民・事業者への周知は行うこと。また、実行計画の進捗状況、支援内容についても明らかにすること。 

グリーン成長戦略で実行計画が策定されている 14 分野を中心に、産業界との情報交換・意見交換を強

化し、地元の事業所における取り組みの推進状況、今後の推進計画などに関して広く共有化を図り、規

制の見直しなどを含めて、地方自治体として必要な支援を強化していくこと。 

（回答） 

貝塚市（環境衛生課 商工観光課） ※下線部追加 

本市では、平成 18 年度に貝塚市地球温暖化対策推進委員会を設置し、温室効果ガスの削減について

意識共有を図り、市の事務事業に関する貝塚市地球温暖化対策実行計画を策定して全庁的に取り組ん

でいるところです。今後、行政のみならず市民や事業者を対象とした温室効果ガス削減の取組みを促

進し、さらに有効な対策とするために計画の改定を行い、市域全体の施策について検討していくこと

としています。また、市民に対しても、貝塚市住宅省エネルギー設備設置費補助事業において、市内

の住宅への太陽光発電設備などの設置を促進するとともに、環境学習などを通じで地球温暖化につい

ての意識喚起を促しております。 
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大阪府地球温暖化対策実行計画に示す取組みにつきましては、今後も大阪府と連携して、市民や事

業者への啓発に努めてまいります。また、商工会議所など関係機関と連携し、情報収集及び情報共有

に努めるとともに、国・府の制度や計画をふまえて、必要に応じて支援を検討してまいります。 

泉佐野市（環境衛生課） ※下線部追加 

令和 3 年 9 月に、「2050 年二酸化炭素排出実質ゼロ表明」を行ったことを踏まえ、現在再生可能エ

ネルギー導入計画の策定を進めており、産業界とも取組状況の情報共有を図りながら地球温暖化対策

の推進に努めてまいります。 

泉南市（環境整備課） ※従前と変わらず 

「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」に関して、広報紙等を通じて市民の行動

を促すよう努めます。さらに市民に向けてどのような取組ができるか検討します。 

「大阪府地球温暖化対策実行計画」で示された 2030 年に向けて取組む項目については、どのような

分野で府と連携できるか、また、市民・事業者への周知の仕方について検討します。 

各方面からの要請、ニーズを的確に把握し、可能な限り、地方自治体として支援していけるよう努

めます。 

阪南市（生活環境課） ※従前と変わらず 

本市では、令和 3 年 2 月 5 日付け「阪南市ゼロカーボンシティ宣言」において、市民・事業者等と

一体となって、少しでも良い環境を次世代に引き継ぐため、2050 年までに市内の二酸化炭素排出量の

実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」へ挑戦することを表明しています。 

市民・市域の事業所に対しては、今後さらに展開される脱炭素に向けた国・大阪府の支援事業を含

め、広く情報発信に努めてまいります。 

田尻町 ※従前と変わらず 

本町は、大阪府の「おおさかスマートエネルギー協議会」に参加し、「2050 年カーボンニュートラ

ル」の実現に向け、大阪府、府下市町村と情報交換を行い、広報等を通じ、太陽光パネル・蓄電池共

同購入などの情報提供を実施しています。今後、産業振興所管部署とも連携を取る中、事業者への関

連情報を発信し、必用な支援策については、府下全域の状況を見ながら、研究をして参ります。 

熊取町（環境課） ※下線部追加 

本町においては、既に令和 2 年 5 月 25 日付け「熊取町気候非常事態宣言」の中で、「2050 年までに

温室効果ガス排出量実質ゼロに向けて取り組む」ことを表明しています。 

また、大阪府が取り組む項目については、大阪府から「太陽光発電及び蓄電池の共同購入支援事業」

や「中小事業者のための省エネ・省ＣＯ?セミナー」の案内があれば、各関係課に情報提供し、各公共

施設窓口でのチラシの配架依頼をしています。今後においても、必要に応じて住民や事業所へのホー

ムページ掲載など周知、啓発に取り組んでまいります。 

今年度については、環境省における地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の活用を視野に入れ、2050

年カーボンニュートラルの実現を目指した熊取町再生可能エネルギー導入戦略、地球温暖化対策実行

計画「区域施策編」の策定、同計画の「事務事業編」の改定を予定しているところです。これにより

本町ではどのような再生可能エネルギーの導入が可能かや 2030 年までに温室効果ガス排出量が 2013

年度比で国、府よりさらに高い目標となる 59％削減を改めて設定し、あるいは 2050 年までに実質ゼ

ロとなるにはどのような取組が必要となるのかなどを明らかにするとともに、再生可能エネルギー導

入目標を策定する予定です。 

 今後においても、同様に大阪府と連携しながら庁内における率先行動となるような取組みを推進す

るとともに住民及び事業所に向けた行動変容につながるような様々な取組の周知を行ってまいりま

す。また、本町における今後の取組みとして、民間企業や地元事業所等との連携強化についても視野

に入れていきたいと考えています。 

岬町（しあわせ創造部） ※従前と変わらず 

「2050 年カーボンニュートラル」の実現に向けて、温室効果ガス排出量の削減をさらに推進してい

くとともに、「岬町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」で示した取り組み項目について、大阪府

をはじめ関係機関と連携した啓発活動や手法等について検討してまいります。 
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（6）再生可能エネルギーの導入促進について ＜継続＞ 

再生可能エネルギーの導入促進にあたって、条例を整備し調査コスト・開発リスクに対する各種補助

金の充実を図るとともに、再生可能エネルギーを効率的に利用するために、高効率・大容量の蓄電が可

能となる技術開発や、スマートグリッドの構築を支援するしくみを構築すること。 

（回答） 

貝塚市（環境衛生課） ※従前と変わらず 

本市では現在、蓄電地を併設する住宅太陽光発電システムなどの設置を促進するために、貝塚市住

宅省エネルギー設備設置費補助事業を実施し、市内の住宅への再生可能エネルギーなどの利用を促進

しているところです。再生可能エネルギーの導入促進に関する条例の制定については考えておりませ

んが、引き続き大阪府と連携して、導入促進の啓発に努めるとともに、設備に関する技術開発などの

支援の仕組みについて、今後、国や大阪府の動向を注視してまいります。 

泉佐野市（環境衛生課） ※従前と変わらず 

再生可能エネルギーについては、すでに一般家庭向けに家庭用燃料電池コージェネレーションシス

テム(エネファーム)設置に係る補助金制度を設けており、引き続き継続してまいります。 

また、再生可能エネルギー導入計画を策定することにより、地域に適した再生可能エネルギーを有

効活用し、脱炭素社会の実現を目指してまいります。 

泉南市（環境整備課） ※従前と変わらず 

再生可能エネルギーの導入促進に対応したいところですが、予算の確保が困難なことから、現時点

では導入の予定はありません。 

阪南市（生活環境課） ※従前と変わらず 

国の補助金等を最大限活用するために情報収集に努めるとともに、今後さらに展開される再生可能

エネルギー導入を促進する国・大阪府の支援事業を含め、広く情報を発信してまいります。 

田尻町 ※下線部追加 

現在本町においては、条例等の制定及び補助金はなく、事業者等からの補助金に関しての問い合わ

せには、国の制度や補助金の案内を実施しています。今後、新設の公共施設に対して、太陽光発電に

よる再生可能エネルギーの導入を積極的に検討していく予定です。 

熊取町（環境課） ※従前と変わらず 

再生可能エネルギーの導入促進にあたっての事業所向け調査コスト・開発リスクに対する各種補助

金や技術開発などの支援については、環境省において様々な補助金事業が展開されており、国の補助

事業の活用をお願いしたいと考えています。 

岬町（しあわせ創造部） ※従前と変わらず 

再生可能エネルギーの導入促進に向けて、再生可能エネルギーを効率的に利用するため、大阪府を

はじめ関係機関と連携し、手法等について検討してまいります。 

 

 

 

６．社会インフラ（住宅・交通・情報・防災）施策 

（1）交通バリアフリーの整備促進について ＜継続＞ 

公共交通機関（鉄道駅・空港等）のバリアフリー化促進と安全対策の充実のため、駅のエレベーターや

エスカレーターの設置が進められている。これら設備の維持管理・更新費用に対する財政支援措置を行う

こと。特に、設置後の補修等の財政的補助について検討すること。 

（回答） 

貝塚市（都市計画課） ※従前と変わらず 

本市の主要 5 駅のうち、南海貝塚駅、南海二色浜駅、ＪＲ和泉橋本駅、水間鉄道貝塚駅の 4 駅は、

鉄道事業者に対して財政支援を行い、既にバリアフリー化が完了しております。 

残るＪＲ東貝塚駅につきましても、西日本旅客鉄道株式会社が令和 5 年度完了に向けて事業をすす

めており、整備費用について応分の負担を市として行っております。 
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なお、これら設備の維持管理・更新費用や設置後の補修等に対する財政支援については考えており

ません。 

泉佐野市（都市計画課） ※下線部追加 

バリアフリー法に基づく基本方針におきまして、障害者の自立や社会参画を促す「ノーマライゼー

ション」の観点から、国のみならず、地方公共団体においても鉄道事業者の設備投資に対して支援を

行うことが重要である、とされています。これらの観点から平成 20 年度に「泉佐野市鉄道駅舎バリア

フリー化設備整備補助金交付要綱」を定めており、この要綱により鉄道事業者に対して事業費を補助

することで、障害のある人や高齢者等の社会参加の促進と福祉のまちづくりの推進を図っております。 

具体的には、平成 21～23 年度にかけて「ＪＲ日根野駅」、平成 25 年度には「南海羽倉崎駅」、平成

27 年度には「りんくうタウン駅」、平成 29 年度には「南海鶴原駅」、平成 30～令和元年度には「南海

井原里駅」のバリアフリー化に対しての補助を行っており、関西国際空港駅、りんくうタウン駅、泉

佐野駅、羽倉崎駅、日根野駅、鶴原駅及び井原里駅につきましては、一定の整備が完了したところで

あります。 

鉄道駅舎のバリアフリー化につきましては、平成 23 年 3 月 31 日のバリアフリー法に基づく基本方

針の改正により、1 日当りの乗降客数が 3,000 人以上の駅を平成 32 年度までに原則として全てバリア

フリー化することとされており、「井原里駅」バリアフリー化完成により、本市では 1 日当りの乗降客

数 3,000 人以上の駅のバリアフリー化が完了しました。 

本市における残る鉄道駅舎は、乗降客数 3,000 人未満の「ＪＲ東佐野駅」、「ＪＲ長滝駅」の 2 駅と

なりますが、現時点でバリアフリー化の目途は立っていないものの、今後、ＪＲ西日本から要望があ

れば、施設整備費用の一部助成の検討等、積極的に対応してまいりたいと考えております。なお、設

置後の維持管理費用は、管理者負担が原則であることから助成は困難であると考えられますが、耐用

年数を経過するなど老朽化した設備更新に対する助成につきましては、国や府へ財政的支援を働きか

けてまいりたいと考えております。 

泉南市（都市政策課） ※従前と変わらず 

鉄道駅舎については泉南市鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱を制定し、バリアフリ

ー化設備の整備にあたって補助金を交付しています。 

阪南市（都市整備課） ※従前と変わらず 

公共交通機関のバリアフリーについては、国・事業者・市の 3 者で取り組んでいます。 

 現時点では維持管理・更新費用に対する財政支援措置は困難ですが、国に対してバリアフリーに関

する財政措置が行われるよう、大阪府市長会を通じて要望しているところです。 

 今後においても国・大阪府等の動向を踏まえ、取り組んでまいります。 

田尻町 ※従前と変わらず 

田尻町で唯一の沿線駅である南海本線吉見ノ里駅は、エレベーターやエスカレーターを必要としな

い駅舎の構造となっていますが、バリアフリー化の促進と多様な利用者の利便性の向上、安全対策の

充実を図るため、スロープの改修や多機能トイレの設置などのバリアフリー化設備整備工事を令和元

年度に実施いたしました。これにつきましては、町からも負担金を拠出しています。 

設置後の補修等の財政的補助につきましては、今後の課題として大阪府、他市の状況を踏まえて検

討してまいります。 

熊取町（道路公園課） ※従前と変わらず 

本町唯一のＪＲ熊取駅（橋上駅）及び本町自由通路については、既にエレベータ－やエスカレータ

ーを設置しており、これら設備の維持管理費用はそれぞれの施設管理者が負担していることから、財

政支援措置は現在のところ考えておりません。 

岬町（都市整備部） ※従前と変わらず 

町財政は非常に厳しく、町独自での支援や助成は厳しいため、国の補助施策等を活用した整備の促

進に努めてまいります。また、設置後の補修についての助成につきましても、国・大阪府に働きかけ

てまいります。 
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（2）安全対策の向上に向けて ＜継続＞ 

鉄道駅の転落事故等を防止するためのホームドア・可動式ホーム柵の設置がさらに促進されるよう、利

用者 10 万人未満の駅に設置する費用に対する助成や、令和 4 年度まで固定資産税を軽減する特例措置に

ついてのさらなる延長等、税制減免措置等の財政措置の拡充・延長、設置後の補修について助成を行うこ

と。 

また、高齢者や障がい者の方への介助については交通事業者に委ねられているが、結果として事業者の

人的負担も増加していることから、市（町村）や民間、地域の協力を得ながら「社会全体で交通弱者を含

めた利用者の安全を確保し、支えていく仕組み」について検討すること。 

（回答） 

貝塚市（都市計画課） ※下線部追加 

ホームドア・可動式ホーム柵の設置に対する助成や補修に係る助成については、現在のところ考え

ておりません。 

なお、高齢者や障害者の方をはじめとしたすべての人の移動の安全性を向上させるための取り組み

につきましては、交通事業者と連携して、今後も進めてまいります。 

泉佐野市（都市計画課） ※下線部追加 

ホームドア・可動式ホーム柵の設置につきましては、視覚障害者の転落を防止するための設備とし

て非常に効果が高く、その整備を進めていくことの重要性を認識しておりますが、車両扉の統一等の

技術的困難性や投資費用等が課題となっております。 

このような状況のもと、国におきまして、新たなバリアフリー化の整備目標の達成に向けて令和 3

年 5 月に閣議決定されました第 2 次交通政策基本計画において示された方向性を踏まえた「鉄道駅バ

リアフリー料金制度」が令和 3 年 12 月に創設され、鉄道事業者が利用者から収受した料金を、ホーム

ドアやエレベーターなどのバリアフリー設備の整備（設置、改良、更新、維持管理等）に充てられる

こととなった事に伴い、当市としましては鉄道事業者によるバリアフリー化が加速するものと考えて

おります。 

一方で、これまで交通政策基本計画において施設整備の対象とならなかった平均乗降客数 3,000 人

未満の旅客施設について、本市における鉄道駅舎は、「ＪＲ東佐野駅」、「ＪＲ長滝駅」の 2 駅があり、

現時点でバリアフリー化の目途は立っていないものの、今後、ＪＲ西日本から要望があれば、施設整

備費用の一部助成の検討等、積極的に対応してまいりたいと考えております。 

また、「誰もが分け隔てられることない共生社会の実現」のため、「心のバリアフリー」の推進にも

努めてまいりたいと考えております。 

泉南市（都市政策課） ※従前と変わらず 

鉄道駅舎については大阪府鉄道駅可動式ホーム柵整備事業費補助金交付要綱により、鉄道事業者が

行う可動式ホーム柵の整備にあたって、国、泉南市が協力して補助金を交付します。 

阪南市（都市整備課、税務課） ※下線部追加 

鉄道駅の転落防止については、国・事業者・市の 3 者で取り組んでいます。 

 現時点では、転落事故防止促進のための財政支援措置等は困難ですが、国に対してバリアフリーに

関する財政措置が行われるよう、大阪府市長会を通じて要望しているところです。 

固定資産税（償却資産等）を軽減する特例措置については、総務省からの通知に基づき適切に対応

しています。 

今後も、国・大阪府等の動向を踏まえ、取り組んでまいります。 

田尻町 ※従前と変わらず 

ホームドア等の設置や高齢者等への介助、支援につきましては、研究、検討し、必要に応じ鉄道事

業者と協議してまいります。 

熊取町（道路公園課） ※従前と変わらず 

本町唯一のＪＲ熊取駅（橋上駅）におけるホームドア・可動式ホーム柵の設置については、それぞ

れの施設管理者が負担することになりますが、財政措置等は現在のところ考えておりません。 

また、高齢者や障がい者の方への介助については、今後、駅利用者の安全性、サービス低下が認め

られる場合は、交通事業者に対し、申し入れていきたいと考えています。 
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岬町（都市整備部） ※従前と変わらず 

町財政は非常に厳しく、町独自での支援や助成は厳しいため、国の補助施策等を活用した整備の促

進に努めてまいります。また、設置後の補修についての助成につきましても、国・大阪府に働きかけ

てまいります。 

 

（3）交通マナーの向上について ＜新規＞ 

コロナの感染拡大の影響により、宅配業者も増加している。それにより自転車を巻き込む事故も増加し

ている。原因はさまざまではあるが、ひとつに自転車運転者マナーの問題も指摘されている。事故防止の

ための自転車専用レーンの整備や、自転車運転者への法令遵守やマナー向上への周知・徹底を図ること。 

（回答） 

貝塚市（道路公園課）  

交通マナーの向上につきましては、小中学校を対象に生徒の発達段階を踏まえて自転車の交通安全

教育を行い、交通ルールの遵守や危険運転をしないよう指導を行っています。 

また、自転車交通安全指導内容の充実に努めるとともに、貝塚市交通安全対策協議会における春秋

の交通安全運動やキャンペーン等を通じて、子供から高齢者まで交通安全意識の向上を、今後とも図

ってまいります。 

また、自転車専用レーンの整備につきましては、貝塚市自転車利用環境の整備に関する基本方針に

基づき、青色の矢羽根ペイント等、交通状況を踏まえた整備を検討してまいります。 

泉佐野市（道路公園課）  

大阪府交通白書によりますと、令和 3 年の自転車乗車中の交通事故が 8,880 件発生し、令和 2 年と

比較して 106 件増加しています。 

泉佐野市におきましても、痛ましい事故を防ぐため、子どもたちを対象としたリーフレット・ＤＶ

Ｄ（小学校のみ）による交通安全啓発を市内 3 カ所のこども園・13 ケ所の小学校で行なっております。 

また、春、秋の全国交通安全運動実施期間前に運転免許保有者を対象とした交通安全資料による啓

発を行なっております。 

また、市内在住の小学生以下の子どもを対象とし、ヘルメット購入金額の一部について泉佐野地域

ポイント「さのぽ」にて助成を行い、自転車乗車時のヘルメット着用を促進しております。 

泉南市（環境整備課）  

泉南警察署、泉南市交通事故をなくす運動推進本部、泉南市交通対策指導員会などの関係機関と情

報共有し、毎月 15 日の早朝街頭指導等で自転車利用者に正しい通行方法を周知し、交通ルールの遵守

と交通マナーの実践を促進することにより、自転車乗用中の交通事故防止と自転車利用者による危険・

迷惑行為の防止を図ります。 

阪南市（生活環境課）  

平成 27 年 6 月 1 日に、改正道路交通法が施行され、自転車の違反が厳罰化されました。さらに、令

和 2 年 6 月 30 日に施行された改正道路交通法では、自転車の危険行為が 1 項目増え、15 項目となり

ました。 

警察も自転車運転者への罰則を強化し、日々交通安全対策に取り組んでいるところで 

はありますが、市としても、自転車運転の安全走行について、啓発を行うとともに、今後も引続き、

交通安全対策のさらなる強化を要望してまいります。 

田尻町  

小学校低学年に対しては「小学校交通安全教室」を開催して、安全な自転車の乗り方を指導してい

ます。また、高齢者に対しても同様に「自転車交通安全教室」を開催しています。今後は開催対象者

を拡大するなどの検討を行い自転車交通事故の無い街並みを目指します。 

熊取町（道路公園課）  

大阪府自転車条例が平成 28 年 4 月に施行されてから、本町においては、条例の内容等について、

町広報紙及びホームページに掲載し、自転車マナーや自転車保険の加入等の啓発に努めております。 

また、熊取町「交通事故をなくす運動」推進本部の事業活動の一環としまして、泉佐野警察と連携

し、町内全小中学校において、自転車運転マナーを含めた交通安全教室を実施しています。 
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なお、自転車レーンの整備については、本町における道路状況等を勘案し、関係機関と連携を図り

ながら今後の課題として検討してまいります。 

今後においても、引き続き泉佐野警察署と連携を図りながら、鋭意事故防止対策に取り組んでまい

ります。 

岬町（しあわせ創造部）  

自転車運転者への法令遵守やマナーについて、関係機関と連携した啓発活動や手法等について検討

してまいります。 

 

（4）キッズゾーンの設置に向けて ＜継続＞ 

保育中の子どもや通園中の園児や保育士が巻き込まれる事故が多発している。防止するため、保育施設

周辺の道路に「キッズゾーン」の設置や危険カ所がないか総点検を実施するとともに、安全確保のため、

ガードレールの設置が求められていることから、危険カ所から優先して未設置の所は早期の設置を行う

事。あわせて、歩行帯、横断歩道、ガードレール、信号や幹線道路の白線や表示が見えにくくなっている

箇所も散見されることから、必要なメンテナンスも行う事。引き続き対策必要箇所の把握・設置が進むよ

う、大阪府と連携し、指導・支援を行うこと。また、運転手にも広く周知するため、免許更新の際に注意

を呼び掛けるなど、キャンペーン等を実施すること。 

（回答） 

貝塚市（子育て支援課・道路公園課） ※下線部追加 

本市では、小学校区での通学路の安全対策に加え、未就学児が日常的に集団で移動する経路につい

ても安全確保の対策が必要となることから、「貝塚市通学路交通安全プログラム」に基づき、貝塚市、

貝塚警察署、大阪府岸和田土木事務所、国土交通省大阪国道事務所、市内小・中学校、認定こども園

等で構成する貝塚市通学路安全推進会議において合同点検を実施し、対策箇所の改善を行っておりま

す。 

「キッズゾーン」については、現在のところ対象施設からの要望等もないため設置予定はありませ

んが、今後必要に応じて対応してまいります。 

泉佐野市（子育て支援課） ※従前と変わらず 

未就学児の集団移動経路（散歩の道等）の緊急安全点検を受け、民間園長会等で協議の結果、「キッ

ズゾーン」のモデル実施として 1 園を指定しています。その他、設定希望の園もあることから設置に

向け、関係機関と調整し、事業実施に向け引き続き検討してまいります。 

泉南市（保育子ども課、道路課） ※下線部追加 

例年「泉南市通学路交通安全プログラム協議会」に出席しており、関係機関と協議の上、キッズゾ

ーンの設置や歩行帯、横断歩道、ガードレール、信号などのメンテナンスを検討し、協力を呼び掛け

ます。 

キッズゾーンの設定については、保育担当部局から協議があれば、警察と共に内容の精査を行い、

設定に協力します。危険箇所への安全対策につきましても、保育担当部局や警察署と協力して進めま

す。 

阪南市（こども政策課） ※従前と変わらず 

保育中の子どもや通園中の園児や保育士が巻き込まれる交通事故の防止については、国からも令和

3 年 8 月に「保育所、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚園部における安全管理の徹底につ

いて」が発出されています。 

本市では、この通知に基づき、各施設に交通事故防止の注意喚起を行い、園外活動における安全管

理の徹底に努めており、今後も継続して取り組んでまいります。 

田尻町 ※下線部追加 

キッズゾーンはスクールゾーンに準ずるものとされており、田尻町の保育所の周辺道路は小学校等

の通学路に設けられているスクールゾーンの範囲と重複しております。これまでと同様に、関係団体

と実施している合同点検を引き続き実施し、以前からの懸案対策箇所の選定や点検結果から明らかに

なった対策必要箇所について、ハード及びソフト対策などの交通安全対策を継続して行ってまいりま

す。 
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法定外表示に該当する側帯線等については、計画的に引き直しを実施していきます。 

また、法定表示に該当する一時停止線、横断歩道などについては、管轄警察署に引き直しの要望な

どを今後も継続して行います。 

熊取町（保育課、道路公園課） ※下線部追加 

キッズゾーンとは、保育所等が行う散歩等の園外活動の安全を確保するために設定するものですが、

町立保育所では、国の保育所保育指針に基づき、より具体的な安全対策を講じるため、散歩に出かけ

る前の注意事項や散歩時における保育士の配置方法などを取りまとめた「散歩安全マニュアル」を独

自に策定し、園外活動の安全対策に努めています。さらに、町立保育所や民間保育園等においては、

散歩コースの再点検と安全確認のほか、交通量の多い散歩コースの見直しなど、ソフト面を中心に対

策を講じることで速やかに対応を行っているところです。 

また、令和 3 年 1 月からは、未就学児童の移動経路における安全確保に向けた効果的かつ効率的な

取り組みを推進するため、通学路安全推進会議に、関係機関として、保育担当部局も参画するととも

に、通学路等交通安全プログラムにおいて、未就学児童の移動経路も対象とし、大阪府、泉佐野警察

署と連携して、安全対策について検討することとしております。 

岬町（しあわせ創造部） ※従前と変わらず 

本町では、保育施設周辺道路には、安全ボランティアの協力により、児童の見守り、安全確保に努

めていただいているところです。「キッズゾーン」の設置については、引続き検討し、今後においても、

継続して交通事故の防止に尽力してまいります。 

 

（5）防災・減災対策の充実・徹底について ＜継続＞ ★重点項目 

市町村が作成しているハザードマップや防災マニュアル等を効果的に活用して、避難場所の把握や防災

用品の準備等自助・共助の視点のもと、市（町村）民が具体的な災害対策に取り組むよう、積極的・継続

的な啓発活動を実施するとともに、精度の高い情報収集に基づく伝達体制を構築すること。災害時におけ

る避難所についての環境整備についてもはかること。また「おおさか防災ネット」の運用状況（登録）に

ついて推移を示すこと。 

加えて、被害を低減させるための施設・装備を充実し、コロナ禍でも災害発生時に機能する医療体制

を整備・強化すること。また、市町村が作成した「避難行動要支援者名簿」の更新や、発災時を想定し

た避難行動、地域住民や事業者とも連携した具体的な訓練等、市町村の支援を行うこと。さらに、災害

発生時における情報提供ツールのホームページについて、見やすくわかりやすい様に工夫を行うこと。

加えて、コロナ禍における新たな防災計画を策定し、それぞれの状況に応じて感染拡大期・安定期・終

息期に分けて具体的に示すこと。 

また「避難所の感染対策・訓練」だけでなく、災害時に市民が避難を躊躇しないようコロナ禍での避

難対応のマニュアル・指針を広く府民へ示すこと。地域における防災の担い手となる、防災の資格であ

る「防災士」の取得を促すための広報や、養成研修実施機関として登録すること。 

特に「女性防災士」の取得の促進をはかるとともに、資格取得助成の市町村を拡大するよう支援する

こと。 

（回答） 

貝塚市（危機管理室） ※下線部追加 

本市では、災害の危険性を認識し備えを高めるようハザードマップを掲載した冊子を市内の全世帯、

事業所に配布してきました。また、市民や事業者などを対象とした防災出前講座の開催や地域独自の

防災訓練への職員の参加並びに支援を行い、地域防災力の向上に努めております。 

また「避難行動要援護者名簿」については毎年度更新し、情報伝達体制についても防災行政無線や

エリアメール、市のホームページ、ＳＮＳ等の複数の手段を用いて住民に情報が届くよう努めており、

ホームページについても見やすくわかり易いものとなるような工夫を行ってまいります。 

次に、おおさか防災ネットの運用状況につきましては、大阪府が運用しており利用者数について市

は把握していませんが、本市のホームページのトップページにリンクを貼り付けてあります。 

次に、避難所の環境整備については、パーテーションや簡易ベッド、ＣＯ2 センサーなどを配備す

るなど充実を図っており、今後とも引き続き充実に努めてまいります。 
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次に、新型コロナウイルス感染症流行下での災害発生時に機能する医療体制の整備・強化につきま

しては、岸和田保健所、貝塚市医師会、市立貝塚病院等と連携を深めてまいります。 

また、新型コロナウイルス感染症を踏まえた地域防災計画の改定については、国の防災基本計画、

大阪府地域防災計画の改定される内容を確認し、必要に応じて対応してまいります。 

次に、防災士については、民間の資格であることから要請研修機関としての登録は考えておりませ

んが、本市の自主防災組織活動助成金を利用し、資格取得に役立てていただければと考えております。 

泉佐野市（危機管理課） ※下線部追加 

11 月の第 1 週の日曜日を「市民防災の日」とし、平成 28 年度より毎年この日に合わせて、市域全

体を対象に「大防災訓練」を実施し、防災対策の啓発を行っております。この訓練では、市民一人ひ

とりが身を守る行動をするシェイクアウト訓練、地域の各自主防災組織が中心となって市が全戸配布

した安否確認タオルを掲示する安否確認訓練及び避難訓練なども行っています。 

今後も、こうした訓練を通じて、ハザードマップなどを活用しながら、住民の皆さまと避難場所や

防災用品について確認してまいりますとともに、地域防災の中核となる自主防災組織については、そ

の活動への積極的な支援を通じて、地域全体の自助・共助意識の涵養を図り、地域防災力の向上に努

めてまいります。 

また、災害の発生が予想される場合には、気象庁や大阪府の関係機関などと緊密に連携し、随時、

気象災害情報を収集しつつ、必要な場合は、防災行政無線、広報車、市のホームページ、登録制メー

ル、ＬＩＮＥ等を活用し、すみやかに市民の皆様に正確な情報を周知できるよう努めてまいります。

「おおさか防災ネット」の登録状況は、令和 3 年度末で 4922 人となっており、若干減少傾向にありま

すが、これは、災害情報のラインやツイッターなど多様な手段での配信が進んだことによる影響だと

推測されます。 

医療提供体制につきましては、大阪府と連携し、体制強化に努めてまいります。 

災害時に支援の必要な避難行動要支援者対策につきましては、平成 24 年 4 月に「泉佐野市避難行動

要支援者避難行動支援プラン」を作成し、「地域の絆づくり登録制度」を設けて、現在、約 3,100 人の

方に登録いただいております。これらの名簿は毎年度、更新を行い、本人の同意を得て各地域の自主

防災組織へ提供し、災害時には当該名簿により避難支援を行うこととしております。今後とも、各地

域で自主的な防災活動が展開されるように努め、災害時には当該名簿により避難等支援に活用される

よう取り組んでまいります。 

市ホームページにつきましては、防災情報をトップページに掲載し、すぐに情報がみられるような

工夫を行うなど、見やすくわかりやすい情報提供となるよう引き続き取り組んでまいります。なお令

和 3 年 6 月からＷＥＢ版ハザードマップの運用を開始し、インターネット環境のあるところでは、い

つでも最新情報を確認できるようにしております。 

避難所については、新型コロナ感染症感染拡大に伴い、これまでの方法について全般的な見直しを

行い、避難所における感染予防対策マニュアルを作成するとともに、対策に必要なパーテーション、

簡易ベッド、マスク、手指消毒液などの物品の備蓄を進めております。 

今後も、新型コロナウイルス感染症の感染状況に注視しつつ、災害時における感染症対策の周知を

図ってまいります。 

泉南市（危機管理課） ※下線部追加 

総合防災マップは、令和 4 年 2 月に最新のものに更新し、3 月下旬に市内全戸配布しました。主な

特徴は、新たに高潮ハザードマップを追加したことや災害時の避難行動計画の作成に役立つタイムラ

インを加えたことです。 

 避難所の環境整備は、平成 30 年台風 21 号の教訓を踏まえ、停電対策として発電機やＬＥＤ照明灯、

避難所の床が固く冷たいのをやわらげるためにクッション性と断熱性を兼ね備えた避難所シート、コ

ロナ対策として、ディスタンスとプライバシー空間を作るための間仕切りパーテーション、要配慮者

の環境改善に寄与する簡易ベッド等の物資を購入し、備蓄しています。 

おおさか防災ネットの運用状況（登録）は、メール配信サービスの本市の登録者数は、令和 4 年 3

月時点で 2,109 件となっています。前年 3 月は 1,895 件だったので 214 件の微増となっています。 

避難行動要支援者名簿は、毎年更新をしており、対象者は、令和 3 年 4 月時点で 7,230 人、名簿登 
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録者数は 3,618 人となっています。地域での訓練の支援としては、訓練時の事故によるけが等を補償

する保険の適用や備蓄物資の非常食で有効期限が近くなったものを有効活用するため参加者に提供す

る等を行っています。 

 災害発生時の情報提供を見やすくわかりやすくについては、ウェブサイトのトップページに大きく

分かりやすく掲載すること、ＳＮＳ等他のツールも有効に使い、情報発信の多重化を図り、より分か

りやすい周知に努めます。 

 防災計画は、現在修正作業をしており、令和 5 年 3 月に改訂する予定です。コロナ禍での避難対応

のマニュアル・指針は、令和 2 年 9 月に避難所運営マニュアル新型コロナウイルス感染症対策編を作

成し、ウェブサイトに掲載しています。 

防災士については、現在、市において防災士の登録制度を検討しており、防災士の知識や技能を市の

地域防災力の向上のために活かせるような環境を整備していきます。 

阪南市（危機管理課、健康増進課、市民福祉課） ※下線部追加 

自助、共助、公助が更なる連携を図りながら災害に負けない「人づくり」「地域づくり」につなげて

いくため、最新のハザード情報を掲載した阪南市総合防災マップを再作成し、家庭や地域での防災対

策に活用していただくよう令和 4 年 5 月に全戸配布を行うとともに本市ウェブサイトへ掲載していま

す。 

避難所の環境整備について、避難者が新型コロナウイルスなどの集団感染にかからないよう健康管

理・衛生管理体制の整備に留意し、防止対策を推進してまいります。おおさか防災ネットについて、

令和 3 年度における本市の防災情報メールの登録件数は約 2,200 件となっており、今後においても市

の広報誌やウェブサイトにて登録についての啓発を行ってまいります。併せて、市の情報発信のツー

ルとして、ラインやＳＮＳなど活用した阪南市情報配信サービスの利用登録を推進しています。 

また、本市の防災拠点施設である防災コミュニティセンターにおいて、防災用品などの防災関連グ

ッズの展示、防災訓練、防災講演や講座を実施する等様々な取組に併せ、自主防災組織による地域で

の防災訓練、出前講座、阪南市総合防災訓練、コロナ禍における避難所開設運営訓練の実施、保健所

との連携を強化するなど、防災、減災対策の啓発を行ってまいります。 

 災害発生時の本市ウェブサイトについては、緊急情報として最新の情報をより早く提供できるよう

トップページに大きく表示しており、今後も随時わかりやすいよう工夫し、提供してまいります。  

 なお、阪南市民病院では、地域防災計画においても市災害医療センターとして医療活動を行うこと

となっており、今般のコロナ禍においても災害発生時には同様の役割を果たします。 

加えて、手挙げ同意方式による「災害時要援護者等登録制度」を実施しており、阪南市社会福祉協

議会と連携し、登録内容の更新を行っています。避難行動要支援者名簿についても、情報更新や地域

への情報提供のための同意取得に積極的に取り組み、地域や関係機関等と連携し、支援体制の構築に

努めてまいります。 

田尻町 ※下線部追加 

今年度においては、避難場所の把握や防災用品の準備等自助・共助の視点をわかりやすく伝えるた

め、総合防災マップを作成し、住民に周知啓発を図ってまいるところですが、それらを基に住民が自

らの命を守る行動をとることができるよう、自主防災組織を中心に正しい知識と意識を高めるための

訓練や研修を続けております。また、併せて、情報伝達システムの整備やホームページ等の創意工夫

を図り、防災情報が全住民に的確に伝わるよう努めてまいります。加えて、避難所の環境整備や備蓄

等のさらなる充実についても引き続きすすめているところです。 

災害発生時における医療体制につきましては、応急救護所の開設・運営及び地域の情報収集に努め、

大阪府や地元医師会などと災害医療情報の連携をしながら、患者を的確に処置及び搬送できるよう体

制強化を図ります。 

避難行動要支援者については、平成 27 年 1 月に田尻町避難行動要支援者プランを策定し、要支援者

名簿の整備、名簿活用の同意を経て、平成 28 年度から個別計画の策定に着手しました。以後、新たに

同意を得た方の個別計画の策定並びに、策定済の個別計画につきましても毎年更新を行っております。 

さらに、感染症拡大と大規模災害が併発するいわゆる複合災害も視野に入れた災害対策に取り組んで

まいります。 
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防災士資格の取得促進については、毎年度、防災士養成講座を実施し、女性の参加も増えています。

今後も継続して防災士資格の取得を推進してまいります。 

熊取町（危機管理課、生活福祉課） ※下線部追加 

災害時の避難行動や事前の備えに役立てていただくため、各種災害に関する啓発記事やハザードマ

ップを掲載した「熊取町総合防災マップ」を令和 3 年度に作成、全戸配布するとともに、「熊取町地域

防災計画」とあわせてホームページに掲載するなど、住民への周知徹底を図っています。また、緊急

時に自助・共助の活動を迅速かつ円滑に実施するため、町内全 39 自治会で結成されている自主防災組

織で、地区毎の自主防災マニュアルを作成いただけるよう積極的に支援するとともに、避難所毎の避

難所運営マニュアルの作成に向けて地域住民の方との協働のもと作業を進めています。さらに、女性

の更衣や授乳などの利用、感染症拡大防止に資するテントを整備しており、今後も避難所の環境整備

も進めてまいります。情報伝達については、従前より防災行政無線や緊急速報メール、防災メールを

活用しており、加えて令和 2 年 9 月からＬＩＮＥによる情報提供を行っています。なお、「おおさか防

災ネット」については、大阪府の管理となっております。 

災害発生時の医療体制は、本町の災害医療センター（永山病院）はもとより、一般社団法人泉佐野

泉南医師会、一般社団法人泉佐野泉南歯科医師会、泉佐野薬剤師会と「災害時の医療救護に関する協

定」を締結しており、災害時の体制を一定確保しております。 

災害発生時のホームページにおける情報提供については、トップページに気象情報や取るべき行動、

避難所情報などを目立つよう掲載することとしています。また、コロナ等感染症への対応につきまし

ては、「熊取町新型インフルエンザ等対策行動計画」及び国、府の対処方針等に基づき、適切な対応に

努めております。 

コロナ禍においても災害時に躊躇無く避難できるよう、避難所の感染対策などホームページやチラ

シ等で周知するとともに、各自主防災組織、地域住民の方にもご参加いただき感染症対策を考慮した

避難所運営訓練の実施など、感染症対策の周知に努めております。また、防災士の資格取得促進につ

いては、令和 5 年度に主に「女性防災士」の取得促進を目的とした防災士育成研修を開催予定です。 

 「避難行動要支援者名簿」については、毎年更新を基本としており、避難行動要支援者の具体的な

避難支援を計画した「個別計画」についても、要支援者の状況等の内容変更が生じた場合は、申し出

があった都度、更新しております。 

また、新たに要支援者となった方で、情報開示の同意を得た方は、「個別計画」を作成し、平常時の見

守りを避難支援関係者と連携し、支援体制の充実を図ってまいります。 

岬町（まちづくり戦略室） ※下線部追加 

ハザードマップについては、町内の各戸に配布済みであり、新たに転入された方についても、住民

課でお渡ししています。今後につきましても、継続的な啓発活動を実施してまいります。災害時にお

ける避難所については、本町の指定避難所である学校体育館にエアコンを設置するなど環境整備にも

積極的に努めています。また、「おおさか防災ネット」の運用状況（登録）の推移については、本町に

おける当該メール配信登録者数は、令和 2 年度 1,415 人、令和 3 年度 1,455 人、令和 4 年度 1,085 人

となっています。コロナ禍における災害発生時の医療体制については、泉佐野泉南医師会と連携して

整備・強化に努めてまいります。 

避難行動要支援者名簿については毎年更新を行い、自治区や自主防災組織での個別支援計画の作成

を促進するとともに、避難支援等関係者との継続的な支援体制の充実に努めてまいります。また、自

主防災組織等の活動や訓練への支援など継続的な防災・減災への取り組みを行ってまいります。地域

防災計画については、計画見直しの際に感染症対策の視点を取り入れた改訂を行ってまいります。防

災士資格については、本町職員の資格取得など、検討してまいります。 

 

（6）地震発生時における初期初動体制について ＜継続＞ 

南海トラフ地震の発生が懸念されているが、地震発生時においては、初期初動体制が極めて重要である。

各自治体においては、有期・短時間・契約・派遣等で働く職員が多くを占めていることから、緊急時に十

分な対応ができるよう人員体制を確保すること。 

また、震災発生においては交通機関が麻痺していることから、勤務地にこだわらず職員の自宅から最寄
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りの自治体に出勤し対応にあたる等、柔軟に対応できるよう日常的に市町村間の連携を行えるよう、近隣

自治体に働きかけを行うこと。 

また、企業・住民への日頃の防災意識の啓発と、災害ボランティアセンターなどとの連携など、いつ発

生するともわからない災害への対策を強化すること。 

（回答） 

貝塚市（危機管理室） ※従前と変わらず 

地震発生時の初期初動体制については、限られた参集職員で効率的な初動体制を組むために、災害

時の優先業務の再整理、全庁的な災害対応体制の整備や職員の対応力強化に努めます。 

災害時に、勤務地にこだわらず職員の自宅から最寄りの自治体に出勤し対応にあたるためには、職

員の居住地や雇用関係を考慮すると、少なくとも府域の自治体全体の合意や課題の整理が必要で、実

現は困難と考えられます。 

また、昨年度には市内の事業所や市民を対象に改訂版防災ガイドブックを配布し防災意識の啓発に

努めております。今後も防災講座等様々な手法で災害への対策に努めてまいります。 

泉佐野市（危機管理課） ※下線部追加 

地域防災計画の修正や業務継続計画の策定を行い、各部課の災害時の役割分担を明確にして素早い

初動体制を含めた災害対応が行えるようにしています。関係自治体や各種団体と防災協定を締結する

など、限られた職員で災害対応ができるように今後も緊密な連携を図ってまいります。 

さらに、本市の近隣に居住している大阪府職員が勤務時間外に府内で震度 5 弱以上の震度を観測し

た場合に緊急防災推進員として参集し、初動体制の確立や被害情報の収集と大阪府災害対策本部への

情報伝達等を担うこととなっており、引き続き大阪府と協力し参集訓練を行うなど日頃から密接な連

携が図れるよう努めてまいります。併せて、ボランティアセンターとの連携にも努めてまいります。 

泉南市（危機管理課） ※従前と変わらず 

地震を想定した業務継続計画を策定し、初動活動期である 3 日間までの職員参集率は約 80％と想定

しています。地震発生直後に参集できない場合は、各自応急措置等を行い、状況が改善した場合、各

職場へ参集するよう職員災害初動マニュアルに規定しています。 

 近隣市町との連携については、泉州地域の 9 市 4 町による災害時相互応援協定を締結し、関係市町

間において広域的な応援措置が行えるよう連携を図っています。 

 企業・住民への防災意識の啓発については、ハザードマップによる危険区域の周知や毎年 3 月と 9

月に「せんなん家族防災の日」を設け、広報紙、ウェブサイト、市役所においてパネル展示等を行い

啓発に取組んでいます。また、民間事業者とは様々な内容の防災協定を締結することにより相互に大

規模災害に備えています。 

阪南市（危機管理課） ※下線部追加 

災害時、あるいは災害の発生を防御するための人員体制については、災害対策本部が組織的に機能

するよう配備区分を設け、状況に応じて動員できる体制を整えています。 

また、自治体間の連携については、府内に震度 5 弱以上の地震が発生した場合には、市と大阪府の

連絡調整の補助として、近隣在住の大阪府職員が自宅から市の災害対策本部に自主参集するなどの連

携を行っています。 

また、最新のハザード情報を基に内容を充実した阪南市総合防災マップを再作成し、家庭や地域で

の防災対策に活用していただくよう令和 4 年 5 月に全戸配布を行うとともに本市ウェブサイトへ掲載

するなど、防災意識の啓発に努めています。災害ボランティアセンターについては、阪南市社会福祉

協議会と連携し、災害対応強化に努めています。 

田尻町 ※下線部追加 

これまでと同様、定員管理計画に基づき、効率的かつ効果的な組織体制の構築に努めるとともに、

震災発生時の職員に係る自治体間の連携については、田尻町受援計画に基づき対応してまいります。 

熊取町（危機管理課） ※従前と変わらず 

本町における災害時の職員体制については、本町の地域防災計画及び災害応急対策実施要 領「職員

行動マニュアル」に定め、段階的に職員を確保し、非常事態においても適時適切な職員配備の対応に

努めているところです。 
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また、業務継続計画（ＢＣＰ）を策定し、災害時等の非常時において、各部署が通常業務を縮小し

優先すべき業務を明確にしたところで、適切な人員体制及び業務の対応が図られるものと考えおりま

す。自治体間の連携については、地震発生時において、大阪府から市町村参集緊急防災推進員が本町

に配置され、大阪府との連絡調整の業務に従事いただく制度が確保されており、また、平成 25 年に泉

州地域・堺市以南の 9 市 4 町で広域的な応援体制の確保について泉州地域災害時相互応援協定を締結

しており、毎年堺市が実施している総合防災訓練には本町も参加しているところです。 

日常の防災意識の啓発については、自主防災組織連絡協議会や地区の自主防災訓練時において防災

行事などを案内して啓発活動に取組んでおり、災害ボランティアセンターとの連携については、連携

体制の強化のため本町の総合防災訓練を通じて推進に努めているところです。 

岬町（まちづくり戦略室） ※従前と変わらず 

地震発生時の職員配備体制については、震度 4 以上からその震度に応じた段階的な職員の配備が規

定されており、震度 5 強以上が発表された時は、全正職員及び再任用職員が自動参集することとなっ

ています。また災害への対策については、継続して強化に努めてまいります。 

 

（7）集中豪雨等風水害の被害防止対策について ★重点項目 

 ①災害危険箇所の見直し及び防災意識の向上と啓発について ＜継続＞ 

予測不可能な風水害が頻繁に起こり、予想以上の被害が発生している。災害の未然防止のための斜面

崩壊、堤防決壊等への対策が非常に重要であることから、すでに整備済みであっても、危険度が高いと

みられる地域の未然防止の観点からも日頃の点検や対策を講じること。また、災害がより発生しやすい

箇所を特定し、森林整備等の維持・管理を重点的に行うこと。加えて、住民の資産に影響を及ぼす可能

性のある情報の提供について、地域の実情を踏まえ、慎重かつ確実に実施するとともに、必要に応じて

ハザードマップの見直し点検を行いながら、一層の周知・広報を行い、日頃の防災意識が高まるよう取

り組むこと。 

（回答） 

貝塚市（危機管理室・道路公園課・農林課） ※下線部追加 

令和 3 年 7 月に想定最大規模の高潮、想定最大規模の降雨による大阪府管理河川の浸水想定区域を

反映したハザードマップを作成し、市内の全世帯、事業所へ配布しました。 

また、特に災害リスクのある区域に居住する住民に対しては、防災講座など様々な手法により周知・

情報提供してまいります。 

さらに、避難情報の意味や避難の手順についても、広報かいづかやホームページ、防災講座等を通

じて、分かり易い情報発信に努めてまいります。 

なお、斜面崩壊、堤防決壊などの対策や森林の治山・治水に関する取組みについては、大阪府が事

業主体となりますことから、要望があったことを大阪府に伝えるとともに、荒廃森林については、市

としても必要に応じて森林環境譲与税を活用し整備を図ってまいります。 

泉佐野市（危機管理課） ※従前と変わらず 

災害がより発生しやすい急勾配の森林については、保安林指定し、森林を保全するとともに、大阪

府に要望し、治山事業による堰堤の施工を促し、森林保全に努めてまいります。 

自然災害の激甚化にともない、令和 2 年に想定しうる最大規模の高潮浸水想定、見出川、樫井川の

洪水浸水想定が公表されました。そこで、令和 3 年度に、この新たな想定を反映したＷＥＢ版ハザー

ドマップを整備し、令和 4 年度には、地域防災計画及び避難計画を改訂し、浸水想定区域の住民を対

象にしたコミュニティタイムラインを作成するほか、紙版ハザードマップを全戸配布する予定であり、

こうした事業を通じて、市民と連携した防災、避難体制の確保に努めてまいります。 

泉南市（危機管理課） ※下線部追加 

府指定の土砂災害警戒区域等が存在する地区については、平成 29 年度に地区住民の協力のもと地

区毎のハザードマップを作成および配布しました。また、土砂災害や洪水災害の恐れのある土砂災害

警戒区域等や河川の整備等、ハード対策については、引続き府に要望や協議を行います。土砂災害防

止月間の 6 月には府とともに市内の土砂災害の危険箇所のパトロールを実施し、河川安全点検期間の

11 月から 1 月には出水期に備えて河川施設の点検を実施しています。 
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ハザードマップは、令和 4 年 2 月に最新のものに更新し、3 月下旬に市内全戸配布しましたところ

ですが、広報や地域への出前講座を通し、住民へ広く周知を行います。 

阪南市（危機管理課） ※下線部追加 

集中豪雨や台風による被害防止対策について、市民への注意喚起及び土のうの搬入等により対応し

ており、今後においても、可能な限り水害発生を未然に防ぐよう対応してまいります。 

住民の資産に影響を及ぼす可能性のある情報の提供については、土砂災害警戒区域等を盛り込んだ、

総合防災マップを全戸配布したことに併せ、出前講座を実施することや本市ウェブサイトに掲載する

ことなどを通じ、市民の皆さんへの周知及び啓発に取り組んでいます。なお、総合防災マップについ

ては、大阪府の被害想定の見直し等があり、最新のハザード情報を基に内容を充実し、令和 4 年 5 月

に全戸配布を行うとともに市ウェブサイトへ掲載しています。 

また、市民が避難に関する情報を直感的に理解できるよう、避難勧告を廃止して避難指示へ 1 本化

するなどの改正について、広報誌やウェブサイトで周知を行うとともに、出来るだけ早い段階で避難

して頂けるよう、気象情報等の情報収集に努め、防災行政無線、エリアメール、広報車、大阪府防災

情報システムやマスメディアの利用に加え、令和 3 年 3 月から開始しています、電話・ＬＩＮＥ・Ｓ

ＮＳを使った「阪南市情報配信サービス」、㈱ジェイコムの専用端末を使った「防災情報サービス」等

を活用し、避難に関する情報発信に取り組んでいます。 

田尻町 ※従前と変わらず 

豪雨水害等災害のおそれのある箇所については、警報発表時や警報発表が予想される時点において、

担当部署にて重点パトロールを行うなど災害の未然防止に努めているところです。今後も大阪府や近

隣市と連携を図り体制強化に取り組んでまいります。また、防災情報に関しましては、昨今のハザー

ド更新を受け、順次当該マップの更新を行っているところです。 

さらに、当該ハザードマップの内容や避難に関する情報などが的確に住民に伝わり、また理解され、

適切な行動に繋がるよう防災マップや様々な方法で周知・啓発を行ってまいります。 

豪雨水害等災害のおそれのある箇所については、警報発表時や警報発表が予想される時点において、

担当部署にて重点パトロールを行うなど災害の未然防止に努めているところです。今後も大阪府や近

隣市と連携を図り体制強化に取り組んでまいります。また、防災情報に関しましては、昨今のハザー

ド更新を受け、順次当該マップの更新を行っているところです。さらに、当該ハザードマップの内容

や避難に関する情報などが的確に住民に伝わり、また理解され、適切な行動に繋がるよう総合防災マ

ップを活用するなど様々な方法で周知・啓発を行ってまいります。 

熊取町（危機管理課・河川農水室） ※下線部追加 

本町においては、従来から大阪府と連携し、ため池や調整池を活用した河川への流出抑制対策に取

り組むとともに、2 級河川住吉川と雨山川に、河川の水位をリアルタイムで監視できる河川監視カメ

ラを大阪府が整備しております。また、土砂災害警戒区域等における住民の避難行動につきましては、

熊取町避難情報の判断・伝達マニュアルに基づき、引き続き、適切に支援してまいります。 

大阪府による浸水・洪水想定区域の公表を踏まえ、令和 3 年 11 月に作成した熊取町総合防災マップ

を町内全戸に配布し、災害危険個所の周知を図ったところで、同マップを活用し更なる防災意識の向

上につなげてまいりたいと考えております。 

また、土砂災害の危険箇所がある地区には、地区ごとに周知を行い、あわせて地区住民とともにハ

ザードマップの作成を行っており、加えて（一社）地盤品質判定士会と締結した「土砂災害等におけ

る連携協力に関する協定」に基づき、土砂災害の可能性のある箇所の現場調査などを実施し、災害の

未然防止に努めています。 

ため池においても、令和元年 7 月 1 日に施行された「農業ため池の管理及び保全に関する法律」に

より、決壊時に被害を及ぼすため池については、重点ため池に位置づけ、ため池下流への影響が大き

いため池から順次ため池の耐震性の調査を大阪府に要望し、町において、その調査結果に基づき、必

要に応じた耐震対策に取り組むとともに、ため池ハザードマップを作成し、住民に周知するなど、た

め池の点検を大阪府と合同で実施しています。この他、浸水対策事業として水路改修工事等や森林整

備として災害を未然に防止するため、町有林の現状や要整備箇所の調査等を行い、計画的な間伐等林

地整備に取り組んでいます。 
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岬町（都市整備部） ※従前と変わらず 

異常気象の影響による土砂災害の増加や、新たな宅地開発による土砂災害危険箇所が増加している

ことを踏まえ、町内住民の人命を守るべく大阪府によって行われている土砂災害防止工事と併せてソ

フト対策の充実を図ってまいります。なお、ソフト対策としては、がけ地の崩壊等による自然災害の

おそれの高い土地にある住宅の移転・除去を促進するため、移転除去補助事業を継続して実施してま

いります。また、今後につきましても、避難情報の内容、とるべき行動等の周知や防災意識の高揚啓

発に取り組んでまいります。 

 

②災害被害拡大の防止について ＜継続＞ 

大型台風等大規模自然災害発生時における安全確保の観点から、事業活動を休止する基準の設定等必

要な仕組みを整備するとともに、市民への制度の周知・理解促進を図ること。さらに災害発生時におい

ては市民に不安を与えない様コロナ対策を行った上での対応を行うこと。 

（回答） 

貝塚市（危機管理室） ※下線部追加 

大型台風等大規模自然災害発生を見込み、安全確保の観点から事業活動を休止することは、それぞ

れの企業等が自主的に判断するものであり、市が基準を設けることにより制限を課すことは困難です

が、特別警報が発表されるような場合には、公共交通機関の運休など事業活動が休止されることがあ

ることについて、防災講座等を通じて啓発してまいります。 

次に、避難所の新型コロナウイルス感染症対策として、パーテーション、簡易ベッド、マスク、消

毒液、ＣＯ2 センサーなどを備蓄しています。 

また、避難所は密になりやすいところであり、避難が必要な場合でも指定避難所以外の安全な場所

にある親戚や知人宅等への避難について、災害発生前から検討するよう啓発を進めております。 

泉佐野市（危機管理課） ※従前と変わらず 

地震が発生した直後、従業員が一斉に帰宅すると歩道の混乱による将棋倒しの危険、救助、救急活

動や緊急活動の遅れなどが発生する恐れがあります。そこで、大規模地震発生や大型台風接近時に、

帰宅困難となる従業員等の安全確保を図り、一斉帰宅による市内の混乱を回避するため、事業所には

一斉帰宅を抑制し、従業員がむやみに移動を開始しないようにお願いしてまいります。 

また、コロナ禍に他の災害が重なって発生するような複合災害では、被災した市民に不安を与えな

いように避難所等における感染対策が極めて重要になります。指定避難所だけでなくホテルや旅館な

どを利用して、できる限り多くの避難所を確保することで三密を回避するほか、保健所や医療機関な

どの関係機関と緊密に連携しつつ、感染症対策用の備蓄品を効果的に活用しながら感染防止に万全を

期してまいります。 

泉南市（危機管理課） ※下線部追加 

大型台風等大規模自然災害の発生のおそれがある場合、府では災害モード宣言が発信され、府民や

事業者へ大規模災害が発生もしくは迫っていることを知らせ、日常生活の状態から、災害時の状態へ

の意識の切替えを呼びかけます。 

 また、公共交通機関においては、計画運休や間引き運転を行うことが考えられますが、これらの情

報を市においても正確かつ迅速に市民に周知できるよう努めます。   

そして、災害発生時の対応は、避難所運営マニュアル新型コロナウイルス感染症対策編に基づき、

コロナ対策の基本を徹底します。 

阪南市（危機管理課） ※下線部追加 

大型台風等大規模自然災害発生時における事業活動を休止する基準については、大阪府において、

日常生活の状態（モード）から災害時の状態（モード）への意識の切り替えを呼びかける「災害モー

ド宣言」が導入されていることから、制度の周知・理解促進に努めるとともにコロナ対策につきまし

ても、広報誌やウェブサイト、ＬＩＮＥ等を活用し、情報提供してまいります。また、災害発生時に

おけるコロナ対策につきましては、室内パーテーションやテント等を利用し、避難所内での密集・密

接を未然に防ぐことによる感染症対策に取り組むなど、市民の皆さんが安心して避難できる体制づく

りに取り組んでいるところです。 
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田尻町 ※従前と変わらず 

非常に強い台風の接近時や震度 6 弱以上の地震発生時に大阪府より発出される「災害モード宣言」

に基づき、住民の皆さまには不要不急の外出抑制や正確な情報収集・避難行動を、また、事業者の方々

には可能な限り速やかな出社抑制など適切な対応をとっていただくことについて、本町からも周知・

啓発に努めてまいります。 

熊取町（危機管理課）                               ※下線部追加 

本町では、「熊取町業務継続計画（令和 4 年 5 月改訂）」を作成し、ホームページに掲載していると

ころであり、今後も住民の理解が深まるよう周知を行ってまいります。 

また、災害時におけるコロナ対策としては、「熊取町新型インフルエンザ等対策行動計画」及び国、

府の対処方針等に基づき、適切な対応を行うこととしております。 

岬町（まちづくり戦略室） ※従前と変わらず 

規模災害時の役場における事業活動については、「岬町業務継続計画」に基づき対応してまいりま

す。また、必要に応じて本計画の改訂を行い、今後につきましても、災害被害の拡大防止に努めてま

いります。 

 

（8）激甚災害時における公共交通機関の早期復旧に向けた取り組み ＜継続＞ 

自然災害による鉄道被災は、鉄道用地外からの土砂・倒木流入や河岸崩壊などによって被害が拡大する

事例が多く、こうした複合災害により発生した鉄道被災に際しては、復旧を事業者任せにすることなく、

治山・治水事業とあわせた一体的・包括的な対応を、国及び地方自治体が責任を持って進めるよう関係機

関に働きかけること。また、鉄道の早期復旧にむけてより密接に事業者や地権者といった関係主体との連

携を積極的に図ること。 

大規模災害時に踏切が閉じたままになったことで救急・消防の対応が遅れないよう、改正踏切道改良促

進法の施行にあわせた実行性のある対応を進めること。 

（回答） 

貝塚市（危機管理課 都市計画課） ※下線部追加 

鉄道被災の復旧につきましては、鉄軌道管理者が交通機能の維持及び回復に努めるものと考えます

が、被災の状況によっては国及び大阪府に対し、支援の要請を行ってまいります。また、自然災害に

備えた気象情報の収集などに努めるとともに、発災時には運行状況、復旧状況や今後の見通しなど、

情報共有や早期復旧について鉄道事業者と連携を密にし、利用者の混乱を招くことのないように努め

てまいります。 

改正踏切道改良促進法の指定を受けて管理体制を定めた踏切につきましては、大規模災害時に早期

開放できるよう、大阪府、道路管理者、消防、警察、鉄道事業者などと連携し、訓練等による管理体

制の強化に努めています。 

泉佐野市（危機管理課） ※従前と変わらず 

本市において鉄道災害が発生した場合、特に危惧されるのは、列車の駅間停止により多数の踏切道

において長時間の遮断が発生し、救命救急活動等に支障が発生し、救える命が救えなくなるような事

態です。実際、平成 30 年 6 月に発生した大阪北部地震では、長時間の遮断により救命救急活動に大き

な支障がありました。これを踏まえ、令和 3 年 4 月 1 日から施行された改正踏切道改良促進法におい

て、国土交通大臣が指定した踏切道について、鉄道事業者・道路管理者が災害時の管理方法をあらか

じめ策定するよう義務付ける制度が創設されております。そこで今後は、こうした法改正の趣旨を災

害対策にしっかり反映させていくとともに、災害時には迅速に復旧作業にあたることができるよう、

近隣自治体、警察、消防、道路管理者、鉄道事業者等、関係機関と更なる連携の強化に努めてまいり

ます。 

泉南市（危機管理課、環境整備課） ※下線部追加 

自然災害による鉄道被災は、市民生活に直結する重要なライフラインの被害であり、その早期復旧

については、緊急度、重要度が高いとの認識のもと、市としても、改正法による災害時の管理の方法

を定めるべき踏切道の指定制度を踏まえ、鉄道事業者や他の公的機関等、関係機関と連携できるよう、

そのあり方等について検討します。 
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阪南市（危機管理課） ※従前と変わらず 

自然災害により鉄道が被災した際は、鉄道の早期復旧にむけて関係機関に働きかけ、関係主体との

連携を図ってまいります。 

田尻町 ※従前と変わらず 

本町には、維持管理している山林・河川がなく、鉄道軌道については土砂災害警戒区域外であり鉄

道被災のおそれもありません。 

熊取町（河川農水室） ※従前と変わらず 

土砂・倒木流入や河岸崩壊などの自然災害による鉄道被災に際しての早期復旧及び踏切道改良促進

法に基づく対応については、事業者及び関係機関と連携を図り、対応を行います。 

岬町（都市整備部） ※下線部追加 

財政は非常に厳しく、町独自での支援や助成は厳しいため、国の補助施策等を活用し、治山・治水

事業とあわせた一体的・包括的な対応を国・大阪府等の関係機関へ働きかけてまいります。また、緊

急輸送路等の踏切について、災害時の管理の方法を定めるように大阪府等の関係機関へ働きかけてま

いります。 

 

（9）公共交通機関での暴力行為の防止とその対策について ＜継続＞ 

鉄道係員に対する暴力行為の件数は、高止まりという状況であり、お客様トラブル事象やカスタマー

ハラスメントに分類されるような事象も数多くある。働く者の安全・安心の確保のためにも、公共交通

の利用促進とともに、利用者側のマナーやモラルといった部分に対する理解促進を図ることから、事業

者によるさまざまなキャンペーン等の取り組みも進められているが、行政として「公共交通の安全安心

な利用」に向けた啓発活動の強化等の対策を講じること。また、駅構内や車内での巡回・監視等の防犯

体制のさらなる強化を図るとともに、公共交通機関の事業者が独自で行う施策（防犯カメラの設置や警

備員の配置等）への費用補助等の支援措置を早急に検討すること。 

（回答） 

貝塚市（危機管理室） ※下線部追加 

本市では、公共交通機関での暴力行為の防止に対する啓発について、貝塚警察署と密接に連携し、

市民への啓発について努めております。なお、交通事業者が独自で行う防犯カメラの設置や警備員の

配置などは事業者負担で行うべきものであり、市が支援措置する考えはございません。 

泉佐野市（自治振興課） ※下線部追加 

泉佐野市内の駅構内及び公共交通機関での暴力行為につきましては、低い水準であると聞いており、

本市では、平成 27 年度に犯罪発生率の高い駅周辺において防犯カメラを設置、さらに、平成 30 年度・

令和元年度に防犯カメラを増設し、耐用年数を鑑み更新するなどの防犯対策を講じております。今後、

公共交通機関での暴力行為などが発生した場合は、市の広報などを通じた啓発活動を検討してまいり

たいと考えております。 

泉南市（生活福祉課、秘書広報課） ※下線部追加 

本市では、街頭および市内駐輪場、駅前等に合計 109 台の防犯カメラを設置しており、犯罪抑止に

努めていますが、今後も防犯カメラの増設を進め、さらなる犯罪抑止力の向上に努めます。 

市内における防犯活動については、広報紙やウェブサイト、官公庁連絡会等あらゆる機会を捉えて

犯罪防止啓発に努めています。警察機関や地域との連携、また公共交通機関の事業者が独自に行う対

策についても積極的に情報共有を行い、引続き防犯意識の啓発や各種犯罪防止のための防犯活動に取

組みます。 

阪南市（生活環境課） ※従前と変わらず 

泉南警察署及び阪南市防犯委員会、その他関係団体と連携し、防犯についての啓発活動やパトロー

ル等を行っています。 

また、駅周辺に防犯カメラを設置することにより、犯罪発生の抑制に努めるとともに、防犯カメラ

やドライブレコーダーに録画された映像を警察に提供することにより、犯罪捜査に協力しています。 

今後も、犯罪行為を抑止するための取り組みを推進してまいります。 
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田尻町 ※従前と変わらず 

公共交通機関での暴力行為の防止については、交通機関から要請があった際には協力して啓発等を

行ってまいります。 

本町にある駅は無人駅であることから、駅構内での利用者の安全と利便性向上のため、必要に応じ

鉄道事業者へ要望・協議を行ってまいります。 

熊取町（道路公園課） ※従前と変わらず 

公共交通の安全な利用に向けたマナー啓発については、公共交通事業者と協力し取り組んでまいり

ます。 

岬町（しあわせ創造部） ※従前と変わらず 

本町内の主要駅の駐輪場には、高齢者を狙ったひったくりなどの街頭犯罪や自転車窃盗などを抑止

するため防犯カメラを設置しております。また、計画的に町内を運行するコミュニティバス車内への

ドライブレコーダーを設置しております。今後とも管轄警察署と連携し、犯罪抑止に向けた啓発やパ

トロールの強化をはじめ、主要駅への巡回についても協議、検討してまいります。 

 

（10）交通弱者の支援強化に向けて ＜継続＞ 

誰もが買い物ができ、医療・介護、各種行政サービス等が受けられるよう、地域の実態を調査し、そ

の結果を踏まえて、バス路線の整備を含めた公共交通による移動手段の確立、移動販売や商業施設の開

設・運営への支援等、必要な対策を推進すること。「大阪スマートシティパートナーズフォーラム」に

よる取り組みの効果の検証を行うこと。 

（回答） 

貝塚市（都市計画課） ※下線部追加 

本市では、水間鉄道を基軸路線とし、それを補完する形で福祉型コミュニティーバスを運行させて

おり、市役所、商業施設、病院等への移動手段は、既に確保されておりますが、地域の実態にあった

移動手段のさらなる充実を目指し、令和 5 年度に地域公共交通計画の策定に取り組みます。移動販売

や商業施設の開設・運営支援については、貝塚市社会福祉協議会が民間事業者による移動販売事業を

支援していることから現状では考えておりませんが、今後、当該事業の動向を注視してまいります。

また、「大阪スマートシティパートナーズフォーラム」に参加し先進事例の情報収集などを行ってお

ります。 

泉佐野市（道路公園課、地域共生推進課） ※下線部追加 

誰もが買い物ができ、医療・介護、各種行政サービス等が受けられるよう、交通弱者の支援強化に

向けて、平成 13 年度より、公共施設や医療機関、駅・商業施設等を巡回するコミュニティバスを運賃

無料で運行し、年間 15 万人以上（令和 3 年度実績）の方にご利用をいただいております。 

また、山間部の路線バス運行のみの地域にお住いの 65 歳以上の高齢者の方につきましては、路線バ

スの運賃補助券を交付し、高齢者の移動や交通手段の確保に努めるなど、必要な対策を推進しており

ます。 

また、平成 26 年度から買い物弱者を対象として、食料品など生活必需品の移動販売事業を大阪いず

み市民生活協同組合様と協定を締結して実施しております。移動販売時には各地区福祉委員会の皆様

方の協力を得て、安否確認や地域の憩いの場となっていることから、引き続き、民間業者の取組と連

携し、買い物が困難な方への支援を推進しております。 

総じて、「大阪スマートシティパートナーズフォーラム」による取り組みの 3 つの基本姿勢となって

おります「生活の質（ＱｏＬ）の向上」、「民間との協業」、「社会実装」につきまして、これらの市事

業施策により、交通弱者への支援等より良い効果が生じております。 

今後も、すべての人々が健康で豊かに生活できる社会の実現に向け、支援を継続してまいります。 

平成 26 年度から買い物弱者を対象として、食料品など生活必需品の移動販売事業を大阪いずみ市

民生活協同組合様と協定を締結して実施しております。移動販売時には各地区福祉委員会の皆様方の

協力を得て、安否確認や地域の憩いの場となっていることから、地域からの停留所の追加要望があれ

ば調整を行うなど、引き続き、民間業者の取組と連携し、買い物が困難な方への支援を継続してまい

ります。 
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泉南市（産業観光課、環境整備課、長寿社会推進課、障害福祉課、総務課） ※従前と変わらず 

買い物困難者への支援については、市商工会に補助金を交付し、令和 3 年 11 月より移動販売を実

施しています。また、民間事業者による出張販売に関する広報等の支援を行うほか、市内複数箇所に

おけるＣＯＯＰによる移動販売の実績等を分析し、実体の把握に努めます。 

令和 4 年春のダイヤ改正に先立ち、コミュニティバス利用に関するアンケートを実施しました。こ

のアンケート調査の結果では、イオンモールりんくう泉南行き、あるいは帰りのバスを増やしてほし

い等の要望を多数頂いたことから、樽井駅が発着点となっていたものを、イオンモールりんくう泉南

を発着点に変更することで、待ち時間の活用や他の路線への乗換えなど、利便性の向上を図りまし

た。 

主に高齢者を含む交通弱者への支援は、介護保険法に定められている介護予防・日常生活支援総合

事業および生活支援体制整備事業等において、地域の実情に応じて検討することになっています。本

市では、中学校区を基に 4 つの圏域を設定しており、各圏域において、月 1 回市民を交え、地域課題

について考え、新たなサービス等を創出するための会議を開催しています。その中でも、交通弱者に

ついての議論もあり、コミュニティバスを有効活用するために、既存の時刻表とは別に市民一人ひと

りに合ったカスタマイズができる時刻表の作成等に取組んでいます。今後も引続き、市民を交えた会

議を開催し、支援体制整備の推進を図ります。 

移動困難な障害のある人に対して、安全で快適な移動を支援するため、移動支援事業の利用促進を

図ります。「大阪スマートシティパートナーズフォーラム」を通じて提供される他自治体の取組み等

については、庁内関係各課と情報共有を図ります。 

阪南市（都市整備課、介護保険課、市民福祉課） ※下線部追加 

地域の実情を調査し、その結果を踏まえた公共交通施策について、平成 30 年度に阪南市公共交通網

形成計画を策定しました。現時点では移動販売や商業施設の解説・運営支援等は困難ですが、引き続

き必要な対策について検討してまいります。 

 「第 8 期阪南市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」」においては、地域によっては移動手

段の課題が判明し、この課題を解消していくため、校区（地区）福祉委員会や介護事業者、ボランテ

ィア団体などで構成する生活支援・介護予防事業サービス協議体のメンバーの有志が集まり移動支援

に関する議論等を定期的に行っています。 

加えて、移動販売を実施している業者の紹介等を行い、買い物困難者の支援・推進しています。 

さらに、公共交通機関を利用しての移動が困難な方を対象に移動サービスを提供する福祉有償運送

制度の啓発を行い、現在 6 団体が制度の活用を行っています。また、本市と協定している生活協同組

合が、買い物困難地域異動販売車による買い物支援を行っていることから、同組合と連携し、買い物

困難な方の支援を推進してまいります。 

田尻町 ※従前と変わらず 

高齢者や運転免許返納者等の移動支援を行うことで外出するきっかけとなるよう、令和元年度より

コミュニティバスの運行を始めました。このバスは、隣接市と共同運行を行っており、町内の公共施

設や商業施設だけでなく、隣接市の駅、病院等へも無料で乗車できることから、たくさんの町民に利

用を頂いているところです。また、障害者や高齢者については、日常生活に支障がないよう各種福祉

サービスを利用していただいていますが、急な外出や目的によってはサービスを利用できないケース

もあります。重度障害者については、従前から移動支援としてタクシー利用助成を実施しております。

令和 4 年度からは移動が困難な高齢者を対象に生活行動範囲の拡大と社会参加を促進するため、タク

シー利用助成を実施しました。 

熊取町（道路公園課、産業振興課、生活福祉課） ※下線部追加 

本町における地域公共交通としては、熊取駅と地域を連絡する路線バスが3ルート、役場を起点に公

共施設を循環するコミュニティバスである「ひまわりバス」が4ルート、それぞれ存在しています。 

しかしながら、近年の高齢化の進行によって、「買い物難民」や「ラストワンマイル問題」という課

題が顕在化している状況を受け、町全体として公共交通の利便性向上を図る必要があるため、令和3年

度に任意の会議体として設置した「熊取町公共交通会議」を法令に基づく協議会へ移行を図り、本町

にとってよりよい公共交通の実現に向けた「地域公共交通計画」の策定に向け、同協議会において、 
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しっかりと議論をすすめ取り組んでまいります。 

また、交通弱者に対する支援強化について、移動販売や商業施設の開設・運営への支援等は、地域

の実態、ニーズにあわせて、対策を検討してまいります。 

なお、介護保険制度や各種サービスが利用できない高齢者の方々を対象として、令和 2 年 10 月より

熊取町社会福祉協議会において移送サービス事業を開始しており、買い物や通院、公共機関への外出

のための移動の支援を行っております。 

今後は、よりきめ細やかな取組に向けて、熊取町スマートシティ構想に基づき、本町社会福祉協議

会と連携しながら事業効果を検証してまいります。 

岬町（しあわせ創造部） ※従前と変わらず 

交通弱者に対する支援の取り組みについては、一部の地域で住民同士による買い物支援等の住民主

体の支え合い活動が開始されました。本年度においては、住民主体の取組みに対し活動費用の一部を

補助する等住民同士の支え合い活動を支援し、生活支援コーディネーターが中心となり、複数の地域

で同様の住民主体の活動が創出されてきています。今後は、さらに他の地域へも取り組みが広がるよ

う、適切な支援を推進してまいります。 

 

（11）持続可能な水道事業の実現に向けて ＜継続＞ 

持続可能な水道事業の実現のため、水道事業体における専門性を有する人材の確保・育成、技術継承お

よび水道の基盤強化のための労働環境改善に向けた取り組みを行うこと。 

また、水道の基盤強化のための施策を検討する場合には、当該施策のメリットだけでなく、デメリッ

トやリスクについても正しく地域住民に説明すること。加えて、民間事業者に水道施設運営権（コンセ

ッション）を設定する場合であっても、当該民間事業者の透明性を確保し、受益者である住民の合意を

得ることなく、安易に水質低下や水道料金の値上げを行うことのない仕組みを担保すること。 

（回答） 

貝塚市（上下水道総務課） ※従前と変わらず 

本市では、令和元年度から令和 10 年度までの本市水道事業の基本計画である「かいづか水道ビジョ

ン 2019」を策定しております。ビジョンの策定にあたっては、市民生活に欠かせないライフラインで

もある水道水を持続的・安定的に供給していくため、「安全」「強靭」「持続」の観点から本市水道事業

の現状を分析、評価したうえで、中長期的な視点で目指すべき将来像を描き、具体的な取り組みを検

討しました。 

 労働条件改善に向けた取り組みにつきましては、現状の課題を認識したうえで、進めているところ

です。また、地域住民への説明につきましては、当該計画の策定にあたり、広くご意見を頂くためパ

ブリックコメントを実施しており、策定後はホームページで公開するなど積極的な情報公開に努めて

おります。 

公共施設等運営権方式（コンセッション方式）につきましては導入する予定はございません。 

泉佐野市（経営総務課） ※従前と変わらず 

持続可能な水道事業の実現のため、専門人材の確保・育成等につきましては、今後における重要な

課題であると考えておりますので、引き続き水道事業体の労働環境改善に努めてまいります。 

 水道の基盤強化のための新たな施策の検討事項につきましては、広く市民に周知してまいります。 

また、現状におきましては、民間事業者にコンセッションを設定する予定はありませんが、その場

合においても料金改定等はじめとした重要事項については、幅広く議論を行ってまいります。 

泉南市（下水道課） ※回答不可 

本市水道事業につきましては、平成 31 年 4 月 1 日から、大阪広域水道企業団へ事業統合していま

す。 昨年度も回答させていただきましたが、本要請につきましては、大阪広域水道企業団へお願いし

ます。 

阪南市（下水道課） ※従前と変わらず 

本市水道事業は、平成 31 年 4 月に大阪広域水道企業団と統合し「大阪広域水道企業団 阪南水道セ

ンター」として事業を開始しています。労働環境・経営基盤等も含めた本市の水道に関する課題等に

ついては、必要に応じて大阪広域水道企業団と連携・協議し、対応してまいります。 
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田尻町 ※従前と変わらず 

水道事業については、大阪広域水道企業団へ統合されました。 

熊取町（下水道河川課） ※回答不可 

水道事業につきましては、令和 3 年 4 月 1 日から大阪広域水道企業団と統合し、現在は「大阪広域

水道企業団熊取センター」として、水道事業を行っており、運営主体が町ではなくなっていることか

ら、本町から今回のご要望に対して、具体的な回答を行うことはできませんので、ご理解をよろしく

お願いします。 

岬町（都市整備部） ※回答不可 

本要請に対応するために大阪広域水道企業団と統合しました。 

 

 

 

７．新型コロナウイルス感染症対策関連施策 

（1）感染拡大防止に向けた対策強化について ★重点項目 

①医療提供体制の強化について ＜継続＞ 

新型コロナウイルス感染症による医療崩壊を生じさせないため、重症病床をはじめとした新型コロナウ

イルス感染症患者の受け入れのみならず、一般医療に制限をかけることのない医療提供体制を整備するこ

と。加えて、中等症病床にて重症者の治療が可能となるよう高度な医療機器の増備を行うこと。また、当

面の病床確保のみならず、新たな感染症の拡大などの緊急時に耐えうる医療人材の確保や、公・民の医療

機関による連携を強化すること。 

（回答） 

貝塚市（病院総務課・健康推進課） ※従前と変わらず 

市立貝塚病院では、大阪府からの要請に基づき、軽症中等症の新型コロナウイルス感染症患者を受

け入れております。また、治療に当たって、病院の規模や専門性などの特色に応じて機能分担を図っ

ており、各医療機関との間で連携を行っております。 

また、感染症拡大などの緊急時に対応するための医療提供体制の確保や、医療機関連携等の強化に

ついては、従来から大阪府市長会を通じ、国及び大阪府に対し要望しているところです。 

泉佐野市（健康推進課） ※下線部追加 

医療提供体制の強化につきましては、都道府県において体制の整備が図られております。市といた

しましても、適切に実施されるよう大阪府に要望しております。 

今年度は、大阪府から要請があり、泉南医師会圏域（泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・

岬町）において、泉南医師会が中心となり 12 月から日・祝、年末年始について臨時発熱外来を設置

（民間医療機関）し、ホームページで公開、圏域の発熱患者の対応を行っております。 

泉南市（保健推進課） ※下線部追加 

医療提供体制の強化が重要であり、医療提供体制の主体である大阪府への要望を検討します。 

阪南市（健康増進課） ※従前と変わらず 

大阪府は、「新型コロナウイルス感染症にかかる大阪府保健・医療提供体制確保計画」に基づいて、

今後の感染拡大に備え目標とする病床及び居室の確保に努めているところです。 

阪南市民病院は、災害級非常事態となるフェーズ 5 では、重症病床 4 床、軽症中等症病床は 12 床を

確保しており、併せて、大阪府の補助金等を活用して感染症治療のための高度医療機器を設置するこ

とで、入院患者の安全・安心につながる医療の提供に取り組んでいます。 

田尻町 ※従前と変わらず 

国や大阪府、近隣市町村の先進事例を参考にしながら、今後も地域にあった支援の検討を進めてま

いります。大阪府や地域の医師会との連携を図り、町内医療機関への支援について迅速に対応出来る

よう、マスク・消毒液・防護服の備蓄を行い、医療機関からの供給支援要請に迅速に対応できる体制

整備に努めてまいります。 
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熊取町（健康・いきいき高齢課） ※従前と変わらず 

大阪府におけるコロナ患者に対する病床については、まん延時においても対応が行えるよう一定確

保され、感染状況に応じた病床の活用が行われておりますが、今後の感染状況の悪化等による病床の

ひっ迫や新たな感染症による緊急時の人材確保等については、必要に応じ大阪府への要望等を行いま

す。 

岬町（しあわせ創造部） ※従前と変わらず 

医療体制の強化につきましては、国及び都道府県の責任において整備を進めていると認識しており

ます。本町としましては引き続き新型コロナウイルス感染症対策として医療体制の強化を大阪府に求

めてまいります。 

 

②感染者受入れ体制の強化について ＜継続＞ 

新型コロナウイルス感染者を受け入れる療養施設（ホテル等）は、自宅療養を必要とする特別な事情を

要する患者を除き、受け入れを可能とする充分な確保を行うこと。 

また、宿泊患者の急な容体悪化に迅速に対応するため、医師の配置や医療機関との連携を強化すること。

さらには運営上の課題に対する相談窓口の設置をおこなうとともに、運営する施設の従業員に対する感染

防止対策に掛かる費用を負担すること。 

市民の感染による不安をできるだけ解消し、迅速な支援につながるよう、電話による相談体制を拡充す

るとともに、変異株の特性を踏まえた感染症の状況や予防方法、感染防止策などの情報を外国人や障がい

者などが確実に受け取るこができるようにすることを含め、正確な情報伝達を行うこと。 

（回答） 

貝塚市（健康推進課） ※下線部追加 

新型コロナウイルス感染者が宿泊療養するためのホテル等の確保や、当該施設従業員の感染防止対

策を含めた運営などに関することについては、大阪府が行うことになっておりますことから、本市独

自に対応する考えはありません。 

なお、電話による相談については、相談内容に即して大阪府開設のコールセンターの案内や市開設

のコールセンターにて対応しています。新型コロナウイルス感染症に関する外国人・障がい者への情

報発信については、主に市のホームページより大阪府が実施する外国人対象のリンク表示、障がいの

ある方には、市の広報で「声の広報」「点字広報」、ホームページの読み上げ機能で対応しておりま

す。 

泉佐野市（健康推進課） ※従前と変わらず 

感染者受入れ体制の強化につきましては、都道府県において体制の整備が図られております。市と

いたしましても、適切に実施されるよう大阪府に要望してまいります。 

また、労働安全衛生法に基づき、従業員の安全確保に努めるよう労働講座等にて周知を図ってまい

ります。 

泉南市（保健推進課） ※下線部追加 

宿泊療養施設の確保・機能強化についても、実施主体である大阪府への要望を検討します。市民の

感染による不安を軽減するため、引続き保健センター等での電話相談に対応するとともに、感染防止

策の啓発に努めます。 

阪南市（健康増進課） ※下線部追加 

阪南市では新型コロナウイルス感染者を受け入れる療養施設の体制がありませんが、大阪府では、

新型コロナウイルス感染症の陽性者のうち入院治療の必要が無い軽症者・無症状者のための宿泊療養

施設を確保しており、各施設には看護師が常駐し必要に応じて医師によるオンライン診療を受けるこ

とができる体制を整えています。 

また、陽性が判明した後の相談窓口として、コロナ陽性者 24 時間緊急サポートセンターや、新型コ

ロナウイルス感染症に関する相談、受診可能な医療機関、感染予防対策などに関する府民向け相談窓

口等を開設しています。 

新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせがあった場合は大阪府の制度をお伝えするととも

に、市ウェブサイトでも周知しております。 
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田尻町 ※下線部追加 

本町内で新型コロナウイルス感染者を受け入れる宿泊施設（ホテル等）への直接対応する機会はあ

りませんが、マスク・消毒液・防護服などの物品の支援要請などに対応できるよう努めてまいります。 

また、町民の感染による不安をできるだけ解消するための迅速な支援につながる電話等による相談

についても迅速に対応できるよう努めてまいります。 

熊取町（健康・いきいき高齢課） ※従前と変わらず 

宿泊療養施設等の運用及びその安全管理等については、保健所を含む大阪府において対応されてい

るところです。町としての役割については、感染予防に係る情報発信や啓発、また、ワクチン接種の

体制整備から実施までを役割として現在取り組んでいるところです。 

岬町（しあわせ創造部） ※下線部追加 

感染者受け入れ体制の強化については大阪府の責任において実施されるものと認識しております、

本町としましては患者が安心して療養できるよう宿泊療養施設の確保、施設における医療体制の確保

等の感染者受け入れ体制の強化を府に求めてまいります。 

町民の感染による不安については随時本町保健センター及び危機管理担当で相談を受け入れてお

り、健康相談、受診相談に応じています。外国人、障がい者も含め、正確な情報伝達に努めてまいり

ます。 

 

③ＰＣＲ検査の拡充について ＜継続＞ 

新たな感染拡大の予兆を掴み、拡大を未然に防止するためにもワクチン接種と並行しながら、ＰＣＲ検

査等の検査体制を拡充するとともに、濃厚接触者に指定された者の検査を確実に行うこと。また、過去に

クラスターが頻繁に発生している医療機関、高齢者施設、保育所、福祉施設等については、定期的な検査

を行うなどクラスター発生を未然に防止する措置を強力に推し進めること。さらには、無症状者による感

染拡大を防止するためにも、感染リスクの高い対面での業務を行っている労働者に対して、希望する労働

者が簡便に検査を受けることが可能な体制を整えること。加えて、新たな変異株の発生と拡大に備えスク

リーニング検査体制の拡充と専門家による研究を支援すること。 

（回答） 

貝塚市（商工観光課 健康推進課） ※従前と変わらず 

本市域における新型コロナウイルス感染拡大防止のためのＰＣＲ検査体制の拡充や、感染者の濃厚

接触者に対する迅速なＰＣＲ検査の実施については、大阪府岸和田保健所がその役割を担っていると

ころですが、本市独自に、症状のない市民のかたを対象に、新型コロナウイルス感染症のまん延防止

と社会経済活動の促進を図るため、無料でＰＣＲ検査を受検できる「貝塚市ＰＣＲセンター」を設置

しています。 

また、大阪府においては、高齢者施設等の従事者や利用者等に対する迅速なＰＣＲ検査実施体制を

確保するため、「高齢者施設等スマホ検査センター」を開設し、社会福祉施設等におけるクラスター

発生の未然防止に努めているところです。 

泉佐野市（健康推進課） ※下線部追加 

ＰＣＲ検査の拡充など検査体制につきましては、都道府県の主導により実施されており、大阪府に

おいて府民が希望すれば受けられる体制が整えられているところでございます。本市におきましても

国庫補助を活用し、令和 3 年 2 月から高齢者等を対象にＰＣＲ検査を実施するとともに、希望する市

民に対しては令和 3 年 7 月から検査を受けられる体制は整えられております。 

現在は、「大阪ＰＣＲ検査センター泉佐野」が、本市りんくう往来北において大阪府無料検査を実施

しております。 

泉南市（保健推進課、長寿社会推進課、保育子ども課、障害福祉課） ※下線部追加 

症状がある方への診療検査医療機関は、市内でも増加してきており、まずは、かかりつけ医へご相

談いただく体制となっています。また、濃厚接触者については、特に検査はせず、自宅待機の方針と

なっており、その周知を行います。高齢者施設等従事者へはスマホ検査センター等にて検査が実施さ

れています。無症状者への検査も大阪府により実施されています。今後の拡大に備えた対応について

も、引続き国・府の動向を注視し、要望等検討します。 
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高齢者施設および事業所に対し、ＰＣＲ検査等に関する情報提供を随時行っています。また、事業

所との会議の機会等で定期検査等の実施状況の確認と、未実施の事業所に対する実施の勧奨を行って

います。今後もワクチンの接種、ＰＣＲ検査の実施および感染対策により、クラスターの発生予防に

努めます。 

今年度はワクチン接種を希望する保育施設職員への優先接種を実施しました。また、保育施設には

9 歳以下の小児への抗原定性検査キットの無償配布を行う「検査キット配布センター」について周知

しました。 

障害者支援施設等に対しては、大阪府により、従事者への定期検査を実施しています。今後も、情

報の提供を行い、感染症予防対策に努めます。 

阪南市（健康増進課） ※下線部追加 

阪南市ではＰＣＲ検査体制はありませんが、大阪府は「診療・検査医療機関」を指定し、発熱患者

が早期に相談・受診できる体制を構築するとともに、濃厚接触者等に該当しない無症状者に対する無

料検査事業を行っています。また、感染者の早期発見や無症状感染者を原因とするクラスター発生を

未然に防ぐため、高齢者施設等の従事者等に対する定期的な検査を実施しています。検査に関する問

い合わせがあった場合は大阪府の無料検査事業を紹介し、市ウェブサイトでも周知を行っています。 

田尻町 ※下線部追加 

本町は、ワクチン接種を新たな感染拡大防止の最も有効な対策として、取り組んでまいりました。

ＰＣＲ検査体制については、大阪府の動向を踏まえながら正確に迅速な情報を町民に周知することに

努め、インターネットやＳＮＳを活用した情報発信に努めています。 

本町では、地域の保健所の指導助言を受け、地域におけるクラスター発生を抑制する事に努め、マ

スク着用、手洗い、手指の消毒、人との距離を取るなど、新しい生活様式の実践の周知を行っていま

す。 

また、高齢者施設や医療機関などからの要請に応じてマスクや消毒液、フェイスシールド等の必要

な物資の提供できる環境を整備してまいりました。今後も感染拡大防止に向けた支援や対策に努めて

まいります。 

熊取町（健康・いきいき高齢課） ※下線部追加 

 現在、大阪府では、無症状で検査を受けたい方への「無料検査事業」や高齢者施設等に対しては「高

齢者施設等従事者定期ＰＣＲ検査」や有症状の方を検査する「スマホ検査センター」が設置され対応

されています。また、症状のある方で、10～64 歳の軽症状の方へは検査キット配布センターが設置さ

れており検査キットが自宅へ配送される仕組みや、これまでどおり発熱患者の診療・検査が可能な診

療検査医療機関において検査が可能となっています。 

本町においては、まん延時におけるひっ迫したＰＣＲ検査（行政検査）の緩和と町内事業所等のク

ラスター発生時における検査を実施することでの住民の不安の軽減を図ることを目的とし、町内大学

との連携協定により大阪府及び町の補助金を活用し、町内大学に検査体制の整備を構築し、ＰＣＲ検

査【熊取モデル】とし実施しています。この検査体制をもって検査が必要な方、また、感染が不安な

方へのＰＣＲ検査を迅速に対応できるよう取り組んでいるところです。 

岬町（しあわせ創造部） ※下線部追加 

ＰＣＲ検査の拡充につきましては、令和 3 年 11 月 12 日に政府対策本部において検査促進枠の創設

方針が示され、都道府県による検査無料化の取組が継続していると認識しております。 

しかしながらこれまでの感染拡大時において、発熱外来がひっ迫したことから、現在、高齢者や重

症化リスク等に該当しない者に対しては簡易検査キットによる自己検査と陽性者フォローアップセン

ターへの自己登録が推奨されています。本町においては地区医師の協力のもと発熱外来が設置されて

おり、10 万人あたりの設置数は府内でも多く、住民を適切な医療へつなげています。 

クラスターの発生が懸念される福祉施設等への継続的な支援及びや労働者の簡易検査、調査研究に

ついては大阪府による広域的な対応を期待し、求めてまいります。 
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④感染防止のための支援拡充について ＜継続＞ 

医療機関、高齢者施設、学校、保育所、対面サービス業のみならず、さまざまな事業所が感染防止のた

めにマスクや消毒液など物資の購入や換気設備の設置を行っていることから、必要な物資の購入等に対す

る費用の助成を行うこと。また、通勤、オフィスワークにおける感染防止のため、時差出勤やテレワーク

を導入する事業所に対して、自治体としての指針を示すとともに、中小企業など労務管理が脆弱な事業所

に対する相談窓口を設置し体制整備を強化すること。 

（回答） 

貝塚市（商工観光課） ※従前と変わらず 

感染予防のための物資購入に対する助成の考えはありませんが、新型コロナウイルス感染症感染拡

大防止継続支援補助金など事業者の業種によっては国等の補助金の対象となる場合があることから、

制度の周知に努めてまいります。 

時差出勤やテレワークなど通勤及びオフィスワークにおける感染防止については、厚生労働省が定

めるガイドラインの周知及び啓発に努めるとともに、貝塚商工会議所と連携し、中小企業者等の相談

に対応してまいります。 

泉佐野市（まちの活性課、健康推進課） ※従前と変わらず 

感染対策のための物資の購入等については、既に大阪府や国が実施しており、事業者への周知をよ

り行ってまいります。また、時差出勤やテレワーク実施の指針につきましても、国が既に指針を示し

ていることから当市としても、その指針を事業者に周知してまいります。 

健康推進課においては、これまで、妊婦を対象にマスクの配布を実施し、その後も新たに妊娠届を

出された方には、子育て支援包括支援センター等にてマスク配布を引き続き実施しております。その

他各種支援につきましては、スケールメリットをふまえ、国や都道府県での検討・実施が適切かと思

われますので、要望をしてまいります。 

泉南市（産業観光課） ※従前と変わらず 

これまで、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市内事業者に対し、感染拡大防止のための取

組にかかる費用の一部を補助金として交付しました。今後も感染防止のための支援拡充に努めます。

また、時差出勤やテレワークについても関係機関と情報共有し、啓発に努めます。 

阪南市（まちの活力創造課、生活環境課） ※従前と変わらず 

国や大阪府、関係機関等と連携を図り、さまざまな事業所のニーズに沿った支援を検討するととも

に、適切な相談窓口への円滑な誘導に取り組んでまいります。 

田尻町 ※下線部追加 

医療機関、高齢者施設、学校、保育所などで感染防止対策に必要な物資については、マスクを始め

消毒液、ゴム手袋、フェイスシールド等の必要な物資の支援を行ってまいりました。 

また、相談窓口については、広報誌をはじめ、コロナ関連のチラシ等で周知を図り、関係部署で対

応するように努めています。 

熊取町（健康・いきいき高齢課、産業振興課） ※従前と変わらず 

マスクやガウン、手袋などの感染予防資材については、国から各機関への支援用の資材として配布

されており、資材不足等が発生した場合など必要に応じ配布しているところです。 

国、大阪府、商工会等の関係機関との連携を図りながら、支援内容についても検討してまいります。 

岬町（しあわせ創造部） ※下線部追加 

感染防止のための物資の購入、換気設備の設置等については国、府の補助金等を活用し行われてい

ると認識しています。企業に対しては大阪府より要請が出されているため、本町としては大阪府の要

請に準じて、町公式ホームページ、ＳＮＳなどを通じて、要請内容を周知しています。引き続き、府

に対して感染防止のための支援拡充を求めてまいります。 

 

⑤緊急事態宣言等の発令に伴う説明と周知について ＜継続＞ 

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発令に伴う感染拡大防止の効果を発揮し、事態を収束するため

には、意識と行動変容を促し、意義と目的を共有することが重要であることから、市民へ客観的根拠に基

づく丁寧な説明とメッセージの発信を行うこと。 
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また、飲食店をはじめとする各事業に対し休業要請を行う場合も同様に、現在に至るまでの休業要請に

対する検証を行うとともに、感染防止対策の有効性も勘案したうえで、客観的根拠に基づく要請内容とす

ること。 

（回答） 

貝塚市（健康推進課） ※下線部追加 

大阪府に対し緊急事態宣言が発出された際や、まん延防止等重点措置の適用が決定された場合など

については、その内容について、速やかにホームページに掲載し、市民への迅速な情報提供に努めて

いるところです。また、宣言や措置の実効性を高めるため、ホームページに市長メッセージを掲載

し、市民や事業者等に対する感染防止対策への協力の呼びかけを行っています。 

飲食店をはじめとする各事業に対する休業要請につきましては、都道府県知事に要請権限があるこ

とより、要請内容等を含め本市独自で検証する考えはございません。 

泉佐野市（危機管理課、健康推進課） ※下線部追加 

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令された場合、その効果を最大限に発揮するためには、

感染拡大防止のために求められる意識と行動をいかに市民に正しく伝えて理解を得られるかにかかっ

ています。そのため、公的機関の提供する正確な情報を随時入手するよう心掛け、ホームページ、防

災行政無線、登録制メール、市報のほか、ＴｗｉｔｔｅｒやＬＩＮＥ等を活用して、できるだけ広く

市民に丁寧に周知してまいります。 

また、感染の拡大期は、市民の不安が過剰に強まり、新型コロナウイルス感染症及びワクチン接種

に関連した誤解や偏見に基づく不当な差別を惹起する例も散見されておりますので、引き続き冷静な

行動を促すように努めてまいります。なお、休業要請などの要請内容の検証については、権限のある

大阪府に委ねます。 

これまでもホームページ等を活用し、啓発に努めてまいりました。引き続き、迅速かつ正確な情報

の提供に努めてまいります。 

泉南市（危機管理課） ※従前と変わらず 

国においては、これまでの感染拡大や感染者数の減少時の様々な客観的データや科学的根拠、知見

を基に、分析・検証を行い、今後有効となる具体的な対策を講じていくと考えられ、本市においても

国、都道府県と連携してコロナ禍の収束のため、情報共有しながら市民に対し、丁寧な説明とメッセ

ージを発信していきます。 

阪南市（健康増進課） ※従前と変わらず 

本市ではこれまでも新型コロナウイルス対策本部会議を 79 回開催し、大阪府新型コロナウイルス

対策本部会議における感染症拡大防止に向けた要請内容を市ウェブサイトやフェイスブックなどＳＮ

Ｓを効果的に活用し、タイムリーかつ広く市民の方々に周知することで、感染症拡大防止に取り組ん

でいます。 

併せて、公共施設では 3 密の回避やマスクの着用などを呼び掛けるポスターを掲示するなど、引き

続き感染予防の啓発に取り組んでいます。 

田尻町 ※従前と変わらず 

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発出に伴い、本町新型コロナウイルス対策本部通じて、町

民の方々へ正確な情報が速やかに届けられる様、引き続き、情報の発信に努めてまいります。 

熊取町（健康・いきいき高齢課） ※従前と変わらず 

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発令に伴う大阪府からの要請に従い、各方面への感染対策

について、文書及び町ホームページやＬＩＮＥ等において周知啓発を行っています。 

岬町（しあわせ創造部） ※下線部追加 

本町としてはこれまでも町ホームページ、広報紙、回覧等を通じて町民に対し情報発信を行ってき

ました。今後も引き続き丁寧な情報提供に努めてまいります。飲食店に対する休業要請は府が行うも

のであるため、休業要請に対する検証等については府に求めてまいります。 
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⑥ワクチン接種体制の強化について ＜補強＞ 

希望者全員が安心してワクチン接種できるよう、大阪府と連携の上接種体制を構築するとともに、単身

赴任者や学生など居住地以外での接種を含めた接種記録の管理や他の自治体等の連携の体制を構築する

こと。また副反応情報などの確実な情報収集と市民に対する正確な情報提供を行うこと。 

（回答） 

貝塚市（健康推進課） ※下線部追加 

新型コロナワクチン接種に関し、大阪府とは、日常的に連携を密にしており、国からのワクチン供

給を含め、円滑な接種推進に向け、引き続き、連携の強化を図ってまいります。単身赴任者や学生な

ど居住地以外での接種機会については、実際に住んでいる市町村への届出により接種が可能となって

います。また接種記録については、国が提供するクラウドのワクチン接種記録システムを利用するこ

とで「接種者情報」と「接種者記録情報」より、いつ・どこで・どのワクチンを接種しているかのデ

ータ参照が効率的に行える仕組みになっています。 

ワクチン接種に伴う副反応情報については、厚生労働省公表の情報をホームページに掲載し、市民

への情報提供に努めているところです。 

泉佐野市（健康推進課） ※下線部追加 

令和 3 年春から実施してまいりました初回（1・2 回目）接種におきましては、迅速かつ計画的に行

うことができ、接種を希望する高齢者は同年 7 月末、一般の方は同年 10 月末までに実施することがで

きました。同年 12 月からは 3 回目追加接種、令和 4 年 5 月からは 4 回目追加接種が開始され、現在

は、オミクロン株対応ワクチン接種が同年 9 月から開始されております。本市におきましては、ワク

チン接種の推進や副反応情報の提供に努めており、今後も引き続き国、府と連携し、確実な情報の提

供を行ってまいります。 

泉南市（ワクチン接種推進チーム） ※従前と変わらず 

ワクチン供給は、円滑な追加接種の実施に欠かせないものであり、市町村の求める必要な量のワク

チンを供給いただけるよう、国・府へ要望します。また、ワクチンに関する正しい情報を広報紙・ウ

ェブサイトを通じて周知します。 

阪南市（健康増進課） ※下線部追加 

全ての接種希望者において接種可能となるワクチン量が安定して供給されるよう、大阪府を通じて

国に要望を行っています。医療機関をはじめ、近隣自治体、大阪府等との連携を図るとともに、国及

び市のシステム情報連携を行い、適正な接種記録の管理に努めてまいります。また、ワクチン接種の

意義や必要性、副反応等のワクチン接種に関する情報については、国、大阪府を通じて適宜情報収集

に努めるとともに市民に分かりやすい形での情報提供を行ってまいります。 

田尻町 ※従前と変わらず 

ワクチンの供給については、国の動向を踏まえながら本町の接種状況を伝え大阪府に要望していま

す。現在のところ本町の計画通りのワクチン供給を頂いています。 

また、ワクチン接種に関する情報提供については、町ホームページやたじりっちメール等のＳＮＳ

を活用し、正確かつ迅速な情報提供を心がけてまいります。 

熊取町（健康・いきいき高齢課） ※従前と変わらず 

ワクチン接種の推進については、国の方針に基づき円滑に接種が行えるよう町内協力医療機関と密

に連携を図り進めているところでございます。接種の推進における課題等については、町村長会を通

じた要望において、必要に応じ行っているところです。 

また、副反応情報や接種に関する必要な事項については、できる限り接種される方へ発信できるよ

う接種券の発送時や町ホームページ等を活用し情報提供しているところです。 

岬町（しあわせ創造部） ※下線部追加 

本町としましては地区医師会の協力のもとワクチン接種体制を確保し接種を進めてまいりました。

現在、令和 5 年 3 月末までの接種について、町民へ早期接種を呼びかけております。引き続き、町民

に対し回覧、町ホームページ、公式ＬＩＮＥなどを活用しワクチン接種に関する情報提供を行ってま

いります。 
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⑦保健所機能の強化について ＜継続＞ 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、保健所及び保健センターに求められる役割は多岐に渡り、保

健所職員の過重労働が深刻な状況となっている。また、公衆衛生活動の拠点としての役割と当面の新型コ

ロナウイルス感染症対策や新たな感染症など、緊急時においても対応が可能となる職員を増員し、予算措

置とともに継続的な体制整備・支援を行うこと。その際、状況に応じて迅速な対応がはかれるようマニュ

アル等の策定を行うこと。さらには、大阪健康安全基盤研究所と十分連携した感染症対策や公衆衛生活動

を強化すること。 

（回答） 

貝塚市（人事課 健康推進課） ※下線部追加 

令和 3 年度以降、主に新型コロナウイルス感染症対策に携わっている健康推進課には、正規職員を

2 名、会計年度任用職員を 6 名増員しており、新型コロナウイルス感染症への対応として任用してい

ます。引き続き、体制整備に努めてまいります。 

また、新型コロナウイルス感染症対策に関するマニュアルとして「貝塚市新型インフルエンザ等対

策行動計画」を策定しております。大阪健康安全基盤研究所等の他機関連携につきましては、大阪府

が新型インフルエンザ等対策特別措置法及び感染症法に基づき実施する対策の中で、本市の役割を果

たしてまいります。 

泉佐野市（健康推進課） ※従前と変わらず 

これまでも保健所機能の強化は、大阪府へ要望しており、引き続き行ってまいります。 

泉南市（保健推進課） ※従前と変わらず 

保健センター機能強化については、全庁的な保健師配置体制を含め検討します。また、保健所機能

の強化については、府へ要望します。 

阪南市（健康増進課） ※従前と変わらず 

本市では、引き続き泉佐野保健所、地元医師会等と連携・協力して公衆衛生に係る活動を継続する

とともに、新型コロナウイルス感染症対策やオミクロン株対応ワクチン接種の確実な実施に向けて、

体制整備を図ってまいります。 

田尻町 ※従前と変わらず 

新型コロナウイルス感染症の拡大だけでなく災害発生時に伴う保健センターに求められる役割は大

きいと認識しており、関係部署とも協議、調整しながら緊急時においても対応可能な体制の構築の検

討に努めてまいります。 

熊取町（健康・いきいき高齢課） ※従前と変わらず 

本町においての保健所機能は大阪府の管轄となります。 

岬町（しあわせ創造部） ※下線部追加 

保健所機能の強化は府の責任において実施されるものとして認識しています。本町を所管する大阪

府泉佐野保健所の体制強化については保健所運営協議会を通じて府に要望してまいります。 

あわせて、大阪府尾崎保健所の設置については引き続き、府に強く要望してまいります。 

 

⑧感染者等への誹謗中傷やパワハラ・差別的扱いの禁止について ＜継続＞ 

医療従事者はもとより、エッセンシャルワーカーや感染者などへの差別的発言やＳＮＳを利用した誹謗

中傷などを根絶するため、広く市民に対して啓発活動を行うこと。 

また、差別的発言に至る背景には、情報の不足による不安や偏見があることから、正確かつ迅速な情報

発信をより一層強化すること。さらには、ワクチン接種は自己の判断によるものであり、同調圧力による

接種の強制や、接種しない者への差別的発言や不利益な扱いを行わないよう広く市民に対する啓発活動を

行うこと。 

（回答） 

貝塚市（人権政策課） ※下線部追加 

本市におきましては、広報かいづかやホームページにて、ワクチン接種を含む新型コロナウイルス

感染症に関連した差別に対して、人権に配慮した冷静な対応をいただくよう市民に呼びかけてきたと

ころです。 
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また 12 月の人権週間に合わせて、同調圧力とコロナ差別、及びインターネットと人権についての特

集記事を広報誌に掲載、市民に周知をいたしました。今後におきましても、情報発信に努めてまいり

ます。 

泉佐野市（人権推進課､まちの活性課） ※下線部追加 

コロナ禍のなか医療従事者をはじめ国民生活を支えているエッセンシャルワーカー及びその家族に

対する差別が生じることがないよう、市の広報 7 月号において令和 3 年 2 月 3 日、「新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が成立し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第

13 条第 2 項に、新型インフルエンザ等患者等に対する差別的取扱い等の防止に係る国及び地方公共団

体の責務（相談支援や啓発など）が定められたことを周知しました。 

また、令和 4 年 3 月に啓発冊子、人として生きる 46「病気と差別～コロナ差別とハンセン病～」を

作成し、泉佐野市人権対策本部人権問題懇談会等の機会に市民への啓発活動に努めています。 

今後もあらゆる機会を捉え新型コロナウイルス感染者等への誹謗中傷やパワハラ・差別的扱いが起

こらないように啓発活動に取り組んでまいります。 

泉佐野・熊取・田尻事業所人権連絡会を通じて事業所に対し、新型コロナウイルス感染症に関する

不当な扱い、差別を行わないよう周知してまいります。 

泉南市（人権推進課、ワクチン接種推進チーム） ※従前と変わらず 

昨年度に作成した新型コロナウイルス感染症に関する差別や偏見をなくすための啓発冊子を講演会

や講座等の市民が集まる機会に配布し、市民に対して積極的に啓発周知を図っています。 

今後も、ワクチン未接種者に対する差別を含め、新型コロナウイルス感染症に関連した偏見や差別

が起こらないよう、引続き周知・啓発を行います。 

ワクチン接種に関する正しい情報を、広報紙やウェブサイトを通じて、市民へ繰返し周知します。 

阪南市（人権推進課） ※従前と変わらず 

市ウェブサイトに「新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について」という記事を掲載

するとともに、法務省から提供されたポスターの掲示やチラシを配架し、感染者への人権保護は勿論

のこと、ワクチンを接種されていない方への差別がないように啓発に努めています。 

田尻町 ※下線部追加 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染者やその家族、医療従事者や外国からの入国者等に

対する差別や偏見、誹謗・中傷、排除などが、また、ワクチン接種開始以降は接種しない方やできな

い方に対する誹謗・中傷、偏見なども多数生起していることは認識しております。さらには、リモー

トワーク中の社員を必要以上に監視したり、私的なことに立ち入る、不適切な発言をするなどのハラ

スメントも生じています。 

感染症にかかるのはその人の責任ではなく、ウイルスによるものです。このような差別は決して許

されるものではなく、差別をなくすためには、病気に関する正しい情報による冷静な行動をすること、

誤った情報に同調したり、広めたりしないよう気をつけることが必要です。 

本町においては、コロナ差別にかかる町長メッセージをホームページに掲載するほか、広報誌への

掲載、ポスターの作成・掲出など啓発に努めてまいりました。今後も、様々な機会をとらえ、啓発の

取り組みを進めるとともに差別を受けた方に対しては、心のケア等も含めきめ細かな相談を行えるよ

う的確に対応できる体制づくりに努めてまいります。 

熊取町（人権・女性活躍推進課） ※従前と変わらず 

新型コロナウイルス感染症やコロナワクチンに関連する人権への配慮については、町広報紙、ホー

ムページ、人権啓発情報誌、ポスター、チラシ、また、講演会等の事業等において広く周知をおこな

っているところです。 

引き続き、「コロナ差別」をなくすために、あらゆる機会を通じて啓発・周知に努めてまいります。 

岬町（総務部） ※従前と変わらず 

新型コロナウイルス感染者やその家族、濃厚接触者、医療従事者や輸送を担う方々などに対する誤

解や偏見に基づく不当な差別的扱いや言動、偏見、いじめ、誹謗中傷を行うことは許される行為では

ありません。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況にありますので、相手に寄り添い、相手を思

いやる心を持っていただけるよう、住民への周知を図るとともに、法務省や法務局等と連携し、新型 
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コロナウイルス感染者に対する不当な偏見、差別、いじめ等の被害に遭った方からの相談体制充実に

努めてまいります。 

また、パワーハラスメントに関する啓発冊子を令和 2 年 3 月に町内全戸に配布し、住民の皆様に啓

発を行っているところですが、町内企業に対し、中小企業においても令和 4 年 4 月からパワーハラス

メント防止対策が義務付けられる等、雇用管理上講ずべき措置について、関係機関と連携し、周知強

化に努めてまいります。 

 

（2）新型コロナウイルス感染症対策に関する支援の強化について ★重点項目 

①雇用調整助成金特例措置の継続について ＜継続＞ 

雇用調整助成金の特例措置は雇用の維持に重要な役割を担っており、打ち切りや減額を行うことは失業

者の増加に繋がり得ること、さらには、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金についても、事業所よ

り休業手当の支払いを受けることが出来なかった労働者にとって、生活を維持するためには必要不可欠な

制度であることから、それぞれ新型コロナウイルス感染症による影響が沈静化するまで継続すること。 

また、財源については新型コロナウイルス感染症対策として一般会計より支出するよう、国に対して強

力に働きかけること。 

（回答） 

貝塚市（商工観光課） ※従前と変わらず 

雇用調整助成金については、国の制度であることから、本市に継続の決定権はございません。財源

につきましても国が適切に判断するものと考えております。 

泉佐野市（まちの活性課） ※従前と変わらず 

雇用調整助成金等については、国の制度であることから、新型コロナウイルス感染症による影響を

注視しながら、必要に応じて今後も継続していくよう求めてまいります。 

泉南市（産業観光課） ※従前と変わらず 

雇用調整助成金および新型コロナウイルス感染症対応休業支援金について、新型コロナウイルス感

染症による影響が沈静化するまで継続することが重要なことと認識しています。機会を通じて、要望

します。 

阪南市（生活環境課） ※従前と変わらず 

国や大阪府に対し、雇用調整助成金特例措置の継続及び財源確保について要望してまいります。 

田尻町 ※従前と変わらず 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方々にとって必要な支援策については、府や国に対

して今後も継続されるよう働きかけを行ってまいります。 

熊取町（産業振興課） ※従前と変わらず 

国の動向や新型コロナウイルス感染症の影響の状況など、情報収集に努めつつ、特例措置の継続や、

財源についても要望してまいります。 

岬町（都市整備部） ※下線部追加 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている労働者が、コロナ禍においても安定した生活を維持

できるよう、関係機関と緊密に連携を図るとともに、必要に応じて補助金の創設を検討するなど必要

な施策を検討してまいります。 

 

②新型コロナウイルス感染症拡大における各種支援制度の支給迅速化について ＜継続＞ 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響により、雇用調整助成金や事業所を対象とした営業時間短縮

等協力金、個人を対象とした休業支援金など、さまざまな支援制度については、支援を必要とする者が確

実に支援を受けることができるよう認知度を高める取り組みを強化するとともに、支給の迅速化へ向けた

体制を整備すること。 

（回答） 

貝塚市（商工観光課） ※従前と変わらず 

各種支援制度を市ホームページや市広報に掲載し、市民のかたへの周知を図っています。 
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今後も、さまざまな支援制度については、オンライン申請が困難なかたのために申請書類を市窓口

に設置するなど、制度の認知度を高め、迅速に支援が届くよう取組んでまいります。 

泉佐野市（まちの活性課） ※従前と変わらず 

国や大阪府等様々な機関が、支援制度を行っている中で、適切な支援制度を迅速に案内できるよう

に努めてまいります。また、どのような制度があるのか事業者への情報発信を行っていきます。 

泉南市（産業観光課） ※従前と変わらず 

様々な支援制度について、認知度が高まるよう関係機関と連携し、普及啓発に努めます。また、本

市が実施する事業については申請手続きの簡素化を図り、支給の迅速化に努めます。 

阪南市（まちの活力創造課、生活環境課） ※従前と変わらず 

各種支援制度について、国や大阪府、関係機関等と連携を図り、窓口・広報誌・市ウェブサイト等

のさまざまな媒体を活用し、認知度の向上に取り組むとともに、迅速な支援となるよう連携強化に取

り組んでまいります。 

田尻町 ※従前と変わらず 

各種支援制度については、国や大阪府、関係機関などから情報を収集し、広報や町ホームページ等

を活用して情報発信に努めてまいります。 

熊取町（産業振興課） ※従前と変わらず 

国、大阪府等の関係機関からの情報収集に努め、企業や町民へ積極的に周知してまいります。 

岬町（都市整備部） ※従前と変わらず 

国や大阪府、商工会などの関係機関と連携を図り、各種支援制度について情報提供や手続きがスム

ーズに行われるようサポート体制の検討に努めてまいります。 

 

③生活困窮者への支援について ＜継続＞ 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により失業・休業を余儀なくされた生活困窮者が増加しているこ

とから、支援金を拡充するとともに生活相談者自立支援の相談窓口を充実させること。特にシングルマザ

ーをはじめとする「ひとり親」家庭に対する支援を強化すること。 

また、住居確保給付金の12カ月を超えたさらなる延長や、緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付にお

ける返済の据置期間の延長など、実効性ある支援を国に対して求めること。さらには、現行の支援制度の

活用状況を検証し、支援を必要とする者に確実に届くよう認知度を高める取り組みを行うとともに、活用

の進んでいない市町村に対しては活用促進へ向けた働きかけを行うこと。加えて、複雑な手続きが制度の

利用を妨げることのないように手続きを簡素化すること。 

（回答） 

貝塚市（福祉総務課） ※従前と変わらず 

本市では、生活困窮者自立支援制度と地域就労相談を一体的に実施しており、新型コロナウイルス

感染拡大の影響で、失業・休業された方や、減収により生活に困窮されている方に対し、それぞれの

実情に合わせた相談支援を行っております。「ひとり親」家庭についても、必要に応じて関係機関と

連携しながら、多面的に支援を行っております。 

住居確保給付金の延長や、緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付における返済の据置期間の延長

など、制度の周知については当該制度の関係部署において、ホームページへの掲載など、引き続き周

知に努めてまいります。 

今後も住居確保給付金や家計改善相談など、支援を必要とする方に適切な支援メニューを助言・提

案し、相談者一人ひとりに寄り添った相談支援ができるよう努めてまいります。 

泉佐野市（子育て支援課、地域共生推進課） ※従前と変わらず 

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、妊娠期間を経て出生した新生児を抱える世

帯の経済的負担を軽減し支援するため、市独自の施策として昨年度と同様に、新生児 1 人あたり 10 万

円の臨時特別給付金を支給する「いずみさの新生児臨時特別給付金事業」を実施いたしました。 

ひとり親家庭には、引き続き、児童扶養手当制度やひとり親家庭医療費助成制度の経済的支援を行

い生活の安定を促進し、就労に結びつきやすい資格を取得するための高等職業訓練促進給付金及び、

自立支援教育訓練給付金の周知を図り、制度の活用を促進してまいります。 
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また、母子・父子自立支援員を相談窓口として、シングルマザーをはじめとするひとり親家庭の支

援に努めてまいります。 

大阪府においては、原油等の原材料価格等の高騰の影響が広く府民に及んでいる中、子育て世帯に

は、文房具や書籍、おむつ、生理用品など、子どもが生活する上で特有の負担が生じている状況を踏

まえ、府内に住む 18 歳以下のすべての子どもたちに 1 万円分のギフトカード（電子マネークオカード

ペイ）を配付する事業の実施に伴い、泉佐野市では、大阪府の事業に「1 万円上乗せ」して、市内の 18

歳以下の子どもたちを対象にギフトカード等を配付する市独自の「泉佐野市子ども教育・生活支援事

業」を実施しました。 

生活困窮者の支援につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、住まいを始めと

した支援を必要とする方からの相談が多数寄せられており、5 つの中学校圏域に設置した地域型包括

支援センターを中心に、お困りの方の相談を確実かつ迅速に受け止める体制を整備しております。ま

た、住居確保給付金の申請書類等を市ホームページに掲載し、申請書をダウンロードできるようにす

るなど、同制度の活用促進に取り組んでおります。引き続き、複雑な手続きが原因で制度利用を妨げ

ることのないよう、可能な限り手続きの簡素化に努めてまいります。 

泉南市（生活福祉課、家庭支援課） ※下線部追加 

自立支援の相談機能についてコロナ禍以前より人員を増加し、強化しています。 

ひとり親家庭に対する支援について、ほかの相談者同様に支援をしています。住居確保給付金につい

て、国の支給マニュアルに基づき行っています。緊急小口資金・総合支援資金については、社会福祉

協議会が行っている事業となります。認知向上については、現在行っている広報活動の強化充実に取

組み、活用促進に努めます。併せて手続きの簡素化にも努めます。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、生活困窮されているひとり親家庭に対して、国制度の給

付金を支給していますが、市の単独事業での支援は予算の計上が可能であれば、今後検討します。 

阪南市（生活支援課、こども支援課） ※下線部追加 

本市においては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響により収入減少や失業等により一時的に生活困窮状態に陥り、社会福祉協議会に

おける生活福祉資金の特例貸付の決定を受けた世帯、又は住居確保給付金の支給決定を受けた世帯に

30,000 円の商工会商品券を配布し家計を応援しています。 

住居確保給付金の 12 ヶ月を超えたさらなる延長等の実効性のある支援について、国・府に対する要

望事項として要望してまいります。また、住居確保給付金等の支援内容について、市のウェブサイト

に掲載することを通じ認知度を高めるなど、支援を必要とする方に対する活用促進の働きかけに努め

ているところです。 

また、窓口や電話で行うひとり親家庭の方への相談対応では、母子父子自立支援員等の職員が、個

別に相談内容を丁寧に聞き取りながら、必要な情報提供を行い、関係課・ハローワーク等と連携して、

適切な支援につながるよう取り組んでいます。 

田尻町 ※従前と変わらず 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により失業・休業を余儀なくされた方への支援については、

地域就労支援コーディネーターがハローワーク等と連携して就労支援を行う事や各種福祉サービスと

連携するなど相談者のニーズに応じた相談支援に努めてまいります。 

コロナ禍におけるひとり親家庭に対する支援については、低所得のひとり親家庭に対する給付金事

業の実施と共に、生活困窮者に対する自立支援等の相談窓口の紹介などを実施しております。 

 また、必要に応じて、大阪府や社会福祉協議会などの関係機関が実施する支援制度の紹介なども併

せて行っており、現行の支援制度の周知についても、積極的な広報活動を行い、認知度の向上に努め

てまいります。 

生活保護制度及び生活困窮者支援の相談につきましては、大阪府等の関係機関と緊密な連携を取り

対応を行っています。また、住居確保給付金等の延長につきましては、新型コロナウイルス感染症拡

大に伴う国民生活や経済への影響を総合的に判断して、国において適切に判断されるものと考えてお

りますとともに、住民への周知や支援の活用につきましても、いち早く状況を把握するとともに、町

社協及び府社協協力のもと対応を行います。 
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熊取町（生活福祉課） ※下線部追加 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている「ひとり親家庭」への支援については、国の実施す

る「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を可能な限り速やかに支給してお

ります。 

また、岸和田子ども家庭センターで実施しております住居確保給付金や、熊取町社会福祉協議会で

受付を行っている緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付につきましては、町ホームページでの周知

など支援が必要な方に新しい情報が届くよう努めてまいります。 

岬町（しあわせ創造部） ※従前と変わらず 

新型コロナウイルス感染症の影響による生活困窮者支援については、緊急小口資金・総合支援資金

の貸付や住居確保給付金などの既存の国制度による支援の活用促進に取り組んでまいります。 

 

④事業所支援の拡充について ＜継続＞ 

新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食・観光業のみならずサプライチェーンで連なる事業所や、

対面サービス業、さらには人流を抑制することによって危機に陥っている産業などさまざまであり、企業

の経営努力のみで補え切れるものではないことからも、新たな支援制度や補助金の創設など国に対して求

めること。 

（回答） 

貝塚市（商工観光課） ※従前と変わらず 

国や府に対し支援施策についての要望を行ってまいります。 

泉佐野市（まちの活性課） ※従前と変わらず 

当市が、国際空港を持つ特性より観光業や飲食業等様々な事業者が新型コロナウイルス感染症の影

響を大きく受けていることから、今後も新たな支援制度を国に対して求めてまいります。 

泉南市（産業観光課） ※従前と変わらず 

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業所に対する支援の拡充は重要なことと認識していま

す。新たな支援制度や補助金の創設について機会を通じて要望します。 

阪南市（まちの活力創造課） ※下線部追加 

本市の新型コロナウイルス感染症の影響を受けている企業への新たな支援制度や補助金の創設など

については、大阪府、近隣自治体の動向を踏まえ、国に対する要望について検討してまいります。 

田尻町 ※従前と変わらず 

本町では、プレミアム付き振興券の発行や支援金の交付等を行い、新型コロナウイルス感染症の影

響を受けている事業者に対し、支援を行って来たところです。 

今後も、府や国に対して働きかけを行うとともに、国や大阪府などと連携し、市町村において必要

な施策について検討してまいります。 

熊取町（産業振興課） ※従前と変わらず 

国、大阪府等の関係機関からの情報収集に努めつつ、新たな支援制度や補助金の創設なども要望し

てまいります。 

岬町（都市整備部） ※従前と変わらず 

新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けている飲食・観光業、またそれらに関連する各

種事業所について、コロナ禍による影響を注視し、必要となる支援制度等について検討するよう努め

てまいります。 
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８．大阪南地域協議会統一要請 

（1）ゴミ袋の有料化について ＜新規＞ 

ゴミ収集（ゴミ袋）料金の負担について、各自治体において様々な取り組みがなされているが、結婚・

出産等に一定数の配布をするなど、市民サービスの充実について努力をされているか、回答いただきたい。 

また、大阪市等で実施している「ふれあい収集」（ゴミ出しが出来ない高齢者・障がい者などへの支援

策）等、サービスの拡充がなされているのかそれぞれ具体的に推移を含め示されたい。 

（回答） 

貝塚市（廃棄物対策課）  

結婚・出産等に際し、ゴミ袋の配布は行っておりませんが、町会・自治会加入促進策として町会連

合会が実施する町会加入世帯へのゴミ袋配付事業に対し助成しているところです。 

高齢者等へのごみ出し支援（ふれあい収集）については、国や近隣市町の動向を注視するとともに

福祉部局とも連携し、本市にとってどのような方法が適しているのか、現在検討を進めているところ

です。 

泉佐野市（環境衛生課）  

ごみ袋を有料で購入いただき、ごみ処理費用の一部負担をしていただくことにより、ごみの分別意

識の向上、排出抑制に繋がっており、値下げによりその効果の低下が懸念されますので、料金値下げ

に関しては慎重な議論が必要と考えます。 

また、高齢者や障がい者などのごみ出し困難な世帯を対象に、平成 24 年度より「ふれ愛収集」とし

て、可燃ごみ及び資源ごみの玄関先での戸別収集を行っております。今後も更なる高齢化社会への対

策として一層のサービスの充実を検討してまいります。 

泉南市（清掃課、長寿社会推進課、障害福祉課）  

市内に住民登録のある新生児から生後 24 ケ月までの乳幼児のおられる世帯に対して、少子化対策

の一環および乳幼児のおられる世帯の経済的負担軽減を図るため、市指定可燃ごみ袋（20 ㍑）を乳幼

児 1 人につき 1 ケ月単位 10 枚配布しています。 

また、福祉の増進を図ることを目的に担当課と連携し、介護を要する単身の高齢者および障害者の

おられる世帯を対象に戸口での安否確認およびごみ収集を行っています。また、万一に備え専従車に

は自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を搭載し、普通救命講習修了職員を配置しています。 

ごみ出しができず困っている高齢者や障害のある人に対して、清掃課と連携し「ふれあい収集」を

実施しています。事業の周知においては、地域包括支援センターと連携し行っています。 

泉南市では、ゴミ出しができず困っている障害のある人に対して、清掃課と連携し「ふれあい収集」

を実施しています。今後も、周知に努めます。 

阪南市（資源対策課）  

少子化対策の一環として 2 歳に達するまでの乳児のいる世帯に対し、一定数の可燃ごみ指定袋を配

布することにより、経済的負担を軽減するサービスを行っています。 

また、「ふれあい収集」については、平成 19 年 1 月よりサービスを開始し令和 3 年度末（令和 4 年

3 月末）の実績は、196 件です。 

田尻町  

本町においては、二歳児未満のこどもがいる世帯、要介護認定を受けて在宅で介護を受けている者

がいる世帯及び障害者手帳等を所持し在宅で介護を受ける者がいる世帯に対し、20 ㍑の有料可燃ごみ

袋を配布しています。 

また、「ふれあい収集」については、「たじり安心サポート事業」を実施し、自らごみ集積場所ま

でごみ出しが困難な高齢者や障害者のいる世帯の支援（日常生活の見守りを含む）を行っています。 

熊取町（環境課）  

本町の可燃ごみは平成 21 年度から指定袋制を導入しており、需要が高いサイズとして現行の 20 リ

ットル、45 リットルの 2 つのサイズを採用しています。 

「結婚・出産等に一定数の配布を」とのことですが、本町では新生児から生後 24 ヶ月乳幼児がいる

ご家庭におむつ用に 20 リットルのごみ袋を配布しております。 



- 89 - 

また、大阪市等で実施している「ふれあい収集」ですが、現在可燃ごみの玄関先までの個別収集は

実施しておりませんが、様々な事情によりごみ収集場所までのごみ排出が困難な方へは、収集作業に

支障のないことを確認したうえで、ごみ収集場所をお困りの方宅付近に移動・増設するなど、ご相談

いただいた際に臨機応変に対応しております。 

なお、本町ではご自分で粗大・不燃ごみを運び出せない、高齢者のみの世帯の方や、障がいがある

方の世帯の方を対象に、運び出しをサポートする制度を創設しています。 

岬町（しあわせ創造部）  

ごみ収集（ごみ袋）料金の負担については、無料としております。また、「ふれあい収集」等につい

ては、本町において必要とされているサポート内容などのニーズの把握に努め、支援体制の検討を進

めてまいります。 

 

（2）各自治体におけるインフラ施設の維持管理について ＜新規＞ 

各自治体の厳しい財政状況のなか、老朽化したインフラ設備の維持管理について、上下水設備及び道路

等、更新事業に取り組まれていることと考えますが、クリーンセンター（ゴミ焼却施設）・し尿処理施設

等の維持・建設の考え方について、今後の展望を示されたい。 

（回答） 

貝塚市（廃棄物対策課 環境衛生課）  

岸和田市と貝塚市を構成市とする岸和田市貝塚市清掃施設組合（一部事務組合）が岸和田市貝塚市

クリーンセンターを運営しており、組合が令和 2 年 3 月に「公共施設等総合管理計画」を作成してお

ります。この計画の策定過程において、施設の更新及び現施設の延命化を検討し、現施設の延命化が

最適であると判断し、稼働開始から 50 年を目標とし、基幹改良工事や大規模改修を計画的に進める予

定となっております。 

また、し尿処理施設については、処理施設の広域連携も視野に入れながら、必要最低限の電気・機

械・建築設備の更新や改修を行ってまいります。 

泉佐野市（環境衛生課）  

ごみ処理施設及びし尿処理施設につきましては、本市及び田尻町とで廃棄物処理を目的に泉佐野市

田尻町清掃施設組合（以下、組合という。）を組織し、組合が施設の設置及び運営を行っております。 

ごみ処理施設につきましては、焼却施設は昭和 61 年、破砕施設は昭和 58 年から稼働しており、補

修・改良工事を行っているものの、いずれも老朽化・陳腐化が進んでおります。このような状況のも

と、新たに熊取町が組合の構成員として参画し、令和 12 年度の稼働開始を目標に、一市二町で広域的

なごみの中間処理を行う新ごみ処理施設の整備事業を進めております。 

し尿処理施設につきましては、令和 2 年 12 月に策定した「泉佐野市田尻町清掃施設組合第一事業所

長寿命化総合計画」に基づき、計画的に補修整備を行っているところです。それにより、大規模な修

理を行うことなく、令和 12 年度まで施設機能を維持・延命化することが可能と考えております。 

その後につきましても、ＬＣＣの比較検討により、新規に施設を整備するよりも、大規模な基幹改

良工事により延命化を進める方が有利であるため、定期修繕では補えない大型機器等について基幹的

な改良工事は必要になるものの、定期的な補修整備を継続することで、さらに 10 年間の延命が可能と

見込んでおります。 

泉南市（清掃課、環境整備課）  

泉南清掃工場は稼働から 36 年経過しており、泉南清掃工場長寿命化計画に基づき平成 23 年度～平

成 26 年度に実施した基幹的設備改良工事にて令和 11 年度までの延命化を図りましたが、経済性・安

定性および安全性の観点から更なる延命化は困難となることから、令和 12 年度の新炉供用開始に向

けて測量や調査、都市計画等の手続きを進めます。 

本市のし尿処理施設である双子川浄苑については、建設後 40 年余りを経過しており、建物の老朽化

や設備等の経年劣化が著しい状況であり、引続きし尿等を適正かつ安定的に処理していくため、施設

更新や広域化等の可能性について、今後の方向性の検討に取組んでいます。 
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阪南市（生活環境課、資源対策課）  

し尿処理施設であるはんなん浄化センターＭＩＺＵＴＡＭＡ館については、将来にわたり継続して

安定的にサービスを提供できるよう、令和 2 年 3 月に策定した「はんなん浄化センターＭＩＺＵＴＡ

ＭＡ館個別計画」に基づき、適切に維持管理しているところです。 

また、現行のごみ処理施設は稼働から 36 年が経過し、延命化対策として基幹的改良工事を行い、令

和 11 年度までの延命化対策を行っていますが、抜本的に施設の老朽化を解消することが困難なこと

から、泉南清掃工場の建て替えについて、阪南市・泉南市・泉南清掃事務組合の 3 者で協議・検討し、

令和 12 年度の焼却施設等の供用開始に向け取り組んでいます。 

田尻町  

ゴミ焼却及びし尿処理については、泉佐野市田尻町清掃施設組合において実施しています。当該施

設については長寿延命化対策で維持管理をこれまで行ってきましたが、新たに泉佐野市域に、令和 12

年度の稼働を目指し、熊取町も加わる形での新施設の建設を実施します。 

熊取町（環境センター、環境課）  

熊取町では、竣工から 30 年が経過する老朽化したごみ処理施設を運用する中で、令和 2 年 3 月に

「熊取町環境センター長寿命化総合計画」を策定し、その中で示す延命化計画により令和 12 年度まで

の維持管理を計画的に進めて行きます。 

また、これと平行して泉佐野市、田尻町、熊取町の 1 市 2 町で行うごみ処理の広域化に向けての協

議を進め、令和 12 年度には新ごみ処理施設の稼働を目指しています。 

なお、し尿処理については、竣工から 30 年以上が経過したし尿処理施設の維持管理を令和 3 年 3 月

で終了し、令和 3 年 4 月からは泉佐野市田尻町清掃施設組合に委託しています。 

岬町（しあわせ創造部）  

ごみ処理施設・し尿処理施設については、設備更新や修繕を行いながら、施設の延命化を行い継続

していきたいと考えております。 

 

（3）今後想定される災害や感染症への対応について ＜新規＞ 

①現在、各自治体において進められている南海トラフ地震への対応に加え、線状降水帯が発生した場合の

初動対応について、全ての被災者（他の自治体住人を含む）の受入体制を示されたい。 

（回答） 

貝塚市（危機管理室 健康推進課）  

地震等の突発的な災害への初動体制については、災害発生後、指定避難所の近隣に住む職員が避難

所を開設することになっています。被災者の受入れについては、指定避難所は市内の住民に限らず被

災された全ての方が利用することができます。 

泉佐野市（危機管理課）  

大規模災害時の被災者の受け入れについては、指定避難所の他、友人・親せき宅、ホテル等、多様

な避難先を想定するとともに、市域内での対応が困難な場合は、近隣自治体や関係自治体との連携に

よる受け入れも検討します。 

また、避難所以外のところに避難する「避難所外避難者」への支援にも努めてまいります。 

泉南市（危機管理課）  

線状降水帯が発生した場合の対応については、洪水・土砂災害の危険エリアを中心にどの地域のど

の避難所を開設すべきか、また公的な避難所だけではなく、緊急一時的避難施設として協定を締結し

ている民間施設にも避難スペースの協力依頼をし、可能な限り、多くの被災者を受け入れることがで

きるよう努めます。 

阪南市（危機管理課、健康増進課）  

災害によって現に被害を受けた方や災害によって被害を受けるおそれがある方を受け入れるため、

災害の種類、気象状況等を特に考慮し、適切な避難所を選定し開設することとしています。 

また、国や大阪府との連携を図りつつ、泉佐野保健所、地元医師会等の協力を得ながら感染拡大を

可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護するために必要な体制整備を図ってまいります。 
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田尻町  

線状降水帯が発生した場合においては、むやみに移動を開始して二次的被害が発生することを防止

するため、事業所に対して、一時的な受入れへの協力を働きかけるとともに、必要に応じて、一時滞

在施設の確保に努めます。 

熊取町（危機管理課）  

南海トラフ地震といった地震災害及び台風をはじめ線状降水帯を含む風水害における災害時の初動

対応については、本町の地域防災計画及び災害応急対策実施要領「職員行動マニュアル」に定めてお

り、指定緊急避難場所及び指定避難所にて被災者を受け入れることとしています。また、平成 25 年に

泉州地域・堺市以南の 9 市 4 町で広域的な応援体制の確保について相互応援協定を締結しており、こ

れらの市町及び大阪府等と連携し、被災者の受け入れに努めます。 

岬町（まちづくり戦略室）  

本町における、南海トラフ地震での被害想定は、大阪府の算定によると、一時的に避難される方は

3,456 人と想定されています。これを目安として、食料については大阪府が策定した「大規模災害時

における救援物資に関する今後の備蓄方針について」を基本に 1 日 3 食、3 日間の合計 9 食分（本町

と大阪府が各 4.5 食分）を本町の備蓄計画に基づき、計画的に備蓄を進めています。 

なお、線状降水帯が発生した場合の初動対応については、被災者数に係る推計は行われていません

が、現行の避難所運営の範囲で対応します。 

 

②新型コロナウイルスでの対応を振り返り、今後未知のウイルスが発生・蔓延した場合の対応等、自治体

の諸課題を示されたい。 

（回答） 

貝塚市（危機管理室 健康推進課）  

今後、未知の感染症発生により住民の生命及び健康を保護する必要が生じた場合には、本市の「新

型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき対策本部を構成し、本市の役割を的確に実施できる様、

集中して業務にあたれる体制づくりが必要と考えております。 

泉佐野市（健康推進課）  

今般の新型コロナウイルス感染症は、甚大な感染拡大により、多くの人々や社会経済への影響は計

り知れず、現在も感染拡大を繰り返しております。今まで人類が経験したことのないウイルスで、当

初はどう対応すればよいのか不明ではございましたが、徐々に病態などが明確になるとともに医療提

供体制の確保、ワクチン接種の推進、治療薬の研究などが進んでおります。今後は、さらなる経験や

研究により大きな流行を抑制するなど、ますます対応が確立されていくものと推察されます。 

今後も新たなウイルス等による感染症は、人類を脅かす可能性があり、その性質や対策方法につい

ては、新型コロナウイルス感染症と同様に数年単位で確立されていくことになると考えられます。対

応方法については、今回と同様に国、大阪府が専門家のご意見を伺い方向性を示し、市町村はそれを

迅速かつ正確に住民の方々に伝え、正しい行動がとれるよう努めてまいりますが、今後対応について

検証がされ、今回の経験が活かされれば、今以上に円滑な対応が可能であると考えられます。 

しかし、本市としては、たとえどのような感染症が流行したとしても、「感染しても発症しない」「発

症しても重症化しない」身体づくりのために、日頃からの健康づくりに努めていただくことも重要で

ある考えています。その点についての啓発や講座等の事業は、今後も更なる充実を検討し、継続して

いきたいと考えております。 

泉南市（危機管理課、保健推進課）  

未知のウイルスが発生・蔓延した場合の対応は、その分野の専門家等、信頼性の高い者・機関が発

信する情報を収集・分析し、統計データ等ある程度客観的な根拠を基に、国や府とも連携しながら大

きな方向性や方針を合議によって定め、それを住民に分かりやすく説明することが重要です。 

人権問題、風評被害が起きないよう啓発する、市場でマスクや消毒液等の物が流通しなくなった場

合どうするか、命を守る行動と経済を維持する行動のバランスをどうとるか等が課題となります。 

今回の新型コロナウイルス感染症への対応を振り返り、今後の対応へ活かしていくことは、大変重

要と認識しており、今後課題を整理して、マニュアル等作成を検討します。 
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阪南市（健康増進課）  

国や大阪府との連携を図りつつ、泉佐野保健所、地元医師会等の協力を得ながら感染拡大を可能な

限り抑制し、市民の生命及び健康を保護するために必要な体制整備を図ってまいります。 

田尻町  

国や大阪府、地域医師会との連携を図り、迅速に対応出来るような体制を整えることに努めるとと

もに、医療機関からの供給支援要請に迅速に対応できる体制整備に努めていく必要性があると考えま

す。 

熊取町（健康・いきいき高齢課）  

新しい感染症が発生した場合の対応については、国の新型インフルエンザ等対策本部において決定

される方針に従い各種要請や感染対策及び必要な支援等を行っていきます。また、諸課題につきまし

ては、感染症発生時には感染対策物資が不足することや迅速な情報発信等が重要であり、平時から、

泉佐野保健所が近隣市町、関係機関による協議会を開催し検討しており、今後においても国・府・関

係機関と連携し対応してまいります。 

岬町（まちづくり戦略室、しあわせ創造部）  

感染症対策としては、本庁の意思決定機関である対策本部の設置、町全体の対策についての決定、

各担当課との情報共有など体制づくりをより速やかに行うこと、また未知の感染症であることから国

及び府からの速やかな情報伝達が必要と考えます。新型コロナウイルス感染症については、有効とさ

れる防止策を積極的に採用し、対応してきましたが、それ以外を原因とするものについても、これま

での知識・経験を活かしつつ、国・大阪府が発信する情報を取得・精査し、課題に取り組みます。 

今回、新型コロナウイルス感染症については、情報や国府の対応が五月雨式に基礎自治体である市

町村に伝達されるよりも先にマスコミを通じて発表され、結果として、情報がない中で町民への対応

を強いられ、現場職員は疲弊しました。泉佐野保健所機能がマヒしたことにより、その矛先が役場へ

向き、所管外の業務について住民からの問い合わせや対応に追われました。府保健所機能の強化、国

や府からの情報伝達の迅速化、町医療職の感染予防・防止の基本的な知識及び対応能力の強化が課題

と考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 93 - 

９．泉南地区協議会独自要請 

≪貝塚市≫ 

（1）公共交通機関への財政支援について ＜継続・一部修正＞ 

市内公共交通機関（電車・バス等）の安定した運営を図るため、水間鉄道安全輸送整備費補助金・貝塚

市福祉型コミュニティバス運行補助金の拡充措置を講じること。 

新型コロナウイルス感染症流行の影響で利用者が減少している現状があることから、補助金の継続した支

給が望まれる。また、高齢者運転免許返納者が買い物に苦労する現状が散見されることから、その支援と

して、移動販売業者の誘致などを検討されたい。 

（回答） 

2022（令和 4）年度 

水間鉄道安全輸送設備整備費補助金及び貝塚市福祉型コミュニティバス運行補助金については、新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、令和 2 年度と 3 年度に拡充措置を講じた

ところです。 

 市民にとって安全安心な公共交通機関として維持していく必要があることから、今後も鉄道の安全

輸送及びコミュニティバス運行に対し補助をしてまいります。 

また、令和 2 年度に作成した貝塚市周遊ガイドブック「ＫＡＩＺＵＫＡみちの本」において、テー

マやターゲットごとに 5 つの観光周遊コースを設定しました。この中に公共交通機関を移動手段とし

て利用するコースも含まれています。今後、この観光周遊コースに沿った市ＰＲ動画の制作やイベン

トの実施を計画しており、公共交通機関を利用した観光産業の促進にもつながると考えております。 

 

 

2023（令和 5）年度 

（都市計画課 障害福祉課 商工観光課） 

水間鉄道安全輸送設備整備費補助金及び貝塚市福祉型コミュニティーバス運行補助金については、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、令和2年度と3年度に引き続き令和4年

度も拡充措置を講じたところです。 

水間鉄道につきましては、市民にとって安全安心な公共交通機関として維持していく必要があるこ

とから、今後も鉄道の安全輸送及びコミュニティーバス運行に対し補助を行ってまいります。 

また、貝塚市社会福祉協議会が移動販売事業を実施していることから当該事業の動向を注視してまい

ります。 

 

（2）ごみ集積場所の適正管理について ＜継続・一部修正＞ 

 風雨又は小動物などの影響により、市内のごみ集積場所からごみ（可燃ごみ、ペットボトル、プラスチ

ック製容器包装など）の飛散が散見される。 

管理責任者又は利用する住民が、ごみ集積場所の清潔保持及びきれいな街づくりの推進並びに生活環境

の保全を図ることができるよう、効果的な管理方法を明らかにすること。 

また、ごみ散乱防止ネット（小動物忌避ネット）の無償貸与又は助成制度の拡充を講ずること。 

（回答）                                  ※従前と変わらず 

（廃棄物対策課） 

ごみ集積場所の適正な使用については、基本的に排出者の責任によるところが大きいとの考えから、

利用者間で集積場所を清潔に保てる利用方法を心掛けてもらえるよう、周知に努めております。効果

的な管理方法については、集積場所等の状況により異なることから、開発協議や市民からの相談の機

会に、個別に対応しているところです。 

 ごみ飛散防止ネットについて、現状では、利用者間で話し合いのうえ、購入していただいている状

況であり、現時点で、ごみ飛散防止ネットの無償貸与や助成制度についての考えはございませんが、

近隣市町の状況などを参考に研究してまいります。 
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（3）病児保育の浜手地区への拡充 ＜継続・一部修正＞ 

発熱等で看護の必要がある子どもを抱えながら、やむを得ず出勤しなければならない時に利用できる病

児保育は、労働者にとって安心して働くための有益な制度である。 

しかし、その認知度は高くなく、必要性があるが利用には繋がっていない現状がある。現状の周知方法

に加えて、パンフレットを市内の企業へ配布する等、制度の認知度がさらに高まる取り組みを検討された

い。 

また、現状、市内で病児保育を行っている場所は、山手地区に一ヵ所のみである。貝塚の未来ある子ど

もたちに、平等にその有益性が担保されるよう、病児保育の更なる拡充について検討されたい。 

（回答）                                  ※従前と変わらず 

（子育て支援課） 

病児・病後児保育事業については、平成 22 年 10 月より、民間の事業者に委託し実施しています。

その施設の利用状況は、年間約 750 名の受入が可能ですが、利用実績が定員に達していないため、現

在のところ新たに浜手地区への整備の考えはありません。 

 また、本事業の周知については、現在、市ホームページ等で周知しているほか、令和 4 年 6 月発行

の「かいづか子育てガイドブック（市ホームページからも閲覧可）」に掲載し、市内の保育施設や子育

て関係施設に配布しております。また、窓口では、委託事業者作成のパンフレットを配布しています。

本事業を必要とする子育て家庭への認知が高まるようさらなる周知に努めてまいります。 

 

 

≪泉佐野市≫ 

（1）災害時の緊急情報システムの整備について ＜継続・一部修正＞ 

最近、日本各地で地震が頻繁に発生しており、地域住民及び地域企業への啓発、特に津波の被害が想

定される臨海地域への啓発及び緊急情報システムの構築が急務である。また、市民防災の日と位置づけ

た「大防災訓練」での課題点の改善、災害時の緊急放送の改善及び天候などによる聞き取りにくくなる

ことへの対応策等整備やＳＮＳを活用した情報発信等住民へのＰＲに努め、ＳＮＳに馴染みのないお年

寄りやなどの情報弱者に対しては、情報を届けるための対策を講じること。 

（回答）                                  ※従前と変わらず 

（危機管理課） 

津波被害が想定される区域の住民や企業への、啓発の取組を継続して行ってまいります。 

大防災訓練の課題としましては、各自主防災組織が地域のニーズに応じた、様々な訓練内容の提案

を行ってまいります。防災行政無線の音声放送が聞き取りにくいなどの課題については、自動電話案

内サービス、ファクシミリ、ツイッター、登録メール、地元ケーブルテレビ局の防災情報サービスな

ど、メディアとの連携と様々なツールを活用してまいります。 

 

（2）熊取駅西地区整備計画について ＜新規＞ 

熊取町と泉佐野市で協力して進めている熊取駅西地区整備計画について、熊取駅東地区の駅前ロータリ

ーの混雑緩和が期待できるが、熊取駅西地区ロータリーの設置時期について明らかにされたい。 

（回答） 

（道路公園課） 

熊取町と泉佐野市で協力して進めている熊取駅西地区整備計画については、令和 4 年 12 月 10 日

で、全線開通いたしました。 

 

 

≪泉南市≫ 

（1）市内観光資源の活性化と地元企業等への優遇について ＜新規＞ 

地元企業・従業員の福利厚生に寄与するため、市内の観光施設の利用料優遇制度等の独自支援策につい

て、構築・検討を行うこと。また、市民全体においても、同様の支援策の構築・検討を行うこと。 
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（回答） 

（産業観光課） 

既存の地元企業・事業所については、事業資金融資利子補給制度、退職金共済掛金補助制度を主な

柱として支援を行い、地域の雇用、賃金水準の確保に努めます。また、新型コロナウイルス感染症に

起因する影響を受けた事業者に対しては、セーフティネット保障 4 号、5 号、危機関連の認定を速や

かに行い、滞りなく事業継続が行えるよう支援を継続します。 

 

（2）少子化対策について ＜継続・一部修正＞ 

幼児教育の無償化が実施されましたが、泉南市においては給食費については、完全無償化とされていな

い状況です。近隣市町では幼児教育の無償化実施に伴い、給食費も無償化されている自治体もあり、大阪

市においても無償化を予定しているとのことです。幼児教育無償化の基本理念と近隣市町との公正・公平

を確保するため給食費の無償化を図ること。併せて、義務教育課程における給食費の無償化も図ること。 

（回答） 

2022（令和 4）年度（保育子ども課、教育総務課） 

本市では、以前より主食費を徴収しておらず、民間園所に対して完全給食を実施する条件で補助金

を交付しています。副食費については、1 号認定は従来実費徴収の対象となっています。2 号認定につ

いては、1 号認定および学校でも実費徴収されていること、また、これまでも利用料の一部として保

護者が負担してきたことから、応益負担の考えに基づき、国の基準に沿って対応することとなりまし

た。なお、経済的負担が大きい低所得者層等については、国の基準に沿って免除措置が講じられてい

ます。幼稚園給食は実施していません。 

 

 

2023（令和 5）年度（保育子ども課、教育総務課） 

泉南市では、以前より主食費を徴収しておらず、民間園所に対して完全給食を実施する条件で補助

金を交付しております。副食費については、1 号認定は従来実費徴収の対象となっています。2 号認定

については、1 号認定および学校でも実費徴収されていること、また、これまでも利用料の一部とし

て保護者が負担してきたことから、応益負担の考えにもとづき、国の基準に沿って対応することとな

りました。なお、経済的負担が大きい低所得者層等については、国の基準に沿って免除措置が講じら

れています。幼稚園給食は実施していません。 

学校給食費については、学校給食法により学校給食の実施に必要な施設および設備に要する経費並

びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする

こととし、それ以外の学校給食に要する経費は、学校給食を受ける児童・生徒の保護者の負担と規定

されています。一部の自治体で給食費の無償化を実施しているところもありますが、本市の財政状況

を踏まえ、国・府の交付金等の動向に注視し検討します。 

 

 

≪阪南市≫ 

（1）尾崎駅の周辺整備について ＜継続・一部修正＞ 

尾崎駅前においては、朝夕時に駅への送迎などにより慢性的な渋滞が発生し、地元住民及び歩行者は、

大変危険な状況にあります。 

加えて、尾崎駅周辺は、阪南市の商業、医療、行政等の機能が集積する中心的な区域でもあります。 

以上のことから、尾崎駅周辺の整備は、地域でのにぎわい創出などのまちづくりの推進のためにも重要で

あると考え、具体的には、現在進められている駅のバリアフリー化、渋滞緩和対策及び歩行者の安全確保

のための一方通行化に向けた整備の他にも、災害への対応策として、市役所駐輪場及びサラダホール駐車

場の敷地に新たにロータリーを設置するなどの整備を行い、尾崎駅前の周辺整備に引き続き取り組まれた

い。 

また、周辺整備のための十分な財源の確保及び地権者、地元住民及び鉄道事業者との協議を図られたい。 
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（回答）                                  ※従前と変わらず 

（都市整備課） 

尾崎駅周辺は、商業等の機能が集積する本市の中心市街地であり、中心市街地としての魅力や賑わ

いの強化、人々が活動しやすいための環境整備等が今後の課題であると認識しています。 

 こうした課題認識のもと、これまで歩行者の安全確保、交通の円滑化、駅前活性化の機運醸成等を

目的に、尾崎駅山側道路の一方通行化に取り組んでいるところですが、駅前における地元の意向を踏

まえつつ、警察と連携しながら、その規制にあわせた歩道整備を進めています。 

 また、尾崎駅周辺に係る整備や災害時の対策等については、今後も関係機関等と協議調整を行い、

できるところから取り組みを進めてまいります。 

 

 

≪田尻町≫ 

（1）まちづくりの人材育成対策について ＜継続＞ 

移住・定住施策等により、8000 人の大家族プロジェクトの推進が図られている中、必須要素と考えら

れる活発な地域コミュニティが着実に形成されるよう「第 5 次田尻町総合計画」等に基づき事業展開を

することで、未来のまちづくりに向け、世代間での交流を図るとともに各世代で多彩な人材が育成される

ような対策に取り組まれたい。 

（回答） 

2022（令和 4）年度 

本町では、仕事や生活に追われ地域に疎遠になりがちな方々のなかで、地域での活躍が期待される

還暦を迎えられる方を対象とした「若葉のつどい」や、世代間の交流を図るための親・子・孫の三世 

代が共に参加できる「あそびを通した体験型講座」を実施してまいりました。令和 2 年度に創設した

「ワクワクたじりまちづくり補助金」事業では、住民団体が自主的に実施するまちづくり活動を積極

的に支援しています。 

また、「第 5 次田尻町総合計画」においては、地域づくり人材の発掘と育成、地域を支える仕組みづ

くりを組織横断的に取り組むため、「みんなでまちを楽しむ、地域を支えるコミュニティづくり」を戦

略プロジェクトの一つとして位置づけており、地域活動のすそ野の拡大・活性化に向け、住民がいつ

でも気軽に立ち寄れ、地域やコミュニティに関する情報入手・交換ができる「たまり場」の開設や、

世代を超え様々な分野における地域活動の参画が促進され、活発な地域コミュニティが形成されるよ

うまちづくりや人づくりに引続き取り組んでまいります。 

 

 

2023（令和 5）年度 

地区会等の加入率の低下、担い手不足により活動の持続が難しくなってきており、「第 5 次田尻町総

合計画」において、地域づくり人材の発掘と育成、地域を支える仕組みづくりを組織横断的に取り組

んでいます。その戦略の 1 つとして、ボランティア活動に対し、ボランティポイントを付与する仕組

みを新たに設け、町民のボランティア活動の活性化と健康づくりとの相乗効果を図る「田尻町たじり

っちポイント事業」を令和 5 年度から実施予定です。  

また、憩いの場（お風呂）での多世代交流や住民主体による高齢者の居場所（なごみの里）づくり

などを通じて、「8000 人の大家族」のコンセプトに相応しい、住民がともに支え合い助け合う、活発な

地域コミュニティが形成されるようなまちづくりに引き続き努めてまいります。 

 

 

≪熊取町≫ 

（1）広域幹線道路の整備について ＜継続＞ 

都市計画道路 泉州山手線は、大阪都心部と関西国際空港をつなぐ泉州地域の丘陵部における広域幹線

として、地域の連携と活性化を支え大阪都市圏全体の発展に寄与するとともに、南海トラフ地震等の大規

模災害時においても広域的な緊急輸送ルートとなるなど多様な機能を持つ重要な路線であることからも、
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早期整備に向けて取り組まれたい。 

また、併せて慢性的な渋滞が生じている国道 170 号線について、国、府、警察に働きかけるなど渋滞

解消に向けて取り組まれたい。 

（回答）                                  ※従前と変わらず 

泉州山手線については、平成 27 年に岸和田市、貝塚市、泉佐野市及び熊取町の三市一町からなる

「泉州山手線整備推進協議会」を設立し、これまでも泉州山手線の早期事業化に向けた要望活動を行

ってきており、令和 4 年 8 月にも、事業主体である大阪府に対して、要望活動を行いました。 

令和 2 年度には、大阪府都市整備中期計画において、（都）貝塚中央線から府道水間和泉橋本停車場

線までの区間が位置付けられ、事業着手されていますが、大阪外環状線までの早期事業着手の要望を

引き続き行ってまいります。 

また、国道 170 号（大阪外環状線）についても慢性的な渋滞解消を図るべく、大阪府に対して 4 車

線化の早期事業着手要望を行っており、大阪府からは、現在事業中の（都）大阪岸和田南海線の完成

見通しが立った段階で着手するとの考え方が示されており、引き続き、大阪府と 4 車線整備の進め方

について検討してまいります。 

 

（2）熊取駅西地区整備計画について ＜新規＞ 

熊取町と泉佐野市で協力して進めている熊取駅西地区整備計画について、熊取駅東地区の駅前ロータリ

ーの混雑緩和が期待できるが、熊取駅西地区ロータリーの設置時期について明らかにされたい。 

（回答） 

熊取駅西交通広場整備事業については、令和 4 年 12 月 10 日から供用を開始いたしました。 

 

 

≪岬町≫ 

（1）企業誘致対策のさらなる強化について ＜継続・一部修正＞ 

町民ひとり一人が生涯安心して働き、安定した生活と充実したワークバランスを送るためには更なる企

業誘致の取り組みへの強化が必要であると考える。岬町企業立地促進条例に基づく企業誘致について、進

捗状況を明確に示していただきたい。 

また、今後も町が求められる業種を対象としたセミナー、並びに町長による企業訪問やトップセールス

等、過去の例にとられる事なく大胆な発想と手法を以て、企業誘致の更なる強化へ向けて取り組まれたい。 

（回答） 

2022（令和 4）年度 

（総務部） 

本町では、産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画を策定し、商工会、金融機関と連携した支

援やビジネスプランコンテストの開催などの創業支援に取り組んでいます。 

また、企業立地促進条例に基づく固定資産税や水道料金、地域住民の雇用促進に対する支援、地域

未来投資促進法や過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく課税免除などの取り組み

も実施しています。 

企業誘致の推進は、交流人口や定住人口を呼び込み、賑わいを創出するための重要なミッションで

あることから、関係機関へのトップセールスなど、令和 4 年度につきましても、引き続き、企業誘致、

地域住民の創業、就労支援の取り組みに努めてまいります。 

 

 

2023（令和 5）年度 

（総務部） 

本町では、平成 17 年に企業誘致の優遇措置を行う岬町企業誘致に関する条例（現「岬町企業立地促

進条例」）を制定以来、多奈川地区多目的公園及び関西電力多奈川発電所跡地への企業誘致に努め、多

目的公園には 6 事業者、発電所跡地には 2 事業者の誘致を行い、5 事業者を条例に基づく、優遇措置

事業者として決定し、支援を行っています。 
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本町の条例では、総額 1 億円の優遇措置を受けることが可能であり、他団体と比べても手厚い優遇

制度を設けるほか、企業立地促進法や過疎法に基づく課税免除制度の導入など、積極的に支援制度を

設けています。 

また、企業誘致にあたっても、町長が東京出張を利用した国等へのセールス活動や大阪府、関西電

力との連携による誘致活動を行っており、企業誘致に一定の成果を見せているところです。 

今後とも、発電所跡地への企業誘致に積極的に取り組んでまいりますので、貴協議会においても企業

用地のアピール等への協力をお願いします。 

 

（2）新たなみさき公園整備とみさき公園駅前の再開発について ＜継続・一部修正＞ 

新たなみさき公園の整備に係る優先交渉権者が決定されましたが、将来継続的に親しまれる公園を作る

事が町としての責任であると考えます。つきましては、現状いかなる展望を以て計画を進められているの

か、詳細を明確に示していただき、また、駅前再開発についても、みさき公園の整備と同時にすすめる事

が有用であると考え、計画を進める中で町民の雇用促進に対する支援を含めた取り組みに対する町として

の今後の将来展望について示されたい。 

さらには、南海電気鉄道株式会社のみさき公園運営事業の撤退に伴う事により、特急の停車駅から除外

される事がないよう、南海電気鉄道株式会社と正式な協議を実施していただき、今後も町民の利便性の確

保に万全を期されたい。 

（回答） 

2022（令和 4）年度 

（都市整備部） 

本町では、南海電気鉄道撤退後も都市公園存続を最優先する方針とし、みさき公園が持つ集客機能

と賑わい拠点としての機能を維持し、町民をはじめ周辺自治体の利用者にも親しまれる「新たなみさ

き公園」として、令和 3 年 7 月より本町による先行開園を行っています。 

今後については、現在ＰＦＩ事業として公募を進めている「新たなみさき公園整備運営事業」の優

先交渉権者決定後に当該事業者と協議のうえ事業契約を締結し、民間の資金、企画力、経営能力及び

技術的能力を積極的に活用して、魅力ある都市公園を実現することを目的として「新たなみさき公園」

を整備するとともにその後の維持管理・運営を実施することで、将来にわたって親しまれる魅力ある

公園づくりに努めてまいりたいと考えております。 

また、南海電気鉄道株式会社とは、「新たなみさき公園」の整備状況を踏まえつつ、当該事業に対す

る協力や交通結節点としての機能の維持・向上など必要な協議を進めてまいります。 

 

 

2023（令和 5）年度 

（都市整備部） 

本町では、南海電気鉄道撤退後も都市公園存続を最優先する方針とし、みさき公園が持つ集客機能

と賑わい拠点としての機能を維持し、町民をはじめ周辺自治体の利用者にも親しまれる「新たなみさ

き公園」として、令和 3 年 7 月から本町による先行開園を行っています。 

また、令和 4 年 9 月 28 日に「新たなみさき公園整備運営事業」に係る事業契約を締結したＰＦＩ事

業者による民間の資金、企画力、経営能力及び技術的能力を積極的に活用して、魅力ある都市公園を

実現することを目的として「新たなみさき公園」を整備するとともにその後の維持管理・運営を実施

することで、将来にわたって親しまれる魅力ある公園づくりに努めてまいります。また、南海電気鉄

道株式会社とは、「新たなみさき公園」の整備状況を踏まえつつ、当該事業に対する協力や交通結節点

としての機能の維持・向上など必要な協議を進めてまいります。 

 

以 上 
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≪政策予算要請 用語集≫ 
 
 

１．雇用・労働・ワーク・ライフ・バランス施策  

＊大阪雇用対策会議 

大阪府、大阪労働局、近畿経済産業局、大阪市、堺市、関西経済連合会、大阪商工会議所、連合大阪の 8

者で構成し、大阪府域における雇用創出・確保と雇用失業情勢の改善を目的に、オール大阪で雇用対策に取

り組む（国の緊急雇用対策に盛り込まれた「地域雇用戦略会議」に位置付けている）。 

 

＊大阪人材確保推進会議 

大阪府では、府内の製造分野、運輸分野、建設分野、インバウンド関連分野の人材確保を必要とする業界

で働くことに魅力を感じ、活躍できるよう、業界及び当該業界の企業のイメージアップと人材確保を図るた

め、業界団体や行政機関、金融機関等で構成する標記推進会議を設立した。 

 

＊地域就労支援事業 

各市町村が地域にある様々な支援機関と連携し、働く意欲がありながら雇用や就労を実現できない方々

（中途退学者や卒業後も未就職にある若年者、障がい者、母子家庭の母親、中高年齢者等）を支援する事業。 

 

＊地域労働ネットワーク 

行政・労働者団体・使用者団体等の機関・団体が連携して、地域の労働に係わる課題や問題を解決してい

くために、大阪府（労働環境課）が事務局となり府内 7 ブロックに「地域労働ネットワーク推進会議」を設

置し、合同企業面接会や説明会、労働問題や勤労者健康管理、ワーク・ライフ・バランスの啓発セミナー等、

幅広い労働関連事業を実施している。 

 

＊おおさか男女共同参画プラン 

大阪府では、2001 年 7 月にすべての人が個人として尊重され、性別にとらわれることなく、自分らしくの

びやかに生きることのできる男女共同参画社会の実現をめざし、2010 年度を目標年次とする「おおさか男女

共同参画プラン」を策定。その後、2006 年に一部改訂を経て、2011 年に「おおさか男女共同参画プラン(2011

－2015)」を、2016 には後継計画として「おおさか男女共同参画プラン(2016－2020)」を策定し、大阪府に

おける男女共同参画施策を総合的、計画的に進めてきた。その後、新型コロナウイルス感染拡大の影響や社

会情勢の変化、国の「第 5 次男女共同参画基本計画」の趣旨を踏まえ、新たに「おおさか男女共同参画プラ

ン(2021-2025)」を策定した。 

 

 

２．経済・産業施策・中小企業施策  

＊中小企業振興基本条例 

中小企業が地域経済において果たす役割の重要性に鑑み、中小企業の振興について、府の責務、基本方針

等を明らかにし、中小企業の健全な発展を図ることにより、大阪経済の活性化、雇用機会の創出及び府民生

活の向上に寄与することを目的としている。 

 

＊技能五輪全国大会・技能五輪国際大会 

技能五輪全国大会は、青年技能者の技能レベルの日本一を競う技能競技大会である。目的は、次代を担う

青年技能者に努力目標を与えるとともに、大会開催地域の若年者に優れた技能を身近にふれる機会を提供す

る等、技能の重要性、必要性をアピールし、技能尊重機運の醸成を図ることにおかれている。 

全国大会の出場選手は、各都道府県職業能力開発協会等を通じて選抜された者（原則 23 才以下）とされて

おり、国際大会が開催される前の年の大会は、国際大会への派遣選手選考会を兼ねている。 

 

＊ＢＣＰ：Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ Ｐｌａｎ（事業継続計画） 

企業が事業継続に取り組むうえで基本となる計画のこと。災害や事故等の予期せぬ出来事の発生により、
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限られた経営資源で最低限の事業活動を継続、ないし目標復旧時間以内に再開できるようにするために、事

前に策定される行動計画。 

 

＊ＢＣＰ策定大阪府スタイル 

中小企業庁は、令和元年 7 月からＢＣＰ策定に至るまでの入口として、認定されると低利融資や税制優遇

等の支援策が受けられる「事業継続力強化計画」（以下、「強化計画」という。）を創設し、大阪府では、事業

継続のために最低限これだけは決めておくべき項目に絞り込んだ様式「超簡易版ＢＣＰ『これだけは！』シ

ート」（以下、「府シート」という。）を令和元年 12 月に公表した。この「府シート」の記入と「強化計画」

の認定取得の両方を行うことを『ＢＣＰ策定大阪府スタイル』と命名し、大阪府と近畿経済産業局が連携・

推進することで、各ツールの利用者の増加を図り、府内中小企業者等のＢＣＰ策定率向上、災害対応力向上

を図る。 

 

＊サプライチェーン 

個々の企業の役割分担にかかわらず、原料の段階から製品やサービスが消費者の手に届くまでの全プロセ

スの繋がり。 

 

＊パートナーシップ構築宣言 

連合会長、経団連会長、日商会頭および関係大臣（内閣府・経済産業省・厚生労働省・農林水産省・国土

交通省）による「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」で創設が決定されたもので、取引先と共存共

栄・連携関係を築くために、企業が発注者の立場で自社の取引方針を宣言するもの。サプライチェーン全体

で適正な取引が行われることで、それぞれの企業が成長し、業績も向上する好循環を生み出すことが期待さ

れている。 

 

＊公契約条例 

地方自治体の条例の一つで、国や地方自治体の事業を受託した業者に雇用される労働者に対し、地方自治

体が指定した賃金の支払いを確保させることを規定している。指定される賃金は、国の最低賃金法に基づい

て規定される最低賃金よりも高く設定されており、ワーキングプアに配慮した内容になっている。2009 年 9

月に千葉県野田市で初めて制定され、2010 年 2 月に施行された。2010 年 12 月に政令指定都市としては神奈

川県川崎市で初めて制定された。2014 年 7 月に都道府県としては奈良県で初めて制定された。 

 

＊総合評価入札制度 

「価格」のほかに「価格以外の要素（技術力）」を評価の対象に加えて、品質や施工方法等を総合的に評価

し、技術と価格の両面から見て最も優れた案を提示したものを落札者として決定する方式。大阪府の本庁舎

をはじめ府有施設における清掃等業務発注において、評価項目に障がい者や母子家庭の母の雇用等の視点を

盛り込んだ総合評価入札制度を 2003 年度に全国初の取り組みとして導入した。 

 

＊中核的労働基準 

労働に関する最低限の基準を定めたものであり、「結社の自由・団体交渉権の承認」「強制労働の禁止」「児

童労働の禁止」「差別の撤廃」の 4 分野がある。この基準は、国連の専門機関として労働問題を取り扱うＩＬ

Ｏ（国際労働機関）によって定められている。 

 

＊人権デュー・デリジェンス 

人権に対する企業としての適切で継続的な取り組み。人権に関わるリスクが発生しているかを特定し、リ

スクを分析・評価して適切な対策を実行するプロセスのこと。人権侵害の例は、「賃金の不足・未払い」「過

剰・不当な労働時間」「社会保障を受ける権利の侵害」「ハラスメント」「強制労働」「児童労働」「外国人の権

利侵害」「差別」などがある。 
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３．福祉・医療・子育て支援  

＊地域包括ケア 

可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医

療・介護・予防・生活支援を一体的に提供すること。 

 

＊大阪府高齢者計画 2021 

「大阪府高齢者計画 2021」は、「大阪府高齢者計画 2018（計画期間：平成 30～令和 2 年度）」の理念や考え

方を引き継ぎつつも、令和 3 年度から令和 5 年度の 3 年間に実施する取り組みなどを定めるだけではなく、

大阪府がこれから取り組んでいく介護保険施策の大きな方向性に関する「羅針盤」となるように検討し策定

したもの。また、認知症の人ができる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実

現をめざし、「大阪府認知症施策推進計画」も一体的に策定。 

 

＊生活困窮者自立支援制度 

 2013（平成 25）年 12 月、生活困窮者自立支援法（平成 25 年法律第 105 号）が成立し、2015（平成 27）年

4 月より施行された。 

 生活困窮者自立支援制度制度は、近年の社会経済構造の変化に対応し、生活保護受給者以外の生活困窮者

への自立支援策を強化するもの。生活困窮者の多くは、複合的な課題を抱えており、このような生活困窮者

に適切な支援を行うため、自治体では、その実情に応じて包括的な支援体制を構築することが必要となって

いる。そこで、生活困窮者に対する包括的な支援は、中核となる自立相談支援事業を中心に、就労準備支援

事業等の任意事業や他制度・他事業による支援及び民生委員や自治会等のインフォーマルな支援を総合的に

実施している。自治体では、任意事業の積極的な実施や地域資源との連携等が求められている。 

 

＊ＡＹＡ世代 

 Ａｄｏｌｅｓｃｅｎｔ ａｎｄ Ｙｏｕｎｇ Ａｄｕｌｔ（思春期・若年成人）の頭文字をとったもので、主

に、思春期（15 歳～）から 30 歳代までの世代を指す。ＡＹＡ世代で発症するがんの特徴としては、「希少

がん（新規に診断される症例の数が 10 万人あたり年間 6 例未満のがん）」と呼ばれる珍しいがん

が多い。また、学業、就職、結婚など、大きなライフイベントが集中する時期でもある。  

 

＊第 3 期大阪府がん対策推進計画 

がん対策基本法第 12 条第 1 項に基づく都道府県計画であり、がん対策に関する大阪府の施策の方向を明

らかにする行政計画のこと。第 3 期計画では 2018（平成 30）年度から 2023 年度までの 6 年間を計画期間し、

急速に進む高齢化とともに、府民のがんり患者の増加が見込まれる中、がん患者や家族が、住み慣れた地域

で自分らしい暮らしを送ることができるよう、府におけるがん患者への医療の提供等の現状と課題を把握し、

その解決を図るための取り組みを社会全体で総合的かつ計画的に推進する。 

 

＊健活 10 

大阪府が推進する健康づくりのための取り組みで、健康寿命の延伸・健康格差の縮小を目標に、府民の健

康づくりの一層の機運醸成をはかることを目的としている。 

 

＊大阪版健康マイレージ事業“おおさか健活マイレージアスマイル” 

大阪府健康づくり支援プラットフォーム整備等事業における、府民向けサービスの名称。18 歳以上の府内

在住者が参加でき、専用スマートフォンアプリ「アスマイル」をダウンロードすることで、ウォーキングや

特定健診の受診、健康イベント等に参加ができる。健康活動に対してポイントが付与され、さまざまな特典

と交換ができる。 

 

＊二次医療圏 

都道府県が医療政策を立案するために、一次・二次・三次の医療圏を設定している。一次医療圏は診療所

などの外来を中心とした日常的な医療を提供する地域区分で、原則は市区町村が中心。三次医療圏は、重度
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のやけどの治療や臓器移植など特殊な医療や先進医療を提供する単位で、北海道を除いて各都府県がひとつ

の区域となる。二次医療圏は、救急医療を含む一般的な入院治療が完結するように設定した区域である。人

口や入院患者の流出入の状況に基づき、通常は複数の市区町村で構成する。医師数や病床数などの計画は二

次医療圏をベースにしており、地域医療の基本的な単位といえる。医療の高度化や医師の偏在が進んでいる

ことから、政府は「病院完結型」から「地域完結型」の医療に体制を移行しようとしている。医師の確保策

や病院再編の検討も、二次医療圏を軸にして進められている。 

 

＊地域包括支援センター 

介護・医療・保健・福祉等の側面から高齢者を支える「総合相談窓口」であり、各市町村が設置主体。専

門知識を持った職員が、高齢者が住み慣れた地域で生活できるように介護サービスや介護予防サービス、保

健福祉サービス、日常生活支援等の相談に応じる。介護保険の申請窓口も担っている。 

 

＊放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 

指導員の勤続年数や研修実績等に応じた賃金改善に要する費用を、補助することで、一般的に他 業種に比

較して低いといわれている学童保育指導員の賃金を上げると共に、指導員の学びに応じた賃金制度を実施 

しやすくすることにより保育の質を高めることをねらいとしている。なお、市町村が実施主体となる。 

 

＊企業主導型保育（事業） 

2016 年に内閣府が開始した助成制度で、企業が主に従業員向けに保育施設を整備するための事業。自治体

の認可は必要ないため、認可外保育施設に位置づけられるが、基準を満たせば整備費の 75％相当と運営費の

助成が受けられる。 

 

＊第 2 次大阪府子ども貧困対策計画 

大阪府においては、教育、就労、生活支援など各分野の総合的な取組により、子どもの貧困対策を推進す

るため、子どもの貧困対策の推進に関する法律（以下、「子どもの貧困対策推進法」という。）第 9 条に基づ

き、平成 27 年 3 月に第 1 次子どもの貧困対策計画を策定した。さらに、企業等とも連携しながら引き続き

総合的な取組を進めるとともに、市町村における地域の実情に応じた取組を後押しし、すべての子どもたち

が同じスタートラインに立って将来をめざすことができるよう、第 2 次子どもの貧困対策計画（令和 2 年度

から 6 年度）を策定。 

 

＊子ども食堂 

「子ども食堂」とは、子どもが一人でも行ける無料または低額の食堂であり、おなかをすかせた子どもへ

の食事提供から、孤食の解消、滋味豊かな食材による食育、地域交流の場づくりと、さまざまです。コロナ

において、こども食堂は居場所としての開催は難しくなりましたが、それでも日頃からのつながりを生かし、

お弁当や食材等の配布などのフードパントリーの活動などにかえ、子ども、子育て世帯等とのつながりを守

り、活動を続けている。 

 

＊児童虐待防止法（児童虐待の防止等に関する法律） 

児童虐待の防止を目的として 2000 年に制定された法律。親権者らによる体罰禁止が明記されており、児

童相談所の子どもの一時保護を担当する部署と、保護者の相談を受ける部署を分け、虐待事案への対応力を

高めること等が盛り込まれている。 

 

＊オレンジリボン運動 

「オレンジリボン」は児童虐待防止運動のシンボルであり、児童虐待を根絶することをめざした運動。 

 

＊ヤングケアラー 

法令上の定義はないが、家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家

事や家族の世話、介護・感情面のサポートなどを日常的に行っている 18 歳未満の子どもを指す。 
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４．教育・人権・行財政改革施策  

＊スクールカウンセラー（ＳＣ） 

 児童生徒に対する相談のほか、保護者及び教職員に対する相談、教職員等への研修、事件・事故等の緊急

対応における被害児童生徒の心のケアなど、学校の教育相談体制に大きな役割を果たしている。 

 

＊スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ） 

児童・生徒が生活の中で抱えているいろいろな問題の解決を図る専門職。児童・生徒が抱える問題には、

日常生活の悩み、いじめ、暴力行為、虐待などがある。スクールソーシャルワーカーは、学校、家庭、地域

で暮らしやすい生活の支援や福祉制度の活用などを通し、児童・生徒の支援をおこなっている。 

 

＊奨学金返済支援制度 

都道府県や地方公共団体（市区町村）、企業等が主体で行っており、条件付きで返還の一部を肩代わりし、

経済的負担・心理的負担の軽減に繋がる。 

 

＊大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例 

人種又は民族を理由とする不当な差別的言動、いわゆるヘイトスピーチは、人としての尊厳を傷つけ、差

別意識を生むことにつながる許されない行為であることから、大阪府は 2019（令和元）年 11 月 1 日、ヘイ

トスピーチをなくし、全ての人がお互いに違いを認めあい、尊重しあう共生社会づくりをめざして、「大阪府

人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例」（「大阪府ヘイトスピーチ解消推進

条例」）を施行した。 

 

＊ＬＧＢＴ 

「Ｌｅｓｂｉａｎ（レズビアン）」、「Ｇａｙ（ゲイ）」、「Ｂｉｓｅｘｕａｌ（バイセクシュアル）」、「Ｔｒａ

ｎｓｇｅｎｄｅｒ（トランスジェンダー）」の頭文字をとった言葉で、セクシュアル・マイノリティ（性的少

数者）の一部の人々を表す総称。 

 

＊ＳＯＧＩ（性的指向と性自認） 

国連での国際人権法の議論で使用されたのが始まりで、Ｓｅｘｕａｌ Ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ ａｎｄ 

Ｇｅｎｄｅｒ Ｉｄｅｎｔｉｔｙの頭文字をとった言葉。直訳すると「性的指向と性自認」。セクシュアル・

マイノリティだけでなく、すべての人に関わる概念を指す言葉。 

 

＊大阪府パートナーシップ宣誓証明制度 

性的マイノリティ当事者の方が、お互いを人生のパートナーとすることを宣誓された事実を、大阪府とし

て公に証明する制度。※府内では、大阪市、堺市、枚方市、交野市、大東市、富田林市において同様の制度

が実施されている。（2020 年 7 月 1 日時点） 

 

＊新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

令和 2 年度に創設された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、新型コロナウイルス感

染拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し地方創生を図るた

め、創設された交付金です。本交付金は、自治体が地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施でき

るよう、各自治体の判断により、感染症対策等に自由に使うことができる仕組みになっている。 

 

＊情報格差 

一般に、情報通信技術（ＩＴ）（特にインターネット）の恩恵を受けることのできる人とできない人の間に

生じる格差を指す。 

 

＊マイナンバー制度 

①国民の利便性の向上、②行政の効率化、③公平・公正な社会の実現などの観点から、社会保障、税、災
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害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認

するために活用するための制度。 

 

 

５．環境・食料・消費者施策  

＊おおさか食品ロス削減パートナーシップ制度 

飲食の提供や食材等を販売する企業等が、食品ロス削減に積極的に取り組み、販売活動を通じて食品ロス

削減に係る消費者等への啓発活動を実施する際に、大阪府が取り組みを協力・支援し、広く食品ロス削減の

啓発を進めることを目的とした制度。 

 

＊3010 運動 

宴会時の食べ残しを減らすキャンペーン。乾杯後 30 分は席を立たずに料理を味わい、お開き 10 分前に自

席に戻って料理を残さず食べようというもの。 

 

＊食品ロス削減推進法（食品ロスの削減の推進に関する法律） 

2019 年 5 月 24 日成立、同 5 月 31 日に公布された法律。食品ロスの削減に関し、国、地方公共団体等の責

務等を明らかにするとともに、基本方針の策定、その他食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定

めること等により、食品ロスの削減を総合的に推進することを目的としている。 

 

＊フードバンク 

食品関連企業から品質に問題のない食料品を無償で譲りうけ、「生活弱者」を支援する施設や団体に無償提

供する。 

 

＊カスタマーハラスメント 

従業員に対する暴言や土下座強要、ネットへの誹謗中傷の書き込み等、顧客による過剰で悪質なクレーム

や迷惑行為のこと。 

 

＊「2050 年二酸化炭素排出実質ゼロ表明」 

地球温暖化対策の推進に関する法律では、都道府県及び市町村は、その区域の自然的社会的条件に応じて、

温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものと

するとされている。こうした制度も踏まえつつ、昨今、脱炭素社会に向けて、2050 年二酸化炭素実質排出量

ゼロに取り組むことを表明した地方公共団体が増えつつあります。 

※実質排出量ゼロ：ＣＯ2 などの温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と、森林等の吸収源による 

除去量との間の均衡を達成すること。 

 

＊カーボンニュートラル 

家庭での電力・ガスの使用やゴミの排出から始まり、自動車や航空機の利用、工業、農業にいたるまで、

さまざまな活動を通して「温室効果ガス（ＧＨＧ）」を排出しながら暮らしており、「カーボンニュートラル

（炭素中立）」とは、そうした人間活動によって排出される温室効果ガスを、人間活動によってすべて吸収・

除去することで、排出量を“プラスマイナスゼロ”にすることを意味する。 

また、カーボンニュートラルが実現された社会を「脱炭素社会」と呼ぶ。 

 

＊「大阪府地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」 

大阪府では、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、地球温暖化対策の推進に関する法律第

21 条に基づく「大阪府地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を 2021 年 3 月に策定。 

なお、本計画は気候変動適応法第 12 条の規定に基づく「大阪府気候変動適応計画」としても位置付けてい

る。 
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＊再生可能エネルギー 

「太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると

認められるものとして政令で定めるもの」と定義されており、政令において、太陽光・風力・水力・地熱・

太陽熱・大気中の熱その他の自然界に存する熱・バイオマスが定められている。 

 

 

６．社会インフラ（住宅・交通・情報・防災）施策  

＊避難行動要支援者 

2013 年 6 月に災害対策基本法が改正されてから使用されるようになった言葉。高齢者、障がい者、乳幼児

その他の特に配慮を要する人を「要配慮者」と言い、そのうち、災害発災時、又は災害が発生するおそれが

ある場合に、自ら避難することが困難な者で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要す

るものを「避難行動要支援者」と言う。 

 

＊大阪スマートシティパートナーズフォーラム 

「大阪モデル」のスマートシティの実現に向けた推進体制として、企業やシビックテック、府内市町村等

と連携して設立されました 

※シビックテック（Ｃｉｖｉｃ Ｔｅｃｈ） 

シビック（Ｃｉｖｉｃ：市民）とテック（Ｔｅｃｈ：テクノロジー）をかけあわせた造語。市民自身が、テ

クノロジーを活用して、行政サービスの問題や社会課題を解決する取り組み。 

 

 

７．新型コロナウイルス感染症対策関連施策  

＊大阪健康安全基盤研究所 

公衆衛生に係る調査研究、試験検査及び研修指導並びに公衆衛生情報等の収集、解析、提供等の業務を通

じて、健康危機事象への積極的な対応をはじめ、行政機関等への科学的かつ技術的な支援を行う等の業務を

推進。 

 

＊雇用調整助成金（特例措置） 

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた

場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整（休業）」を実施する事業主

に対して、休業手当などの一部を助成するもの。特例措置により助成率及び上限額の引上げを行っている。 

 

＊新型コロナウイルス感染症対応休業支援金 

 新型コロナウイルス感染症及びまん延防止の措置の影響により休業（時短勤務・シフト削減を含む）させ

られた労働者のうち、休業中に賃金（休業手当）を受けることができなかった方に対し支給。 

 

＊住居確保給付金 

主たる生計維持者が離職・廃業後 2 年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る

機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、市区町村ごとに

定める額を上限に実際の家賃額を原則 3 か月間（延長は 2 回まで最大 9 か月間）を支給。 

 

以上 
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